
第２期枚方市子ども・子育て支援事業計画進捗状況一覧表
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Ⅰ-1-(1) 1 子どもを守る条例の制定

子どもたちを虐待などから守り、すべての子どもが一人の人
間として尊重され、夢と希望をもって成長していけるよう
「子どもを守る条例」を制定し、子ども自身の主体性を育む
とともに、行政、保護者、地域、関係機関など社会全体で子
どもたちの成長を支える環境づくりを進める。

子どもを守る条例の啓発事業として、条例そのものの認知度
向上に向けた周知及び、条例に明記されている子どもの意見
表明の機会の確保を促進することを目的に、枚方まつりの行
政ブースに出展し、延べ527人が参加した（大人向けアン
ケート195人、子ども向けクイズ332人）。また、条例啓発
リーフレットを刷新し市内の公立施設等に配架するととも
に、より身近に、そして気軽に内容を知っていただくため
に、新たに条例説明動画を作成しYouTubeで配信したほか、
市民が開催する講演会の講師として条例の理念などを広く伝
えるなど、さまざまな手法による周知・啓発を行った。

★ ★ ★ 継続推進
様々な主体が連携して取り組む等、条例を
実行性あるものとするため、広く市民への
周知活動に努める。

子ども青少年政策課

Ⅰ-1-(1) 2 人権啓発事業

人権について考える機会を提供するため、さまざまな人権課
題をテーマにした講座「生きること」を開催する。また、人
権文化セミナー、人権週間事業では、講演会やコンサート、
映画会などを開催する。

・就職差別撤廃月間　街頭啓発（６/６）
・連続講座「生きること」の開催（全４回205人）及び記録
冊子の作成・配架
・人権文化セミナーの開催　寮美千子氏講演会「あふれでた
のはやさしさだった～奈良少年刑務所 絵本と詩の教室～」
（11/７：84人）
・人権週間事業　街頭啓発（12/６）
・人権週間事業　木村響子氏講演会「ヤサシイハナ ヲ サカ
セマショウ～ネットの誹謗中傷をなくしたい～」（12/６：
76人）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間事業　拉致問題を考えるパネ
ル展・DVD「めぐみ」上映（12/６：20人）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間事業　平和の鐘カリヨン（ヒ
ラリヨン）のブルーリボンライトアップ（12/10）

★ ★ ★ ★ 継続推進
委託している枚方人権まちづくり協会と連
携を図りながら、より効果的な啓発を行え
る手法を検討していく。

人権政策課

Ⅰ-1-(1) 3 平和に関する啓発事業

次代を担う若い世代に平和の尊さを引継ぎ、考える機会を提
供するため、憲法や平和に関する講演会や展示会など、子ど
もも参加できる内容で企画する。「平和の日」記念事業で
は、平和の燈火（あかり）や平和フォーラム、展示会などを
開催し、平和へのメッセージを発信する。

・戦争遺跡　妙見山の煙突見学会（４/６：313人）
・憲法のつどい　長谷川義史氏講演会「絵本でこどもたちに
つたえたいこと」（５/18：195人）
・平和資料室特別展「写真家 長倉洋海 小さなともだち」パ
ネル展（８/３～８/15：415人）
・平和ライブラリーコンサート（８/６：108人）
・平和資料室特別展 特別上映会&トーク「フォトドキュメン
タリー　鉛筆と銃ー長倉洋海の眸（め）ー」（８/７：77
人）
・戦争遺跡　妙見山の煙突見学会（11/９：87人）
・市内の戦争遺跡ウォーキングツアー（11/９：21人）
・枚方市平和の燈火（あかり）プレ事業　平和のちぎち絵の
制作（１/30：27人）
・ひらかた平和フォーラム　平和学習の紹介、平和クイズに
挑戦、講演会「地球村の住民として」、大阪ブルテオンの選
手、井本直歩子氏（講演会講師）、枚方市平和の燈火実行委
員の大学生によるトークセッション「スポーツは世界をつな
ぐ」（２/26：322人）
・禁野火薬庫の爆発ミニパネル展（２/21～３/６）
・枚方市平和の燈火（あかり）（３/１：約1,100人）
この他、市内小中学生や市民に対し、市の戦争遺跡や平和の
取り組みなどについて掲載した平和啓発冊子「平和のために
私たちができること」の配布、平和資料室通年展示、原爆投
下時刻や終戦記念日に平和の鐘カリヨン（ヒラリヨン）を鳴
らすなど、市民の平和意識の醸成に努めた。

★ ★ ★ ★ 継続推進

事業内容検討の際には、事業実施の趣旨と
集客力の双方に視点を置くとともに、関係
部局とも連携を図ることで、より効果的な
啓発事業を実施する。

人権政策課
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Ⅰ-1-(1) 4
性的マイノリティに関す
る相談支援

本人および家族・支援者が性的マイノリティについて相談で
きるようにLGBT電話相談を実施する。また、性的マイノリ
ティ当事者同士が交流できる場としてコミュニティスペース
を開催する。

令和６年度の実績
LGBTQ+電話相談：13件
LGBTQ+チャット相談（11月～３月）５件
LGBTQ+コミュニティスペース：45人

★ ★ ★ 継続推進
相談者にとってより相談しやすい相談方法
の検討を行う。

人権政策課

Ⅰ-1-(1) 5 ＤＶ予防教育プログラム
子どもたちをＤＶの被害者にも加害者にもさせないために、
小学校と中学校でＤＶ予防教育プログラムを実施する。

市内の小学校９校（４年生627人）、中学校８校（1,335人）
を対象に「DV予防教育プログラム」を実施するとともに、そ
の一環として小学校において教職員研修（212人）を実施し
た。また、若年層を対象にしたデートDV防止ハンドブックを
希望する市内中学校に、デートDV啓発カードを希望する市内
高等学校に対し配布した。

★ ★ 継続推進

子どもたちが互いの意見を聞きながら主体
的に考える現行手法が効果的であることか
ら、概ね現状を確保することに努める。引
き続き、希望校に対して実施していく。

人権政策課

Ⅰ-1-(1) 6 学校園における人権教育

人権に関する身近な課題解決をめざす取り組みを通して、子
どもたちの自尊感情を育み、豊かな人間関係づくりを進める
ため、学校園において人権教育推進計画を策定し、人権教育
を推進するとともに教職員研修の充実を図る。

学校園における人権教育について、講演会や実践報告会、研
究大会等、様々な研究を通して推進を図った。

★ ★ ★ 継続推進

学校園が教育活動において人権教育を適切
に位置づけ、校園長を中心とした組織的な
指導に努め、人権教育をすすめるため、枚
方市人権教育研究協議会において研究事業
に取り組む。

支援教育課

Ⅰ-1-(1) 7
子どもの意見表明の場の
創出

子どもが自分のまちに関心を持ち、郷土愛へとつなげること
ができるように、環境や文化、福祉など、まちづくりのさま
ざまな分野において、子どもが意見を表明できる場を創出す
る。

わくわく・どきどき SDGS ジュニア プロジェクト（社会参
画力育成指導実践研究）において、地域や社会の課題を自分
と関連づけて考え、その課題の解決に向けて探究活動する事
業に楠葉中学校が取り組み、令和６年度の「SDGsジュニア
フォーラム」に参加した。

★ 継続推進

わくわく・どきどき SDGS ジュニア プロ
ジェクトに参加し、参加小学校はポスター
セッション、中学校はフォーラムでのプレ
ゼンテーション発表に向けて取り組んでい
く。

支援教育課

Ⅰ-1-(1) 8
子どものＳＯＳの出し方
教育

子どもがさまざまな困難、課題に直面したときに、対処方法
を身につけることができるよう、SOSの出し方教育の具体的
な手法を検討し、実施する。あわせて、教職員等に対して研
修などを行い、子どもたちが安心して悩みを打ち明けられる
ような環境づくりをめざす。

留守家庭児童会室職員・放課後子ども課職員（153人）に対
してゲートキーパー養成研修を行った。
枚方市保健所・枚方市内高等学校等連絡会及び市立中学校と
の合同交流会にてGK研修とSOSの出し方教育について周知啓
発を行った。

★ ★ 継続推進

新型コロナウイルス感染症感染拡大による
雇用情勢の悪化等により、小中高生の親世
代を取り巻く状況の変化（雇用や経済な
ど）が、今後本市の若年層の自殺に影響を
与える可能性があるため、子どもがSOSを出
しやすい環境整備について引き続き、教育
委員会と協議を行い、教育と福祉の連携を
強化しながら対応していく。
「SOSの出し方教育」について、子ども・若
者に接する人に対して研修の情報を周知す
るとともに、子どもたちが安心して悩みを
打ち明けられるような環境づくりをめざ
す。

保健医療課
児童生徒課
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Ⅰ-1-(2) 9
児童虐待防止ネットワー
ク事業

子ども家庭センター（児童相談所）、まるっとこどもセン
ター、保健所、公立保育幼稚園課、保育幼稚園入園課、教育
委員会等から成る「枚方市子どもの育ち見守り連携会議（要
保護児童対策地域協議会）児童虐待防止部会」を中心とし
て、子どもの虐待の予防、早期発見、早期対応、啓発活動に
取り組む。通告や情報収集で把握したケースについて、同会
議で重症度判断やアセスメントを行うとともに各機関の役割
などのケース管理を行い、子どもや家庭に対する必要に応じ
た支援を行う。

枚方市子どもの育ち見守り連携会議（要保護児童対策地域協
議会）児童虐待防止部会　（27機関で構成）において、代表
者会議を２回、拡大実務者会議を３回、実務者会議を12回、
個別ケース検討会議を延べ115回、全ケースの確認会議を３
回を行った。

★ ★ ★ ★ 継続推進

社会総がかりで一人ひとりの子どもが笑顔
で健やかに成長できるまちの実現を目指し
制定された「子どもを守る条例」に基づ
き、児童虐待に加えて、貧困、いじめ、不
登校など支援を要する子どもについても対
応できるよう令和４年４月から新たに「子
どもの育ち見守り連携会議（要保護児童対
策地域協議会）」を設置。児童虐待防止部
会　＜要保護・要支援A＞と子ども家庭支援
部会　＜要支援B＞（いじめ、不登校、発
達、非行、家庭内暴力等）において、子ど
もの情報把握し円滑に支援を行っている。
引き続き、児童虐待防止部会において、関
係機関との連携をより強化するため、定期
的に会議を開催し、虐待防止に努める。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-1-(2) 10 親支援プログラムの実施
子育てに不安やストレスを抱えている親に対して子育てスキ
ルや感情コントロールの方法を学ぶ親支援プログラム等の実
施や情報提供を行う。

保護者向け講座２回
幼児から小学生対象　59名
思春期対象　　　　　23名
３歳～就学前の親対象プログラム全８セッション　７名
４か月～就学前の親対象プログラム全８セッション　８名

★ ★ ★ 拡充

R６年度新規プログラムを開始したため、R
７年度はその定着を目指す。また、講座の
回数を増やす予定にしており、引き続き、
支援の必要な保護者に対し、本事業を周知
し、プログラムを実施していく。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-1-(2) 11
育児支援家事援助事業
（養育支援訪問事業に含
む）

育児支援が必要な家庭や育児困難な家庭に対し、訪問によっ
て育児や家事援助を実施することによって家庭での安定した
養育環境を目指す。

11世帯（延べ109回） ★
　

継続推進
本事業による支援が必要な家庭を的確に把
握し、本事業につなげるよう努める。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-1-(2) 12
虐待防止のための育児支
援

母子保健事業において、虐待の予防、早期発見、早期対応に
努める。育児不安や不適切な養育、虐待が明らかになった場
合、関係機関との連携を密に役割の分担を図りながら、家庭
訪問や相談事業等を通じて継続的に支援を実施する。また、
乳幼児健康診査未受診児には、家庭訪問等で受診勧奨、児の
発育・発達確認、育児支援等を行う。

乳幼児健康診査未受診児の家庭訪問件数
・４か月：８件
・１歳６か月：25件
・３歳６か月：20件

★ ★
　

継続推進
引き続き、継続して実施し、適切な支援に
結び付けていく。

まるっとこどもセンター



妊
産
婦

乳
幼
児

児
 
童

生
 
徒

体系番号 取り組み名

対象者

所管課事業No 具体的な今後の取り組み方策今後の方向令和６年度の取り組み実績取り組み内容

Ⅰ-1-(2) 13 子どもの相談窓口の充実

児童虐待や不登校、ひきこもりなど、さまざまな困難を有す
る子ども・若者や、ひとり親家庭への包括的な支援を充実さ
せるため、子どもの育ち見守り室（子ども相談課・子ども支
援課）を「子ども家庭総合支援拠点」として位置づけ、機能
を活かし国の補助金を活用しながら、人員体制の充実を含め
た相談しやすい体制づくりに取り組み、また、SNSなど子ど
もたちが相談しやすい手段を用いた、新たな相談窓口の開設
に向けた検討を進める。

　令和６年４月から、子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）
と子育て世代包括支援センター（母子保健）の機能を一体化
し、妊娠期から子育て期、子ども、若者に切れ目のない支援
を届ける「まるっとこどもセンター（こども家庭セン
ター）」を開設し、９月17日にステーションヒル枚方に事務
所を移転統合した。
 また、地域における身近な相談場所として地域子育て相談
機関を４箇所開設し、まるっとこどもセンターと連携して必
要な支援を行った。
実務者会議：12回
代表者会議：２回（子どもの育ち見守り連携会議）
 市立小中学校の児童生徒を対象にしたSNS相談を令和６年８
月から対象を市内に在住、在学、在勤の18歳までのすべての
子どもへ拡大した。

★ ★ ★ 拡充
引き続き、子どもやその家庭の多様化・複
雑化する相談に対応できるように努める。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-1-(2) 14 里親制度の普及・啓発

里親数については、人口の割合で他府県や府内他市と比較し
ても低い水準にあることから、大阪府や里親支援機関と連携
のもと里親推進のための講演会を実施するなど、里親制度の
理解促進や里親の普及のための体制確保を図る。
協力家庭が個人宅で児童の預かりを経験することで、里親登
録への足がかりとなるよう、市が委託する協力家庭において
宿泊を伴う子どもの預かりを行うショートステイ協力家庭事
業を実施する。

里親の担当職員を配置し、里親支援機関「おひさま」と連携
し、市内生涯学習市民センターにおいて定期的な個別相談会
の実施や市内図書館におけるイベントを開催、SNSでも随時
情報発信を行った。また、市PTA協議会を通じて啓発チラシ
を小学校全家庭に配布するなど、里親制度の周知を行った。
里親月間である10月には、専門家を招き里親シンポジウムを
開催した。

ショートステイ協力家庭事業
延べ実施回数　14回（24日）
協力家庭数　３件

★ ★ ★ ★ 継続推進

大阪府や里親支援機関「おひさま」と連携
し個別相談会等里親制度の普及啓発を図
る。また、市ホームページや広報、市の
LINEやTwitter等を活用し、周知を図る。
ショートステイ協力家庭事業においては説
明会や里親研修会、個別研修会を実施し、
制度の充実を図る。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-1-(2)
追加
R3-1

子ども見守りシステムの
整備・構築

個々の子ども自身の情報や、その保護者を含めた周囲の状況
など、各部署がそれぞれ業務システム等で管理している子ど
もに関する情報を集約し活用するため、子ども見守りシステ
ムを構築する。それにより、課題の早期発見・早期対応が可
能となるほか、これまで把握できなかった課題を抱える子ど
もを発見し、その課題が深刻化することがないよう、予防的
支援につなげていく。

令和４年４月より運用を開始し、児童虐待における受理会議
やケース会議等において迅速かつ適切なアセスメントに活用
している。また、蓄積されたデータを予防的支援につなげる
活用方法についても検討を行った。
令和６年４月の「こども家庭センター」の開設に伴い、これ
まで別々であった児童福祉と母子保健業務を１つの組織で運
営していることから、より連携しやすいよう、母子保健で
フォローしているケースを管理できるようにしたり、運用上
必要な帳票出力機能を追加したりした。

★ ★ ★ 継続推進

運用ガイドラインに基づき、情報管理・情
報セキュリティ対策を徹底して運用する。
連携のための指針に基づいた庁内体制につ
いて引き続きより効果的な連携体制への検
証を行うとともに、システムの利用・活用
範囲の拡充について検討する。

まるっとこどもセンター
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Ⅰ-1-(3) 15 生徒指導充実事業

携帯電話の使用に関する危険性やルールを子どもたちや保護
者に指導・啓発するとともに、学校や家庭、地域が連携して
情報モラル教育の推進に取り組み、携帯電話使用に伴うトラ
ブルやいじめ、犯罪被害の防止と適切な対処の仕方、よりよ
い人間関係の構築等の指導に努める。また、情報モラル（道
徳）やリテラシー（教養）に対する知識を学ぶための講演会
を消費生活センターと連携して実施し、被害の未然防止に努
める。

令和２年度に策定した家庭でのルール作りや相談窓口等を掲
載した「枚方市小中学校における携帯電話の取扱いに関する
ガイドライン」をもとに、小中学校において情報モラル教育
に取り組んだ。
情報モラル（道徳）やリテラシー（教養）に対する知識を学
ぶための情報リテラシー講演会を、全小中学校の児童・生徒
や教職員、保護者を対象に動画配信による講演形式にて実施
した。受講者数16,472人。

★ ★ 継続推進
引き続き、情報モラルや情報リテラシーに
関する知識を学ぶための取組を実施し、被
害の未然防止に努める。

児童生徒課

Ⅰ-1-(3) 16
いじめ問題対策連絡協議
会

学校及びその周辺における児童生徒のいじめ問題に対し、い
じめの芽をいち早くキャッチし、より迅速で適切な対応を行
うため、「枚方市いじめ問題対策連絡協議会」において、市
の関係部課と外部の関係機関の連携を強化し、いじめの未然
防止、早期発見、早期対応に重点を置いた取り組みを推進す
る。

枚方市いじめ問題対策連絡協議会の定例会を７月、３月の２
回実施した。参集もしくはWebでの参加を選択できる形で実
施。

★ ★ ★ 終了
令和７年度より、人権政策課の所管業務に
移管。

児童生徒課

Ⅰ-1-(3) 17
教育相談事業（支援、一
般、不登校）

教育相談員を配置し、保護者や幼児・児童・生徒からの教育
や学校生活上の問題に関する相談を受け、適切なアドバイス
を行う。また、必要に応じて、面談による継続的なカウンセ
リングを実施する。

相談対応延べ件数：1,475件 ★ ★ ★ 継続推進

継続して、教育相談員を配置し、保護者や
幼児・児童・生徒からの教育や学校生活上
の問題に関する相談を受け、適切なアドバ
イスを行う。

児童生徒課

Ⅰ-1-(3) 18
心の教室相談員配置事業
（小学校）

小学校の相談体制の充実を図るため、「心の教室相談員」を
配置し、児童や保護者の悩みや課題の解決に資する。

年間総派遣回数：1,626回、全相談件数　14,474件 ★
　

継続推進
小学校の相談体制の充実を図るため、「心
の教室相談員」を配置し、児童や保護者の
悩みや課題の解決をめざす。

児童生徒課

Ⅰ-1-(3) 19
スクールカウンセラー配
置事業（小中学校）

小中学校における相談体制の充実を図るため、スクールカウ
ンセラーを配置し、児童生徒や保護者、教職員の悩みや課題
の解決に資する。

全19中学校と６小学校に配置されていたスクールカウンセ
ラーを、全19中学校と全44小学校に拡大配置し、スクールカ
ウンセラーが、児童・生徒、保護者及び教職員からの相談を
積極的に受けた。
相談件数：9,997件

★ ★ 継続推進

小中学校における相談体制の充実を図るた
め、スクールカウンセラーを配置し、児童
生徒や保護者の悩みや課題の解決をめざ
す。

児童生徒課

Ⅰ-1-(3) 20
福祉・教育ソーシャル
ワーク事業

市立小・中学校における児童・生徒の問題行動等の状況や背
景、置かれている環境に着目して働きかけるため、社会福祉
士または精神保健福祉士の資格を有するスクールソーシャル
ワーカーを学校に配置または派遣し、児童・生徒及び保護者
への支援を学校とともに行う。

見守りが必要な児童・生徒数　　　　428人
継続して支援した児童・生徒数　　　304人
拠点校での活動　　　　　　　　　　1,634回
拠点校以外での巡回や派遣要請　　　424回
12中学校区の拠点校にスクールソーシャルワーカーを計12名
配置。中学校区内の担当校にも巡回訪問や派遣を行った。

★ ★ 拡充

スクールソーシャルワーカーの中学校区に
１名の配置を目指している。様々な課題を
抱える児童・生徒や保護者を支えられるよ
うスクールソーシャルワーカーの継続した
スキルアップを図る。
また、令和７年度はさらに増員し、拠点校
に14名のSSWを配置し、全中学校区配置を目
指して体制強化に努める。

まるっとこどもセンター
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Ⅰ-1-(3) 21
子どもの笑顔守るコール
事業（一般教育相談、い
じめ専用）

幼児・児童・生徒が抱える諸問題の解決や早期発見、早期対
応を図るため、総合電話窓口「子どもの笑顔守るコール」
（「いじめ専用ホットライン」と「教育安心ホットライ
ン」）を設置し、電話による教育相談を実施する。

相談対応延べ件数：214件
電話相談実施日数：236日

★ ★ ★ 継続推進
子どもが抱える諸問題の解決や早期発見、
早期対応を図るため、総合電話窓口を設置
し、電話による教育相談を実施する。

児童生徒課

Ⅰ-1-(3) 22
スクールアドバイザー派
遣事業

枚方市立学校園での緊急の課題に対し、幼児・児童・生徒の
心のケアや教職員等への助言を目的に、スクールアドバイ
ザーを派遣する。

５小学校、２中学校から15回の派遣要請があり、スクールア
ドバイザーを派遣した。

★ ★ ★ 継続推進
緊急の課題に対し、心のケアや教職員等へ
の助言を目的に、スクールアドバイザーを
派遣する。

児童生徒課

Ⅰ-1-(3) 23 家庭児童相談事業

18歳までの子どもと家族のさまざまな相談に、専門相談員が
対応し、カウンセリングやプレイセラピーなどを行う。児童
虐待等子どもに関する問題の増加や複雑化等から、体制の充
実及び専門的技術の向上を図る。

相談対応延べ件数　6,833件 ★ ★ ★ 継続推進
引き続き、子どもと家族のさまざまな相談
対応できるよう、専門的技術の向上を図
る。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-1-(3) 24 青少年サポート事業

悩み(いじめ、不登校、人間関係等）を抱える、あるいは、
引きこもりの状態であるなど、青少年のさまざまな問題の早
期解決に資するため、青少年や保護者が気軽に相談に行ける
「青少年相談」やサポート講座を実施する。

相談件数58件（面接相談36件、電話相談22件）
サポート講座…「思春期世代の成長課題を一緒に考えようー
不登校、ネットやゲームー～自立に向けて自律を支えるには
～」（参加人数８人)

★ ★ 継続推進

悩み(いじめ、不登校、人間関係等）を抱え
る、あるいは、引きこもりの状態であるな
ど、青少年のさまざまな問題の早期解決に
資するため、青少年や保護者が気軽に相談
に行ける「青少年相談」やサポート講座を
実施する。

子ども青少年政策課

Ⅰ-1-(3)
追加
R3-2

子ども見守りシステムの
整備・構築（再掲）

個々の子ども自身の情報や、その保護者を含めた周囲の状況
など、各部署がそれぞれ業務システム等で管理している子ど
もに関する情報を集約し活用するため、子ども見守りシステ
ムを構築する。それにより、課題の早期発見・早期対応が可
能となるほか、これまで把握できなかった課題を抱える子ど
もを発見し、その課題が深刻化することがないよう、予防的
支援につなげていく。

令和４年４月より運用を開始し、児童虐待における受理会議
やケース会議等において迅速かつ適切なアセスメントに活用
している。また、蓄積されたデータを予防的支援につなげる
活用方法についても検討を行った。
令和６年４月の「こども家庭センター」の開設に伴い、これ
まで別々であった児童福祉と母子保健業務を１つの組織で運
営していることから、より連携しやすいよう、母子保健で
フォローしているケースを管理できるようにしたり、運用上
必要な帳票出力機能を追加したりした。

★ ★ ★ 継続推進

運用ガイドラインに基づき、情報管理・情
報セキュリティ対策を徹底して運用する。
連携のための指針に基づいた庁内体制につ
いて引き続きより効果的な連携体制への検
証を行うとともに、システムの利用・活用
範囲の拡充について検討する。

まるっとこどもセンター
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Ⅰ-1-(3)
追加
R5-1

いじめ相談窓口事業

市長部局においていじめ防止対策を取り組むにあたり、いじ
め相談窓口を設置し、相談者等に寄り添った対応を行う。ま
た、啓発ポスターを掲示するとともに啓発メッセージ等を記
載したお手紙相談用紙を全児童・生徒に配付を行う。

令和５年７月からいじめ相談窓口を設置し、いじめお手紙相
談用紙を全児童・生徒に配付した。また、いじめ防止啓発と
して、いじめ相談窓口啓発ポスターの掲示や小学校留守家庭
児童会でいじめの未然防止ワークショップを試行実施した。
個々のいじめ相談については、相談者に寄り添った対応を行
うとともに、必要に応じて教育委員会や学校等と連携して対
応を行った。
いじめ相談件数：110件（電話22件、面談15件、メール５
件、手紙68件）

★ ★ 継続推進

いじめ相談について、引続き相談者に寄り
添った対応を行うとともに、必要に応じて
教育委員会や学校等と連携し、適切に対応
を行う。

人権政策課

Ⅰ-1-(4) 25
教育相談事業（支援、一
般、不登校）（再掲）

教育相談員を配置し、保護者や幼児・児童・生徒からの教育
や学校生活上の問題に関する相談を受け、適切なアドバイス
を行う。また、必要に応じて、面談による継続的なカウンセ
リングを実施する。

相談対応延べ件数：1,475件 ★ ★ ★ 継続推進

継続して、教育相談員を配置し、保護者や
幼児・児童・生徒からの教育や学校生活上
の問題に関する相談を受け、適切なアドバ
イスを行う。

児童生徒課

Ⅰ-1-(4) 26
教育支援センター「ル
ポ」事業

不登校状態の児童・生徒に、家庭や学校以外の居場所とし
て、人間関係のあり方や自己決定の方法を学ぶ場を提供し、
教育文化センターの教育支援センター「ルポ」内での活動や
カウンセリング、あるいは訪問指導といった多様な活動を通
して社会的自立に向けた支援や指導を行う。

心理的要因等で不登校状態にある児童・生徒に対し、教育文
化センターに設置している教育支援センター「ルポ」で学習
支援、グループ活動、カウンセリング、馬とのふれあい体験
などを実施した。

★ ★ 継続推進
不登校状態にある児童・生徒の社会的自立
のための支援と指導を行う。

児童生徒課

Ⅰ-1-(4) 27
心の教室相談員配置事業
（小学校）（再掲）

小学校の相談体制の充実を図るため、「心の教室相談員」を
配置し、児童や保護者の悩みや課題の解決に資する。

年間総派遣回数：1,626回、全相談件数　14,474件 ★
　

継続推進
小学校の相談体制の充実を図るため、「心
の教室相談員」を配置し、児童や保護者の
悩みや課題の解決をめざす。

児童生徒課

Ⅰ-1-(4) 28
スクールカウンセラー配
置事業（小中学校）（再
掲）

小中学校における相談体制の充実を図るため、スクールカウ
ンセラーを配置し、児童生徒や保護者、教職員の悩みや課題
の解決に資する。

全19中学校と６小学校に配置されていたスクールカウンセ
ラーを、全19中学校と全44小学校に拡大配置し、スクールカ
ウンセラーが、児童・生徒、保護者及び教職員からの相談を
積極的に受けた。
相談件数：9,997件

★ ★ 継続推進

小中学校における相談体制の充実を図るた
め、スクールカウンセラーを配置し、児童
生徒や保護者の悩みや課題の解決をめざ
す。

児童生徒課

Ⅰ-1-(4) 29
福祉・教育ソーシャル
ワーク事業(再掲)

市立小・中学校における児童・生徒の問題行動等の状況や背
景、置かれている環境に着目して働きかけるため、社会福祉
士または精神保健福祉士の資格を有するスクールソーシャル
ワーカーを学校に配置または派遣し、児童・生徒及び保護者
への支援を学校とともに行う。

見守りが必要な児童・生徒数　　　　428人
継続して支援した児童・生徒数　　　304人
拠点校での活動　　　　　　　　　　1,634回
拠点校以外での巡回や派遣要請　　　424回
12中学校区の拠点校にスクールソーシャルワーカーを計12名
配置。中学校区内の担当校にも巡回訪問や派遣を行った。

★ ★ 拡充

スクールソーシャルワーカーの中学校区に
１名の配置を目指している。様々な課題を
抱える児童・生徒や保護者を支えられるよ
うスクールソーシャルワーカーの継続した
スキルアップを図る。
また、令和７年度はさらに増員し、拠点校
に14名のSSWを配置し、全中学校区配置を目
指して体制強化に努める。

まるっとこどもセンター
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Ⅰ-1-(4) 30
不登校支援協力員配置事
業

全中学校と一部の小学校に不登校支援協力員を配置し、校内
教育支援ルーム等において不登校または不登校傾向にある児
童・生徒の学習支援等を行う。また、担任と連携して不登校
児童・生徒宅への家庭訪問による登校支援に取り組む。

不登校の兆候が見えた児童・生徒に対して、その要因や背景
に応じた適切な支援を行うことにより、不登校の未然防止に
努めた。
不登校児童・生徒に対しては、不登校支援協力員により、校
内教育支援ルームなどを活用して教育相談や学習支援等を
行った。
不登校支援協力員を小学校７校から20校に拡大し配置した。

不登校児童の割合 2.41　不登校生徒の割合 7.02
【算出式：不登校児童・生徒／全児童・生徒数×100】

★ ★ 継続推進 今後も適切な支援を行う。 児童生徒課

Ⅰ-1-(4) 31
子どもの笑顔守るコール
事業（一般教育相談、い
じめ専用）（再掲）

幼児・児童・生徒が抱える諸問題の解決や早期発見、早期対
応を図るため、総合電話窓口「子どもの笑顔守るコール」
（「いじめ専用ホットライン」と「教育安心ホットライ
ン」）を設置し、電話による教育相談を実施する。

相談対応延べ件数：214件
電話相談実施日数：236日

★ ★ ★ 継続推進
子どもが抱える諸問題の解決や早期発見、
早期対応を図るため、総合電話窓口を設置
し、電話による教育相談を実施する。

児童生徒課

Ⅰ-1-(4) 32
スクールアドバイザー派
遣事業（再掲）

枚方市立学校園での緊急の課題に対し、幼児・児童・生徒の
心のケアや教職員等への助言を目的に、スクールアドバイ
ザーを派遣する。

５小学校、２中学校から15回の派遣要請があり、スクールア
ドバイザーを派遣した。

★ ★ ★ 継続推進
緊急の課題に対し、心のケアや教職員等へ
の助言を目的に、スクールアドバイザーを
派遣する。

児童生徒課

Ⅰ-1-(4) 33
青少年サポート事業（再
掲）

悩み(いじめ、不登校、人間関係等）を抱える、あるいは、
引きこもりの状態であるなど、青少年のさまざまな問題の早
期解決に資するため、青少年や保護者が気軽に相談に行ける
「青少年相談」やサポート講座を実施する。

相談件数58件（面接相談36件　電話相談22件）
サポート講座…「思春期世代の成長課題を一緒に考えようー
不登校、ネットやゲームー～自立に向けて自律を支えるには
～」（参加人数８人)

★ ★ 継続推進

悩み(いじめ、不登校、人間関係等）を抱え
る、あるいは、引きこもりの状態であるな
ど、青少年のさまざまな問題の早期解決に
資するため、青少年や保護者が気軽に相談
に行ける「青少年相談」やサポート講座を
実施する。

子ども青少年政策課

Ⅰ-1-(4) 34
家庭児童相談事業（再
掲）

18歳までの子どもと家族のさまざまな相談に、専門相談員が
対応し、カウンセリングやプレイセラピーなどを行う。児童
虐待等子どもに関する問題の増加や複雑化等から、体制の充
実及び専門的技術の向上を図る。

相談対応延べ件数　6,833件 ★ ★ ★ 継続推進
引き続き、子どもと家族のさまざまな相談
対応できるよう、専門的技術の向上を図
る。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-1-(4) 35
ひきこもり等子ども・若
者相談支援事業

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターにおいて、おお
むね15歳から39歳までのひきこもり・ニート・不登校等の子
ども・若者やその家族等の相談に応じ、継続して対応方法や
社会的自立に向けた支援を進めるとともに、必要に応じて、
枚方市子ども・若者支援地域協議会と連携し、適切な支援機
関につなげるよう支援を行う。

相談支援延べ件数　3,800件
（うち来所相談：1,759件、電話相談：1,097件、
居場所支援：524件、家族の会：69件、訪問：42件
機関連携：254件、その他　55件）
枚方市子ども・若者支援地域協議会
実務者会議：６回
代表者会議：１回

★ 継続推進

引き続き、ひきこもり等の子ども・若者と
その家族への相談支援を行うとともに、
「枚方市子ども・若者支援地域協議会」の
ネットワークを活用し、適切な支援が届け
られるよう事業を進める。

まるっとこどもセンター
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Ⅰ-1-(4)
追加
R3-3

子ども見守りシステムの
整備・構築（再掲）

個々の子ども自身の情報や、その保護者を含めた周囲の状況
など、各部署がそれぞれ業務システム等で管理している子ど
もに関する情報を集約し活用するため、子ども見守りシステ
ムを構築する。それにより、課題の早期発見・早期対応が可
能となるほか、これまで把握できなかった課題を抱える子ど
もを発見し、その課題が深刻化することがないよう、予防的
支援につなげていく。

令和４年４月より運用を開始し、児童虐待における受理会議
やケース会議等において迅速かつ適切なアセスメントに活用
している。また、蓄積されたデータを予防的支援につなげる
活用方法についても検討を行った。
令和６年４月の「こども家庭センター」の開設に伴い、これ
まで別々であった児童福祉と母子保健業務を１つの組織で運
営していることから、より連携しやすいよう、母子保健で
フォローしているケースを管理できるようにしたり、運用上
必要な帳票出力機能を追加したりした。

★ ★ ★ 継続推進

運用ガイドラインに基づき、情報管理・情
報セキュリティ対策を徹底して運用する。
連携のための指針に基づいた庁内体制につ
いて引き続きより効果的な連携体制への検
証を行うとともに、システムの利用・活用
範囲の拡充について検討する。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-1-(4)
追加
R6-8

子どもの居場所サポート
（メタバース含む）

不登校児童・生徒に対し、子どもたちの社会的自立をめざす
ため、それぞれの要因や背景、状態に応じた多様な支援を
行っている。

民間施設との連携を踏まえた「枚方市子ども居場所サポート
ガイド～不登校支援ガイド～」「不登校児童・生徒を支援す
る民間施設に関するガイドライン」を発信し、多様な不登校
支援について周知した。
公民連携プラットフォームによる居場所づくりやメタバース
空間を活用した不登校支援の試行実施を行った。

★ ★ 拡充

「枚方市子ども居場所サポートガイド～不
登校支援ガイド～」「不登校児童・生徒を
支援する民間施設に関するガイドライン」
を基に民間施設との連携を図り、不登校の
子どもたちの学習機会の保障に努める。ま
た、教育委員会だけではなく、市全体とし
て多様な居場所づくりを行い、「枚方市子
ども居場所サポートガイド～不登校支援ガ
イド～」の記載内容拡充及び周知を行う。
メタバース空間を活用した取組を充実させ
ることで、多様な支援を展開する。

児童生徒課

Ⅰ-1-(5) 36
生徒指導充実事業（再
掲）

携帯電話の使用に関する危険性やルールを子どもたちや保護
者に指導・啓発するとともに、学校や家庭、地域が連携して
情報モラル教育の推進に取り組み、携帯電話使用に伴うトラ
ブルやいじめ、犯罪被害の防止と適切な対処の仕方、よりよ
い人間関係の構築等の指導に努める。また、情報モラル（道
徳）やリテラシー（教養）に対する知識を学ぶための講演会
を消費生活センターと連携して実施し、被害の未然防止に努
める。

令和２年度に策定した家庭でのルール作りや相談窓口等を掲
載した「枚方市小中学校における携帯電話の取扱いに関する
ガイドライン」をもとに、小中学校において情報モラル教育
に取り組んだ。
情報モラル（道徳）やリテラシー（教養）に対する知識を学
ぶための情報リテラシー講演会を、全小中学校の児童・生徒
や教職員、保護者を対象に動画配信による講演形式にて実施
した。受講者数16,472人。

★ ★ 継続推進
引き続き、情報モラルや情報リテラシーに
関する知識を学ぶための取組を実施し、被
害の未然防止に努める。

児童生徒課

Ⅰ-1-(5) 37 青少年の健全育成事業
青少年育成指導員が地域での青少年問題に関する相談活動、
街頭における青少年の指導、啓発・広報活動を行う。

青少年育成指導員を対象に校区代表者会議を10回開催すると
ともに、統一パトロールを３回、少年非行・被害防止街頭啓
発キャンペーンを実施し、それらを通じて相互の情報交換及
び非行防止等の啓発を行った。

★ ★ 継続推進
今後も、各校区の青少年育成指導員と連携
を図り、青少年育成活動を推進する。

子ども青少年政策課

Ⅰ-1-(5) 38
薬物乱用防止教室・非行
防止教室

飲酒や喫煙、シンナー等の薬物乱用や出会い系サイトに係る
被害及び非行について、保健所や警察等の関係機関との連携
による薬物乱用・非行防止のための教室を開催し、予防教育
を推進する。

薬物乱用防止教室　小学校44校、中学校19校
非行防止教室　　　小学校44校、中学校19校

★ ★ 継続推進
薬物乱用・非行防止のための教室をオンラ
イン開催を含めて開催し、予防教育を推進
する。

児童生徒課
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Ⅰ-2-(1) 39
福祉・教育ソーシャル
ワーク事業(再掲)

市立小・中学校における児童・生徒の問題行動等の状況や背
景、置かれている環境に着目して働きかけるため、社会福祉
士または精神保健福祉士の資格を有するスクールソーシャル
ワーカーを学校に配置または派遣し、児童・生徒及び保護者
への支援を学校とともに行う。

見守りが必要な児童・生徒数　　　　428人
継続して支援した児童・生徒数　　　304人
拠点校での活動　　　　　　　　　　1,634回
拠点校以外での巡回や派遣要請　　　424回
12中学校区の拠点校にスクールソーシャルワーカーを計12名
配置。中学校区内の担当校にも巡回訪問や派遣を行った。

★ ★ 拡充

スクールソーシャルワーカーの中学校区に
１名の配置を目指している。様々な課題を
抱える児童・生徒や保護者を支えられるよ
うスクールソーシャルワーカーの継続した
スキルアップを図る。
また、令和７年度はさらに増員し、拠点校
に14名のSSWを配置し、全中学校区配置を目
指して体制強化に努める。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(1) 40
子どもの未来応援コー
ディネーターの配置

子どもの貧困や虐待、不登校などの子どもが抱えるさまざな
課題に対して、小・中学校などからの相談に応じ、福祉等の
支援制度や関係機関へのつなぎなどを行う。

子どもの貧困など、子どもを取り巻くさまざまな課題に対応
するため、「子どもの未来応援コーディネーター」を配置。
学校や子ども食堂等への巡回を通じて生活習慣の乱れ等の環
境にある子どもを早期に発見し、福祉等の支援制度や関係機
関へのつなぎを行った。

★ ★ ★ 継続推進

引き続き、子どもが抱えるさまざな課題に
対して、小・中学校などからの相談に応
じ、福祉等の支援制度や関係機関へのつな
ぎなどを行う。

子ども青少年政策課

Ⅰ-2-(1)
追加
R3-4

子ども見守りシステムの
整備・構築（再掲）

個々の子ども自身の情報や、その保護者を含めた周囲の状況
など、各部署がそれぞれ業務システム等で管理している子ど
もに関する情報を集約し活用するため、子ども見守りシステ
ムを構築する。それにより、課題の早期発見・早期対応が可
能となるほか、これまで把握できなかった課題を抱える子ど
もを発見し、その課題が深刻化することがないよう、予防的
支援につなげていく。

令和４年４月より運用を開始し、児童虐待における受理会議
やケース会議等において迅速かつ適切なアセスメントに活用
している。また、蓄積されたデータを予防的支援につなげる
活用方法についても検討を行った。
令和６年４月の「こども家庭センター」の開設に伴い、これ
まで別々であった児童福祉と母子保健業務を１つの組織で運
営していることから、より連携しやすいよう、母子保健で
フォローしているケースを管理できるようにしたり、運用上
必要な帳票出力機能を追加したりした。

★ ★ ★ 継続推進

運用ガイドラインに基づき、情報管理・情
報セキュリティ対策を徹底して運用する。
連携のための指針に基づいた庁内体制につ
いて引き続きより効果的な連携体制への検
証を行うとともに、システムの利用・活用
範囲の拡充について検討する。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(1)
追加
R4-1

ヤングケアラーがいる世
帯への支援

家庭環境上支援が必要なヤングケアラーがいる世帯に適切な
支援を行う。

家庭環境上支援が必要なヤングケアラーがいる世帯の負担軽
減を図り子どもや当該世帯の自立の促進を目的に、家事援助
等を行う訪問支援員を派遣する「枚方市ヤングケアラー等世
帯訪問支援事業」を実施した。（利用家庭４世帯）
また、ヤングケアラーに関する正しい知識や、当事者・支援
者が求めている支援についての理解を広めるため、教育・福
祉などの関係部局職員向けと、地域包括支援センター職員向
けの研修を実施した。
あわせて市内の私立小中高校、公立高校、専修高校やフリー
スクール等に啓発チラシを配布した。

★ ★ ★ 継続推進

引き続きヤングケアラー等世帯訪問支援事
業を実施する。
また、市職員や関係機関等を対象にした研
修を実施するなど、引き続き、周知啓発を
行い、ヤングケアラーを早期発見し、庁内
外の関係機関と連携し、支援できる体制整
備に取り組む。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(2) 41 食育推進事業

市民一人ひとりが、「食」に関する知識と判断力を身に付
け、健全な食生活を実践することを目的に、「第3次枚方市
食育推進計画」に基づき、関係機関・団体と連携を図りなが
ら、食育の推進に取り組む。

食育に関する意識を高めることを目的とし、食育推進ネット
ワーク会議の意見を踏まえ作成した食育リーフレットを活用
し、事業等において啓発を行った。

★ ★ ★ ★ 継続推進

令和６年３月策定の第４次枚方市食育推進
計画の方針に基づき、食育推進ネットワー
ク会議において、関係機関・団体と連携を
図りながら食育啓発媒体の活用について検
討を行う。

健康づくり課
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Ⅰ-2-(2) 42 健康づくり推進事業
健康づくりボランティア(健康リーダーおよびヘルスメイ
ト）を中心に、生涯学習市民センターなどを活動場所とし、
健康料理教室や健康講座を実施する。

地区組織活動　実施回数 25回　参加者数 907人
自主活動　実施回数　60回　参加者数　1,299人

★ ★ ★ ★ 継続推進 引き続き取り組みを行う。 健康づくり課

Ⅰ-2-(2) 43
母子訪問指導事業（乳児
家庭全戸訪問、養育支援
訪問事業に含む）

家庭訪問により、妊産婦及び乳幼児の保護者の子育てに関す
る相談に応じ、子どもに対する理解を深め、疾病の予防や母
と子どもの健康の保持増進に努める。また、地域で孤立して
いる母親の育児不安の解消などに対して、生活の場である家
庭でよりていねいな個別支援を行うことで、安心して健全な
子育てができるよう支援する。周産期からのハイリスク母子
を確実に把握し、早期より予防的に支援を開始する対策を充
実させるために、医療機関等関係機関との連携を図る。

委託契約をしている助産師が訪問した件数と保健師等が訪問
した延べ件数7,737件、うち乳児家庭全戸訪問実施件数2,428
件。市立ひらかた病院産科との連携により、産婦の入院中に
病棟で保健師が面接を実施（20件）。

★ ★
　

継続推進

引き続き、伴走型相談支援の中で、産婦・
新生児・乳児訪問を実施し、適宜、関係機
関と連携を図りながら、ていねいな個別支
援を行っていく。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(2) 44 母子健康教育事業

妊娠・出産・育児に関する正しい知識を普及することによる
母性父性の育成や保護者同士の仲間づくり、乳幼児の健康の
保持増進を目的に、妊産婦及び乳幼児の保護者やその家族を
対象に保健師・栄養士・歯科衛生士・助産師が健康教育を実
施する。

マタニティスクールは対面式（ぱぱままクラス開催８回参加
延人数306人）とオンデマンド配信の２種類で実施。オンデ
マンド配信型マタニティスクールはYouTubeにて限定配信。
離乳食講習会は、試食は中止とし、簡単な調理体験のみを実
施（36回　延べ380人）。子育て講演会は、「産後の育児と
防災」のテーマ（年２回　延べ16人）と「卒乳」をテーマに
した講演会を開催（年１回　延べ20人）。

★ ★
　

継続推進
子育て世帯が参加しやすいよう、実施方法
について対面式、オンライン、オンデマン
ド配信などの活用を推進する。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(2) 45 母子健康相談事業

妊産婦及び乳幼児の保護者を対象に、子育てや子どもの発育
発達に関する不安や悩みを相談できるよう、保健師、栄養士
などが健康相談を実施する。乳幼児健康相談では、生涯学習
市民センター等身近な地域において身体計測や保健師・栄養
士による保健指導を行う。また、自宅からでも相談ができる
よう妊婦オンライン相談やオンライン栄養相談を実施する。
個別相談において心理相談員が予約制で個別の発達相談を実
施する。

母子電話来所相談744件。
乳幼児健康相談はまるっとこどもセンターと生涯学習市民セ
ンター等６か所で開催（年44回　延べ1,014人）。まるっと
こどもセンターの移転に伴い、北部支所内で予約制育児相談
を開始。相談人数　107人。
妊婦オンライン相談10件、個別相談件数1,300件、母乳相談
人数371人,予約制オンライン栄養相談７件、子どものお口と
食事の相談会65件。

★ ★
　

拡充

乳幼児健康相談について、栄養相談も予約
制を撤廃し、気軽に利用いただけるよう、
体制の充実を図る。また、令和6年度より試
行実施していたオンライン栄養相談につい
て本格的に実施する。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(2) 46 乳幼児健康診査

乳幼児に対して、各時期に健康診査を行うほか、新生児聴覚
検査については費用助成を行い、疾病や障害の早期発見・早
期対応を図り、その保護者に対して子育てに関する相談・保
健指導を行う。また、児童虐待の予防と早期発見に努め、必
要に応じ関係機関との連携を図る。まるっとこどもセンター
での集団健診と府内医療機関での個別健診を実施。健診の未
受診児に対して、再通知や家庭訪問等を実施し、受診率の向
上や未受診児の把握に努める。経過観察の必要な場合は、小
児神経科医や児童精神科医等による二次健診を行う。

①個別健診（新生児聴覚検査、乳児一般健康診査、乳児後期
健康診査）受診者数6,201人②集団健診（４か月児健康診
査、１歳６か月児健康診査、２歳６か月児歯科健康診査、３
歳６か月児健康診査）受診者数9,636人③二次健康診査（健
康診査A、健康診査B）390人

★
　

継続推進

引き続き乳幼児に対して、各時期に健康診
査を実施し、疾病や障害の早期発見・早期
対応を図るとともに、保護者に対し、子育
てに関する相談・保健指導を行う。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(2) 47 育児相談事業
保育所(園)や幼稚園、認定こども園において、地域の子育て
中の保護者からの育児に関する相談に対し、各施設の職員が
相談に応じる。

各施設で育児相談に応じた。相談内容は、しつけ・食事・遊
び等。（公立保育所で419件。私立保育所（園）、認定こど
も園計4,251件）

★
　

継続推進

各保育所（園）や幼稚園、認定こども園に
おいて、地域の子育て中の保護者からの離
乳食相談や遊び方等、育児に関する相談に
対し、各施設の職員が相談に応じており、
これまでの取り組みを継続する。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課
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Ⅰ-2-(2) 48
子どもの居場所づくり
（子ども食堂）推進事業

家で一人で食事をとる等の環境にある子どもに対し「食事の
提供」を通じて居場所づくりに取り組む団体（NPO団体、地
域団体等）に対し、その取り組みに必要な初期経費及び運営
経費について補助金を交付する。

制度拡充の取り組みとして1回につき10,000円の新たな補助
区分を追加し、27団体（30か所）に補助金を交付した。令和
６年度の開催回数は食堂形式による食事の提供や手作り弁当
の配布により522回、１回の開催当たりの子どもの平均参加
人数は約45人となった。また、年に１回の開催でも補助金を
交付する子どもの居場所づくり推進事業（トライアル）補助
金を１団体（１か所）に交付した。
【開催実績】
開催回数：522回（１回の開催当たりの子どもの平均参加人
数約45人）

★ ★ ★ 継続推進

子ども食堂が未実施の小学校校区で新たに
開設されるよう、制度の周知などを働きか
ける。また、各実施団体と地域や小学校等
の関係機関などとの連携のほか、食材の寄
付やボランティアなどの支援について、
コーディネート支援に取り組む。

子ども青少年政策課

Ⅰ-2-(2) 49
心の教室相談員配置事業
（小学校）（再掲）

小学校の相談体制の充実を図るため、「心の教室相談員」を
配置し、児童や保護者の悩みや課題の解決に資する。

年間総派遣回数：1,626回、全相談件数　14,474件 ★
　

継続推進
小学校の相談体制の充実を図るため、「心
の教室相談員」を配置し、児童や保護者の
悩みや課題の解決をめざす。

児童生徒課

Ⅰ-2-(2) 50
スクールカウンセラー配
置事業（小中学校）（再
掲）

小中学校における相談体制の充実を図るため、スクールカウ
ンセラーを配置し、児童生徒や保護者、教職員の悩みや課題
の解決に資する。

全19中学校と６小学校に配置されていたスクールカウンセ
ラーを、全19中学校と全44小学校に拡大配置し、スクールカ
ウンセラーが、児童・生徒、保護者及び教職員からの相談を
積極的に受けた。
相談件数：9,997件

★ ★ 継続推進

小中学校における相談体制の充実を図るた
め、スクールカウンセラーを配置し、児童
生徒や保護者の悩みや課題の解決をめざ
す。

児童生徒課

Ⅰ-2-(2) 51
教育相談事業（支援、一
般、不登校）（再掲）

教育相談員を配置し、保護者や幼児・児童・生徒からの教育
や学校生活上の問題に関する相談を受け、適切なアドバイス
を行う。また、必要に応じて、面談による継続的なカウンセ
リングを実施する。

相談対応延べ件数：1,475件 ★ ★ ★ 継続推進

継続して、教育相談員を配置し、保護者や
幼児・児童・生徒からの教育や学校生活上
の問題に関する相談を受け、適切なアドバ
イスを行う。

児童生徒課

Ⅰ-2-(2) 52
子どもの笑顔守るコール
事業（一般教育相談、い
じめ専用）（再掲）

幼児・児童・生徒が抱える諸問題の解決や早期発見、早期対
応を図るため、総合電話窓口「子どもの笑顔守るコール」
（「いじめ専用ホットライン」と「教育安心ホットライ
ン」）を設置し、電話による教育相談を実施する。

相談対応延べ件数：214件
電話相談実施日数：236日

★ ★ ★ 継続推進
子どもが抱える諸問題の解決や早期発見、
早期対応を図るため、総合電話窓口を設置
し、電話による教育相談を実施する。

児童生徒課

Ⅰ-2-(2) 53
枚方公園青少年センター
青少年相談

青少年相談は、いじめ、不登校、ひきこもり、中途退学、
ニート問題や人間関係等の青少年の悩みや青少年問題全般に
ついて、早期解決に資することを目的に行っている。概ね26
歳までの青少年及びその保護者等を対象として、青少年問題
専門の相談員（児童福祉司、臨床心理士・公認心理師）が月
2回（月曜日）の午後・夜間の時間帯に相談窓口を継続して
実施している（電話相談・面接相談、要予約）。なお、予約
は専用メールでも受け付けている。

相談件数58件（面接相談36件　電話相談22件） ★ ★ 拡充

概ね26歳までの青少年及びその保護者等を
対象としていたが、令和７年度からは概ね
39歳までの青少年及びその保護者等を対象
に拡充する。
青少年相談窓口について、広報紙やチラ
シ、ホームページ、枚方公園青少年セン
ターだよりなどにより周知・案内を図ると
ともに、まるっとこどもセンターのひきこ
もり等の相談窓口とも連携しながら、取り
組みの周知を図る。

子ども青少年政策課
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Ⅰ-2-(2) 54
家庭児童相談事業（再
掲）

18歳までの子どもと家族のさまざまな相談に、専門相談員が
対応し、カウンセリングやプレイセラピーなどを行う。児童
虐待等子どもに関する問題の増加や複雑化等から、体制の充
実及び専門的技術の向上を図る。

相談対応延べ件数　6,833件 ★ ★ ★ 継続推進
引き続き、子どもと家族のさまざまな相談
対応できるよう、専門的技術の向上を図
る。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(2) 55
ひきこもり等子ども・若
者相談支援事業（再掲）

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターにおいて、おお
むね15歳から39歳までのひきこもり・ニート・不登校等の子
ども・若者やその家族等の相談に応じ、継続して対応方法や
社会的自立に向けた支援を進めるとともに、必要に応じて、
枚方市子ども・若者支援地域協議会と連携し、適切な支援機
関につなげるよう支援を行う。

相談支援延べ件数　3,800件
（うち来所相談：1,759件、電話相談：1,097件、
居場所支援：524件、家族の会：69件、訪問：42件
機関連携：254件、その他　55件）
枚方市子ども・若者支援地域協議会
実務者会議：６回
代表者会議：１回

★ 継続推進

引き続き、ひきこもり等の子ども・若者と
その家族への相談支援を行うとともに、
「枚方市子ども・若者支援地域協議会」の
ネットワークを活用し、適切な支援が届け
られるよう事業を進める。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(2)
追加
R5-2

子どものＳＮＳ相談事業

いじめや不登校、虐待など、子どもが抱える課題が複雑・多
様・複合化する中、子ども自らが気軽に相談できるツールの
一つとして、枚方市内の公立小中学校の児童・生徒にひとり
一台配付されているＧＩＧＡスクール端末を利用して相談で
きる体制を構築する。

市立小中学校の児童・生徒に対し、一人一台配付されている
ＧＩＧＡスクール端末を利用して相談できるＳＮＳ相談を実
施。令和６年８月から対象を市内に在住、在学、在勤の18歳
までのすべての子どもへ拡大し、合わせて枚方市内の私立高
校、公立小中高校、専修高校やフリースクール等に周知啓発
を行った。
相談件数　9,161件
相談継続件数　2,851件（相談内容　ともだち　866件、 べ
んきょう　487件、けんこう 379件、かぞく　420件、そのた
699件）

★ ★ 継続推進
身近に相談できる環境のひとつとして引き
続き実施する。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(3) 57 放課後自習教室事業
生徒の学習意欲を高め、学力の向上を図るため、中学校では
全学年を対象とした放課後学習教室を開室する。また、夏季
休業中には夏季集中学習教室を開室する。

生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育むとともに、基礎学
力の向上を図るため、学習機会の確保に向けて、放課後学習
教室ひらスタ（各校27回）及び夏季集中学習教室（各校４
回）を開室した。（登録者数：366人）

★ ★ 継続推進
中学生対象の放課後学習教室ひらスタ及び
夏季集中学習教室を引き続き開室し、生徒
の学習機会等の確保を図っていく。

教育指導課

Ⅰ-2-(3) 58 就学援助制度
経済的理由により就学が困難な児童・生徒及び就学予定者の
保護者に対し、学用品費等負担すべき費用について必要な援
助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図る。

小中学校全児童生徒に対して４月始業式時に申請書を配布。
新小学１年生及び中学１年生には就学通知書に制度の概要を
掲載。小学生3,230人　中学生1,896人認定。
平成29年度からは、小学校就学前の児童に対して入学準備金
を実施。就学時健診の案内に申請書を同封。また電子申請で
の受付も可能とした。434人認定。

★ ★ 継続推進
今後も、経済的理由によって就学が困難な
児童・生徒及び就学予定者の保護者に対し
て必要な援助を行う。

学校支援課

Ⅰ-2-(3) 59
支援学級等就学奨励費制
度

心身に障害のある児童又は生徒の保護者に支援学級等就学奨
励費を支給することにより、当該児童又は生徒の就学の奨励
を図る。

支援学級(通級者を含む)在籍、又は学校教育法施行令第22条
の３に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者に対
して６月に申請書配布。
小学生1,361人、中学生406人認定。

★ ★ 継続推進
今後も、心身に障害のある児童・生徒の保
護者に就学奨励費を支給し、就学の奨励を
図っていく。

学校支援課

Ⅰ-2-(3) 60
枚方市奨学金制度による
修学の支援

経済的理由のため高等学校等への修学が困難な生徒に対し奨
学金を支給することにより、教育の機会均等を図る。

中学校３年生に対して、３月に学校より「枚方市奨学生募集
のしおり」を希望者に配付。４月からは、教育委員会事務局
学校支援課、市役所市民生活政策課、３支所にて、「枚方市
奨学生募集のしおり」を配付し、広報、ホームページにこの
旨の概要を掲載している。給付総人数225人。

★ 継続推進

今後も、経済的理由によって高等学校等へ
の修学が困難な生徒に対し、奨学金を支給
することにより、教育の機会均等を図って
いく。

学校支援課
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Ⅰ-2-(4) 61
生活困窮者自立支援制度
に係る就労の支援

自立相談支援センターの相談支援員がハローワーク常設窓口
の就労支援「ひらかた」と連携した就労支援を実施。
また、一般就労が困難な方にカウンセリングや職場体験など
を通じた日常生活自立・社会的自立の段階的な自立を目的と
した就労準備支援事業を実施。

就労支援「ひらかた」（ハローワークコーナー）常設窓口と
連携し40名の就労が決定した。
また就労準備支援事業については、継続参加者16名、新規参
加者７名について支援を実施した。

★ ★ ★ ★ 継続推進

定期的に開催している当センターの支援調
整会議（支援会議）において、ハローワー
クの就労支援ナビゲーターと情報共有や意
見交換を行い、効果的な就労支援を進めて
いく。
就労準備支援事業については、事業利用対
象者について、事業委託先の相談員と支援
プラン等検討の場を確保し、密接な連携を
図る。また地域若者サポートステーション
事業との連携強化も図る。

健康福祉総合相談課

Ⅰ-2-(4) 62
ひとり親家庭相談支援セ
ンターにおける相談支援
事業

令和3年度から「ひとり親家庭相談支援センター」を開設。
ひとり親家庭等の自立を支援するため、母子・父子自立支援
員を配置し、生活の安定や自立のための各種相談、貸付事務
等を行い、必要に応じて他の支援機関につなげることによ
り、ひとり親家庭等の総合的・包括的な支援を行う。

相談件数：1,512件（69件）
【内訳】
生活一般701件（25件）
経済的支援・生活援護件411件（21件）
母子生活支援施設入所関係217件（７件）
LINE相談183件（16件）
　　　　※（　）内は父子家庭相談

★ ★ ★ ★ 継続推進
引き続き母子家庭の母、父子家庭の父の自
立に向けて、支援制度の案内や他機関への
つなぎを行う。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(4) 63
母子家庭等就業・自立支
援センター事業

ひとり親家庭等の自立を支援するため、個々の家庭の状況、
職業適性、就業経験等に応じ、就業相談や就業支援講習、就
業情報の提供等の就業支援サービスを行うほか、養育費の取
り決め等に関する相談に応じる。

就業支援員による生活相談や仕事の紹介等の就業支援を行っ
た（相談者延べ48人）ほか、パソコン等の就業支援講習会
（受講者延べ８人）等を実施した。また、離婚後の養育費や
面接交流等に関する相談事業を実施した。

★ ★ ★ ★ 継続推進
気軽に就業相談ができるよう電話やまるっ
とこどもセンター内で相談が受けられるよ
う利便性を図っていく。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(4) 64
地域就労支援センター事
業

ひとり親など就労困難者に対し、就労支援コーディネーター
が就職活動に関する相談やパソコン講習会等を実施し、就労
につながる支援を行う。

就職困難者等に対し、延べ382件の就労相談を行った。
また、就労支援のための各種講座として、パソコン講習会、
介護職員初任者研修、フォークリフト運転・テールゲートリ
フター特別教育、医療事務基礎講座を実施した。

★ ★ ★ ★ 継続推進

引き続き、就職困難者等に対し、就労相談
や就労支援のための各種講座を開催すると
ともに、関係機関と連携した就労支援を行
う。

商工振興課

Ⅰ-2-(4) 65
ひとり親家庭自立支援教
育訓練給付金

ひとり親家庭の母又は父の就業・自立に向けて、自立支援教
育訓練給付金制度を実施し、就業面における支援を行う。

雇用保険制度などで指定した講座を受講し、修了した後に受
講料の６割（上限20万円）を給付した。
支給件数：10件

★ ★ ★ ★ 継続推進
引き続き、国の要綱に基づき、取り組みを
継続していく。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(4) 66
ひとり親家庭高等職業訓
練促進給付金

ひとり親家庭の母又は父の就業・自立に向けて、高等職業訓
練促進給付金制度を実施し、就業面における支援を行う。

看護師等の資格を取得するため養成機関で修業した期間（上
限４年）について、給付金を支給し、修了後就職した場合、
修了支援金を給付した。
支給件数：訓練促進給付金　28件
　　　　　修了支援金　　　９件

★ ★ ★ ★ 継続推進
引き続き、国の要綱に基づき、取り組みを
継続していく。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(4) 67

母子訪問指導事業（乳児
家庭全戸訪問、養育支援
訪問事業に含む）（再
掲）

家庭訪問により、妊産婦及び乳幼児の保護者の子育てに関す
る相談に応じ、子どもに対する理解を深め、疾病の予防や母
と子どもの健康の保持増進に努める。また、地域で孤立して
いる母親の育児不安の解消などに対して、生活の場である家
庭でよりていねいな個別支援を行うことで、安心して健全な
子育てができるよう支援する。周産期からのハイリスク母子
を確実に把握し、早期より予防的に支援を開始する対策を充
実させるために、医療機関等関係機関との連携を図る。

委託契約をしている助産師が訪問した件数と保健師等が訪問
した延べ件数7,737件、うち乳児家庭全戸訪問実施件数2,428
件。市立ひらかた病院産科との連携により、産婦の入院中に
病棟で保健師が面接を実施（20件）。

★ ★
　

継続推進

引き続き、伴走型相談支援の中で、産婦・
新生児・乳児訪問を実施し、適宜、関係機
関と連携を図りながら、ていねいな個別支
援を行っていく。

まるっとこどもセンター
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Ⅰ-2-(4) 68
母子健康相談事業（再
掲）

妊産婦及び乳幼児の保護者を対象に、子育てや子どもの発育
発達に関する不安や悩みを相談できるよう、保健師、栄養士
などが健康相談を実施する。乳幼児健康相談では、生涯学習
市民センター等身近な地域において身体計測や保健師・栄養
士による保健指導を行う。また、自宅からでも相談ができる
よう妊婦オンライン相談やオンライン栄養相談を実施する。
個別相談において心理相談員が予約制で個別の発達相談を実
施する。

母子電話来所相談744件。
乳幼児健康相談はまるっとこどもセンターと生涯学習市民セ
ンター等６か所で開催（年44回　延べ1,014人）。まるっと
こどもセンターの移転に伴い、北部支所内で予約制育児相談
を開始。相談人数　107人。
妊婦オンライン相談10件、個別相談件数1,300件、母乳相談
人数371人,予約制オンライン栄養相談7件、子どものお口と
食事の相談会65件。

★ ★
　

拡充

乳幼児健康相談について、栄養相談も予約
制を撤廃し、気軽に利用いただけるよう、
体制の充実を図る。また、令和６年度より
試行実施していたオンライン栄養相談につ
いて本格的に実施する。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(4) 69
家庭児童相談事業（再
掲）

18歳までの子どもと家族のさまざまな相談に、専門相談員が
対応し、カウンセリングやプレイセラピーなどを行う。児童
虐待等子どもに関する問題の増加や複雑化等から、体制の充
実及び専門的技術の向上を図る。

相談対応延べ件数　6,833件 ★ ★ ★ 継続推進
引き続き、子どもと家族のさまざまな相談
対応できるよう、専門的技術の向上を図
る。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(4) 70 育児相談事業（再掲）
保育所(園)や幼稚園、認定こども園において、地域の子育て
中の保護者からの育児に関する相談に対し、各施設の職員が
相談に応じる。

各施設で育児相談に応じた。相談内容は、しつけ・食事・遊
び等。（公立保育所で419件。私立保育所（園）、認定こど
も園計4,251件）

★
　

継続推進

各保育所（園）や幼稚園、認定こども園に
おいて、地域の子育て中の保護者からの離
乳食相談や遊び方等、育児に関する相談に
対し、各施設の職員が相談に応じており、
これまでの取り組みを継続する。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課

Ⅰ-2-(4) 71 こころの健康相談
こころの病気や悩みを抱えている子どもや保護者に対して、
各機関と連携しながら、必要な支援を行う。

令和６年度の相談件数は延べ4,963件、うち訪問については
延べ461件実施。精神疾患の早期発見・早期治療を目的とし
た相談については、受療支援が延べ136件（うち訪問34
件）、精神科医師による診断・判定が延べ49件。また、症状
の再燃や悪化を防ぐための治療継続支援については、延べ
152件の相談を実施。

★ 継続推進

相談者のニーズを整理し、そのニーズに応
じて、必要な関係機関との連携を図り、支
援を行う。リーフレットの配布や市政モニ
ター等でこころの相談窓口の周知を図りな
がら、引き続き支援を継続する。

保健医療課

Ⅰ-2-(4)
追加
R4-2

出産・子育て応援事業

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・育児ができること
を目的とし、国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活
用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる
「伴走型相談支援」と経済的支援として「出産・子育て応援
ギフト」の支給を一体的に実施する。

出産応援ギフト（妊婦１人につき５万円）：2,176件
子育て応援ギフト（子ども１人つき５万円）：2,154件 ★ ★ 終了

「出産・子育て応援事業」は令和7年度より
「伴走型相談支援」が「妊婦等包括相談支
援事業（伴走型相談支援）」として児童福
祉法に、「出産・子育て応援ギフト」が
「妊婦のための支援給付」として子ども・
子育て支援法に位置付けられたことにより
終了となった。引き続き、妊娠届出時面談
や妊娠期アンケート、妊婦オンライン面
談、産後の新生児・乳児訪問等の伴走型相
談支援と経済的支援を効果的に組み合わせ
て実施していく。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(5) 72 児童手当

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会
を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、一定要
件を満たす中学校修了前の児童を対象に手当を支給する。
(令和６年10月以降の支給対象者は、高校生年代までの児童
を養育している方で、所得制限は廃止。)

２月・６月・10月・12月に児童手当（特例給付を含む）を給
付した。
令和６年度の児童手当・特例給付現況届受理件数に対する支
給率は99.9％。
なお令和７年３月末時点の受給者総数は29,940人。

★ ★ ★ 継続推進
期日までに現況届を提出し、適正に児童手
当を受給できるよう、広報・ホームページ
等で周知徹底していく。

医療助成・児童手当課
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Ⅰ-2-(5) 73 児童扶養手当

ひとり親家庭の児童の健全な育成を図り、生活の安定と自立
の促進を図るため、離婚等によるひとり親家庭等で18歳に達
する日以後の最初の３月31日までの間にある者又は20歳未満
で政令で定める程度の障害にある者を監護する母、父又は養
育者に対して支給する。(所得制限あり)

１月・３月・５月・７月・９月・11月に児童扶養手当を給
付。
令和６年度の児童扶養手当現況届受理件数に対する支給率は
87.56％（令和７年３月末現在における現況届受理者3,135人
のうち支給対象者2,745人、所得超過などで全額支給停止と
なっている者390人）。

★ ★ ★ 継続推進
期日までに現況届を提出し、受給者が適正
に児童扶養手当を受給できるよう、広報・
LINE等で周知徹底していく。

医療助成・児童手当課

Ⅰ-2-(5) 74 子ども医療費助成事業
子どもの医療費の一部について助成を行う。15歳年度末まで
の子が対象だったが、令和5年8月受診分より対象年齢を18歳
年度末までに拡大した。

助成件数  777,440件
助成金額  1,779,237,538円

★ ★ ★ 継続推進 現行制度を維持する。 医療助成・児童手当課

Ⅰ-2-(5) 75 未熟児養育医療給付事業
入院治療を必要とする未熟児に対し、入院費の一部を助成す
る。

助成件数：160件
助成金額：18,701,316円

★
　

継続推進 現行制度を維持する。 医療助成・児童手当課

Ⅰ-2-(5) 76
小児慢性特定疾病医療費
助成制度

小児慢性特定疾病で治療が必要な子どもに対し、医療費の一
部を助成する。

令和６年度の申請等受理件数は410件、うち403件について審
査会で認定の可否を審査し、400件を承認した。また、指定
医、指定医療機関の指定申請を受付、指定医７名、指定医療
機関33件を指定した。

助成件数：7,056件
助成金額：145,845,248円

★ ★ ★ 継続推進

引き続き、申請受付から受給者証交付及び
指定までの手続きについて、適正かつ円滑
に進める。また、重症児等支援が必要な
ケースについては、まるっとこどもセン
ターと連携を図り支援につなげていく。

医療助成・児童手当課
保健予防課

Ⅰ-2-(5) 77
ひとり親家庭医療費助成
事業

ひとり親家庭等の父又は母や養育者とその養育する児童に対
して、その児童が18歳に達した日以後における最初の３月31
日までの間、その児童とその親等に関する入通院、訪問看護
等の保険診療に係る自己負担分の一部を助成する。（所得制
限あり）

助成件数：91,955件
助成金額：267,056,978円

★ ★ ★ 継続推進 現行制度を維持する。 医療助成・児童手当課

Ⅰ-2-(5) 78 助産制度
経済的な理由により産院などでの分娩が難しい場合、指定病
院（市内は市立ひらかた病院のみ）での分娩費用を助成す
る。

利用世帯数：37世帯
【内訳】
生活保護世帯：18世帯
非課税世帯：19世帯

★
　

継続推進

制度を必要とする世帯に行き届くよう、保
健センター等関係機関と連携を取りなが
ら、国（厚生労働省）の要綱に基づき、取
り組みを継続していく。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(5) 79 保育料の軽減
多子世帯等への経済的な負担軽減を図るため、国制度に基づ
き、保育所における保育料の軽減策を実施する。

平成30年９月から市独自基準（年齢制限及び所得制限を撤
廃。以下同じ。）での第３子以降の保育料無償化について実
施してきたが、加えて令和２年４月からさらなる子育て世帯
への負担軽減を図るため、市独自基準での第２子以降の保育
料無償化を実施した。

★
　

継続推進
市独自基準での第２子以降の保育料無償化
を引き続き実施していく。

保育幼稚園入園課
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Ⅰ-2-(5) 80 就学援助制度（再掲）
経済的理由により就学が困難な児童・生徒及び就学予定者の
保護者に対し、学用品費等負担すべき費用について必要な援
助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図る。

小中学校全児童生徒に対して４月始業式時に申請書を配布。
新小学１年生及び中学１年生には就学通知書に制度の概要を
掲載。小学生3,230人　中学生1,896人認定。
平成29年度からは、小学校就学前の児童に対して入学準備金
を実施。就学時健診の案内に申請書を同封。また電子申請で
の受付も可能とした。434人認定。

★ ★ 継続推進
今後も、経済的理由によって就学が困難な
児童・生徒及び就学予定者の保護者に対し
て必要な援助を行う。

学校支援課

Ⅰ-2-(5) 81 幼児教育・保育の無償化
幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形
成の基礎を培う幼児教育の充実に向け、３～５歳児（０～２
歳児は住民税非課税世帯）の保育料の無償化を行う。

令和元年10月から始まった国制度に基づく幼児教育・保育の
無償化を引き続き行った。

★
　

継続推進
令和元年10月から始まった国制度に基づく
幼児教育・保育の無償化を引き続き行って
いく。

保育幼稚園入園課

Ⅰ-2-(5) 82

第２子以降の保育料の無
償化及び保育所（園）・
幼稚園等における給食費
（副食費）の補助

平成30年９月から本市独自の第３子以降の保育料無償化を実
施し、令和元年10月からは国における幼児教育・保育の無償
化が実施され、加えて令和２年４月からさらなる子育て世帯
への負担軽減を図るため、第２子以降の保育料無償化を実施
する。それに伴い枚方市独自で無料化する対象児童について
も国の無償化の対象者と同様に副食費を枚方市独自に徴収免
除するため、施設へ副食費相当分を市独自の給付費として支
払う。

平成30年９月から市独自の第３子以降の保育料無償化を実施
し、令和元年10月からは国における幼児教育・保育の無償化
が実施されてきたが、加えて令和２年４月からさらなる子育
て世帯への負担軽減を図るため、市独自基準での第２子以降
の保育料無償化を実施した。これに伴い市独自で無償化する
対象児童についても国の無償化の対象者と同様に副食費を市
独自に徴収免除した。
また、枚方市独自で副食費を無料化する対象児童が在籍する
私立保育所（園）・認定こども園・幼稚園に対し、副食費相
当分を市独自の給付費として支払った。

★
　

継続推進

市独自基準での第２子以降の保育料無償化
を引き続き実施していく。これに伴い市独
自で無償化する対象児童についても国の無
償化の対象者と同様に副食費を市独自に徴
収免除していく。
また、引き続き、市独自の副食費免除分を
適切に支払う。

私立保育幼稚園課
保育幼稚園入園課

Ⅰ-2-(5) 83
生活困窮者自立支援制度
に係る経済的支援

離職ややむを得ない休業等により住居を失った又はそのおそ
れがある方に対して、住居確保給付金支給の支援を実施。

離職ややむを得ない休業等により住居を失った又はそのおそ
れがある方に対して、住居確保給付金の支給決定を10件行っ
た。

★ ★ ★ ★ 継続推進

住居確保給付金の相談を受ける中で、生活
困窮者が抱える様々な課題に対して、一人
ひとりの状況に合った他制度の紹介・案内
等を含めた包括的な支援を行っていく。

健康福祉総合相談課

Ⅰ-2-(5)
追加
R2-6

ぴったりサービスを利用
した電子申請の開始

マイナポータルのぴったりサービスを活用した児童手当業務
及び子ども医療費助成業務の電子申請による受付

児童手当業務の各種申請のうち、住所氏名口座変更、認定請
求、現況届、受給事由消滅書、額改定（増・減）の監護相
当・生計費の負担についての確認書の電子申請を受付けた。
また、令和６年７月より子ども医療費助成業務の各種申請の
うち、医療証の交付手続き及び受給資格にかかる変更手続き
について、電子申請を開始した。

令和６年度受付数
①児童手当
認定請求：受付228件、変更：受付21件、消滅：受付12件、
増額：受付１件、確認書：受付31件

②子ども医療費助成
医療証交付：受付97件、資格変更：受付39件

★ ★ ★ 継続推進
引き続き広報・ホームページ等でぴったり
サービスについて周知していく。

医療助成・児童手当課
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Ⅰ-2-(5)
追加
R3-12

ひとり親家庭養育費確保
サポート事業

子どもの健やかな成長に必要な養育費を確保するために、相
談や手続きのサポート、費用の補助などを行う「ひとり親家
庭養育費確保サポート事業」として、「取り決め支援」と
「受け取り支援」を実施。

取り決め支援　弁護士相談　47件
　　　　　　　公正証書等作成補助　34件
受け取り支援　養育費保証促進補助　２件

★ ★ ★ ★ 継続推進

当事者の合意のもと養育費の取り決めが行
われているが、もしも養育費の受け取りが
滞った場合における「受け取り支援」も含
め、引き続き、子どもの健やかな成長に必
要な養育費を確保するための取り組みを進
める。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(5)
追加
R4-3

出産・子育て応援事業
（再掲）

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・育児ができること
を目的とし、国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活
用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる
「伴走型相談支援」と経済的支援として「出産・子育て応援
ギフト」の支給を一体的に実施する。

出産応援ギフト（妊婦１人につき５万円）：2,176件
子育て応援ギフト（子ども１人つき５万円）：2,154件 ★ ★ 終了

「出産・子育て応援事業」は令和7年度より
「伴走型相談支援」が「妊婦等包括相談支
援事業（伴走型相談支援）」として児童福
祉法に、「出産・子育て応援ギフト」が
「妊婦のための支援給付」として子ども・
子育て支援法に位置付けられたことにより
終了となった。引き続き、妊娠届出時面談
や妊娠期アンケート、妊婦オンライン面
談、産後の新生児・乳児訪問等の伴走型相
談支援と経済的支援を効果的に組み合わせ
て実施していく。

まるっとこどもセンター

Ⅰ-2-(5)
追加
R6-1

支援学級等就学奨励費制
度（再掲）

心身に障害のある児童又は生徒の保護者に支援学級等就学奨
励費を支給することにより、当該児童又は生徒の就学の奨励
を図る。

支援学級(通級者を含む)在籍、又は学校教育法施行令第22条
の３に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者に対
して６月に申請書配布。
小学生1,315人　中学生424人認定。

★ ★ 継続推進
今後も、心身に障害のある児童・生徒の保
護者に就学奨励費を支給し、就学の奨励を
図っていく。

学校支援課

Ⅰ-2-(5)
追加
R6-2

枚方市奨学金制度による
修学の支援（再掲）

経済的理由のため高等学校等への修学が困難な生徒に対し奨
学金を支給することにより、教育の機会均等を図る。

中学校３年生に対して、３月に学校より「枚方市奨学生募集
のしおり」を希望者に配付。４月からは、教育委員会教育支
援室、市役所市民室、３支所にて、「枚方市奨学生募集のし
おり」を配付し、広報、ホームページにこの旨の概要を掲載
している。給付総人数217人。

★ 継続推進

今後も、経済的理由によって高等学校等へ
の修学が困難な生徒に対し、奨学金を支給
することにより、教育の機会均等を図って
いく。

学校支援課

Ⅱ-3-(1) 84
保育所（園）や幼稚園の
老朽化対策

私立保育所(園)については、建替え又は大規模修繕の支援を
行う。公立保育所については、「公立保育所リニューアルに
おける基本的な考え方」に基づくリニューアルの実施や、
「枚方市市有建築物保全計画」に基づき計画的に工事を行
う。市立幼稚園については、「枚方市市有建築物保全計画」
に基づき計画的に工事を行う。

公立保育所については、市有建築物保全計画に基づき、藤田
川保育所、禁野保育所、香里団地保育所の建具等改修の設計
を実施した。また、楠葉野保育所の施錠門扉等の設置工事を
実施したほか、渚西臨時保育室の玄関ホール、調理室等の内
装改修の設計を実施した。

★
　

継続推進

私立保育所（園）等について、老朽化した
施設の大規模修繕等の支援手法について検
討する。
公立保育所及び幼稚園については、枚方市
市有建築物保全計画等に基づき計画的に更
新・改修等の工事を行っており、今後もこ
の取り組みを継続する。また、地震や台風
等の災害対策として、フェンス等の設置や
屋根の改修等を実施し、安全安心に園児が
過ごせるよう保育環境の整備を行う。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課
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Ⅱ-3-(1) 85
幼保連携による公立施設
の運営・配置の再構築

公立保育所・幼稚園の運営・配置のあり方について、少子化
や保育需要の動向を見極めながら、幼保一体的な視点を持っ
て、効果的・効率的な再構築を検討する。

「就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン」及び「行
財政改革プラン2020」に基づき、令和６年４月に桜丘北保育
所の民営化を行い、令和７年３月末から新園舎での保育を開
始した。

★
　

継続推進

「就学前の教育・保育施設に係るひらかた
プラン」における後期プランに基づき、今
後の保育需要の減少傾向が明らかになった
際に、公立施設の整理・集約を検討する。

子ども青少年政策課
私立保育幼稚園課

Ⅱ-3-(1) 86
公立就学前施設の民営化
事業

公立の就学前施設について、効果的・効率的に子ども・子育
て支援を充実するための財源確保等を図るため、幼保一体的
な視点を持ちながら、民営化に取り組む。

「就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン」及び「行
財政改革プラン2020」に基づき、令和６年４月に桜丘北保育
所の民営化を行い、令和７年３月末から新園舎での保育を開
始した。

★
　

継続推進

「就学前の教育・保育施設に係るひらかた
プラン」における後期プランに基づき、今
後の保育需要の減少傾向が明らかになった
際に、公立施設の整理・集約を検討する。

子ども青少年政策課
私立保育幼稚園課

Ⅱ-3-(1) 87
幼稚園教職員研修・研究
実践

市立幼稚園において、幼児教育の課題解決に向けた研究、実
践を行い、研究成果と課題を明確にするとともに、公私立幼
稚園・保育所(園)の教職員がともに研修する機会を持つ。

各園の研究課題を基に園毎に園内研修で研究保育や研究協
議、また、有識者による講演・演習を実施した。公開時に
は、公立幼小中に案内すると共に、域内の就学前児童施設に
も案内し、ともに研修をする機会を確保した。また、研究過
程や事例、研究の成果と課題を研究冊子にまとめた。特に研
究指定園の研究発表では域内のみならず、市内就学前児童施
設や小学校にも案内することで、架け橋期における発達や課
題、カリキュラム作成に向けた情報の共有を図ることができ
た。
また、全ての公立就学前児童施設職員及び私立就学前児童施
設職員（希望者）を対象にキャリア別の合同研修を３回実施
し、窓口担当連携担当者連絡会と共催した研修を実施するこ
とで立場を超えた意見交流をすることができた。

★
　

継続推進

「幼児教育推進体制等を活用した幼保小の
架け橋プログラム促進事業」に基づき、令
和６年度に作成した校区版架け橋コンパス
を手掛かりとした初任期・中堅期・管理職
職員の研修を実施する。
また、モデルの全公立幼稚園が年に2回保育
を公開、施設類型を超えた職員と協議をす
ることを通して、架け橋プログラムの成果
や課題を整理、発信し幼児教育の質の向上
を図っていく。

公立保育幼稚園課
教育指導課
教育研修課

Ⅱ-3-(1) 88
公私立保育所（園）合同
研修会の推進

公立・私立保育所（園）等において、枚方市全体の保育の質
向上を図るため、合同での研修会を行う。小規模保育施設、
幼稚園教諭等との交流の機会を設け、共有化を図る。

就学前人権研修120人、障害児研修258人、保健研修54人な
ど、各研修において公私立保育所（園）等の保育士等の参加
があった。
アレルギー研修及び障がい児研修等を実施し、公立・私立保
育所（園）等から579人の保育士等の参加があった。

★
　

継続推進

公立・私立保育所（園）等において、合同
での研修を行うことで、枚方市全体の保育
の質の向上を図る。また、小規模保育施
設、幼稚園教諭等との交流の機会を設け、
共有化を図る。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課

Ⅱ-3-(2) 89
保育所（園）・幼稚園・
認定こども園・小学校交
流会、合同研究会

幼児が小学校生活に期待が持てるように、就学前に小学校の
授業や給食体験を通じて小学生との交流の機会を持つ。ま
た、幼児・児童の実態、教育内容や指導方法についての相互
理解を深めるために、合同研修会等、保育士・保育教諭(認
定こども園)・教諭等間の交流の機会を設ける。

保育所（園）・幼稚園等の就学前施設において、小学校生活
への滑らかな接続を目指して、学校の授業や給食の体験、小
学生や教職員との交流など、期待をもって就学できるように
努めた。
また、市が実施する研究会や研修会については、保育所
（園）・幼稚園等の就学前施設へ情報提供を行い、交流の機
会を設けた。

★ ★
　

継続推進

保育所（園）・幼稚園等の就学前施設にお
いて、小学校生活への滑らかな接続を目指
して、学校の授業や給食の体験、小学生や
教職員との交流ができる小学校数を増や
す。
また、市が実施する研究会や研修会につい
ても、保育所（園）・幼稚園等の就学前施
設へ情報提供を行い、交流の機会を提供す
る。

公立保育幼稚園課
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Ⅱ-3-(2)
追加
R4-4

幼保小の架け橋プログラ
ムに関する調査研究事業

文部科学省が実施する調査研究事業「幼保小架け橋プログラ
ム事業」に実施モデル地域として採択されたことを受け、い
わゆる「小1プロブレム」などへの対応のため、幼保小それ
ぞれの関係者が直接交流する機会をつくるなど連携の強化に
取り組んできた実績を踏まえ、実践的カリキュラムの開発に
向けた研究に取り組む。

学期に１回の幼保こ小連携担当者連絡会で「地域で育みたい
資質・能力」をもとに架け橋期のカリキュラム表「校区版架
け橋コンパス」を全校区にて作成した。それを活用しなが
ら、生活科を軸とした幼小交流活動を考えたり、実践した内
容を校区版架け橋コンパスに落とし込むなど、各校区の幼保
こ小連携の推進に取り組んだ。

★ ★ 継続推進

令和４年度から構築してきた連携体制を今
後も維持していくため、幼保こ小連携は引
き続き推進する。令和７年度は令和６年度
に作成した「校区版架け橋コンパス」を検
証する段階とし、「地域で育みたい資質・
能力」をさらに伸ばしていける内容へとブ
ラッシュアップしていくために、年３回の
担当者連絡会を実施していく。また、各校
区の幼小交流活動の活性化を図るために、
架け橋コーディネーターを含む各課担当事
務局が各校区の取り組みを集約し、必要に
応じて伴走支援を行っていく。

公立保育幼稚園課
私立保育幼稚園課

児童生徒課
教育研修課
教育指導課

Ⅱ-3-(3) 90
乳幼児と思春期の子ども
達の交流の推進

中学校の体験学習や高校生ボランティアの受け入れなど、保
育所(園)等の乳幼児と中学生・高校生の交流を通じて、保育
所(園)等の役割や小さい子どもへの関わり方を学べる機会を
設定し、次代を担う親としての意識形成を図る。

３施設が近隣の中学校や高等学校との交流の取り組みを行っ
た。また、２施設が職業講話として中学校に訪問した。

★ ★ 継続推進

中学生の職場体験、高校生のボランティア
体験を通して、子どもへのかかわり方や成
長過程を学び、保育所の役割を理解しても
らう機会を提供する。

公立保育幼稚園課

Ⅱ-3-(3) 91 キャリア教育の実施
教育活動全体を通して学ぶことの意義や働くことの意義を理
解し、生徒が主体的に進路を選択決定する態度や意思、意欲
などを培うキャリア教育を系統的に実施する。

地域や社会と協働した探究的な学習として、わくどきSDGｓ
への参加校はアイデアミーティングに参加し、地域の企業と
連携を取って学習を実施。
職業インタビューや職業に関する探求学習、企業とのオンラ
インでの交流や、キャリアアッププロジェクト（SDGｓをナ
ビゲーションとする総合的な学習）等を実施する学校があっ
た。

★ 継続推進

キャリア教育を充実し、地域や社会と協働
した探究的な学習として、わくわくどきど
きどきSDGｓに参加したり、枚方市でもキャ
リアアッププロジェクトを実施しながら直
接働く人と接する職場体験学習だけでなく
多面的な取り組みを実施しながら検討して
いく。

支援教育課

Ⅱ-3-(3) 92
あいさつ活動及び読書活
動の推進

大阪府「こころの再生」府民運動と連携し、PTAや地域とと
もに「あいさつ運動」など府民運動の趣旨を踏まえた取り組
みを実施する。また、中学校区に学校司書を1名配置し、児
童・生徒の読書活動の充実を図る。

大阪府「こころの再生」府民運動と連携し、PTAや地域とと
もに「あいさつ運動」など府民運動の趣旨を踏まえた取り組
みを実施した。
学校司書配置は、中学校19校に加え、小学校20校に学校司書
(合計25名)を配置し、子どもたちの読書習慣の確立や情報活
用能力の育成を図った。

★ ★ 拡充

「こころの再生」府民運動の趣旨に則した
心の育成やあいさつ運動の取り組みについ
て、道徳科その他の教育活動を通じて推進
していく。
また、令和７年度は、学校司書配置を小学
校を中心とした配置に移行をした。今後
も、学校司書の全校への配置を順次推進す
ることで、読書活動の充実を図る。

教育指導課

Ⅱ-3-(3) 93
スクールカウンセラー配
置事業（小中学校）（再
掲）

小中学校における相談体制の充実を図るため、スクールカウ
ンセラーを配置し、児童生徒や保護者、教職員の悩みや課題
の解決に資する。

全19中学校と６小学校に配置されていたスクールカウンセ
ラーを、全19中学校と全44小学校に拡大配置し、スクールカ
ウンセラーが、児童・生徒、保護者及び教職員からの相談を
積極的に受けた。
相談件数：9,997件

★ ★ 継続推進

小中学校における相談体制の充実を図るた
め、スクールカウンセラーを配置し、児童
生徒や保護者の悩みや課題の解決をめざ
す。

児童生徒課
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Ⅱ-3-(3) 94
心の教室相談員配置事業
（小学校）（再掲）

小学校の相談体制の充実を図るため、「心の教室相談員」を
配置し、児童や保護者の悩みや課題の解決に資する。

年間総派遣回数：1,626回、全相談件数　14,474件 ★
　

継続推進
小学校の相談体制の充実を図るため、「心
の教室相談員」を配置し、児童や保護者の
悩みや課題の解決をめざす。

児童生徒課

Ⅱ-3-(3) 95
子どもの笑顔守るコール
事業（一般教育相談、い
じめ専用）（再掲）

幼児・児童・生徒が抱える諸問題の解決や早期発見、早期対
応を図るため、総合電話窓口「子どもの笑顔守るコール」
（「いじめ専用ホットライン」と「教育安心ホットライ
ン」）を設置し、電話による教育相談を実施する。

相談対応延べ件数：214件
電話相談実施日数：236日

★ ★ ★ 継続推進
子どもが抱える諸問題の解決や早期発見、
早期対応を図るため、総合電話窓口を設置
し、電話による教育相談を実施する。

児童生徒課

Ⅱ-3-(4) 96 学校ＩＣＴ機器等の整備

児童・生徒に１人１台のタブレット型コンピュータを配備
し、授業において活用することにより児童・生徒の学習への
興味・関心を高めたり、プレゼン資料等を作成するなど、学
びのツールとして活用する。また、ＩＣＴ機器を活用した教
育の充実を図るため、全小・中学校の授業用コンピュータ機
器等の維持・管理を行うとともに、教員の授業におけるＩＣ
Ｔ活用を推進する人的サポートや、周辺機器の環境整備を行
う。

令和２年度に配備した１人１台端末が令和7年度に更新時期
を迎えるにあたり、意見聴取会や専門的な知見を有する有識
者を置き、本市の教育理念を達成するのに１人１台端末に装
備すべき機能及び周辺環境について議論を重ねた。

★ ★ 継続推進

子どもたちの教育に支障がないよう令和７
年度に１人１台端末を円滑に更新し、引き
続き１人１台端末を活用した個別最適な学
びを推進する。今後もICT支援員等の人的サ
ポートを含め学校ICT環境の整備を計画的に
行っていく。

教育研修課

Ⅱ-3-(4) 97
放課後自習教室事業（再
掲）

生徒の学習意欲を高め、学力の向上を図るため、中学校では
全学年を対象とした放課後学習教室を開室する。また、夏季
休業中には夏季集中学習教室を開室する。

生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育むとともに、基礎学
力の向上を図るため、学習機会の確保に向けて、放課後学習
教室ひらスタ（各校27回）及び夏季集中学習教室（各校４
回）を開室した。（登録者数：366人）

★ ★ 継続推進
中学生対象の放課後学習教室ひらスタ及び
夏季集中学習教室を引き続き開室し、生徒
の学習機会等の確保を図っていく。

教育指導課

Ⅱ-3-(4) 98 家庭教育支援事業

家庭は子どもの人格形成にとって大きな影響を及ぼすため、
親のあり方や子育てについての講座開催、子育て中の親同士
や先輩の親との交流が促進される講座などを開催し、家庭教
育を支援する。

①親子で参加講座「みんなはミライのために！ミライはみん
なのために！～子どもと大人のSDGｓ学習ゲーム『Get The
Point』で考えよう～」（参加者９組18名）
②思春期セミナー「思春期・反抗期の子どもとのつき合い方
～自己肯定感を育てる７つの関わり～」（参加者46名）
③子育て応援！親学び講座（出前講座）（参加者５名）
④教育講演会「～すこやかに生きる～『一緒に成長！ビリマ
マがビリママになるまで』」（枚方市PTA協議会との共催事
業）（参加者164名）
⑤子育て応援！親学び講座「いざという時に役に立つ乳幼児
向け応急手当講座＆子育て座談会」（参加者14名）
⑥親を考えるセミナー「哲学者と考える『生きる力』～子ど
も哲学のススメ～」（参加者116名）
⑦親子で参加講座「おやこで挑戦！紙ひこうき作り～どれだ
け飛ばせるかな？～」（参加者18組37名）

★ ★ ★ ★ 継続推進

乳幼児期、思春期など子育ての様々なス
テージの悩み等に応じた講座を開催し、自
分の子育てを振り返る機会を提供する。な
お、講座によっては参加率が低いものもあ
り、必要な人に必要な情報を届けられるよ
うさらなる広報活動に努める。

教育政策課
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Ⅱ-3-(4) 99
コミュニティ・スクール
推進事業

各小学校において、学校運営への必要な支援に関して協議
し、その実施に向け、保護者及び地域住民等の参画促進や連
携強化を図ることにより「地域とともにある学校づくり」を
推進する。

地域の実情に応じた特色ある学校づくりなど、地域とともに
ある学校園づくりに向けて、全小学校（44校）をコミュニ
ティ・スクールとした。

★
　

継続推進

小学校管理職や教職員、学校運営協議会委
員を対象にした研修会の実施等、地域とと
もにある学校園づくりに向けて取り組みを
進めていく。

教育指導課

Ⅱ-3-(4) 100 学校教育自己診断
各小・中学校及び幼稚園において、教育活動や学校園運営の
状況について、学校教育自己診断を行い、その結果を学校教
育改善のために役立てる。

学校園の教育計画の達成度を診断票（診断基準）に基づいて
点検・評価し、学校教育の改善のための方策を保護者や地域
に明らかにする「学校教育自己診断」を実施した。

★ ★ ★ 継続推進

学校教育自己診断の結果等を踏まえた「学
校評価」を軸としたPDCAサイクルに基づく
学校園経営を推進していくために、必要な
助言等を行っていく。

教育指導課

Ⅱ-3-(4) 101 「性」に関する学習
各学校の保健の授業等において、子どもの発達段階に応じ、
保護者の理解を得ながら学習を進めていく。

児童・生徒の発達段階に応じて、小学校「体育」・中学校
「保健体育」の時間を中心に学習を実施した。

★ ★ 継続推進
各学校の保健及び保健体育の授業を中心
に、子どもの発達段階及び、実情に応じた
学習を進めていく。

教育指導課

Ⅱ-3-(4) 102
薬物乱用防止教室・非行
防止教室（再掲）

飲酒や喫煙、シンナー等の薬物乱用や出会い系サイトに係る
被害及び非行について、保健所や警察等の関係機関との連携
による薬物乱用・非行防止のための教室を開催し、予防教育
を推進する。

薬物乱用防止教室　小学校44校、中学校19校
非行防止教室　　　小学校44校、中学校19校

★ ★ 継続推進
薬物乱用・非行防止のための教室をオンラ
イン開催を含めて開催し、予防教育を推進
する。

児童生徒課

Ⅱ-3-(4)
追加
R2-7

体力向上の取り組みの推
進

全児童・生徒の体力テストの結果を各校で分析し、体力向上
推進計画を作成・実践するとともに、大学と連携して、授業
改善をはじめ、体力向上に取り組む。

研究指定小学校において大阪体育大学と連携して当該校児童
の特性を踏まえた体力向上に係る授業研究を実施した。研究
成果を発信し、各校において効果的な体育授業の構築に向け
た取り組みを進めた。

★ ★ 継続推進
各校の児童・生徒の特性を踏まえた体力向
上に向けた効率的な体育授業の構築に向け
て研究を進めていく。

教育指導課

Ⅱ-3-(5) 103 食育推進事業（再掲）

市民一人ひとりが、「食」に関する知識と判断力を身に付
け、健全な食生活を実践することを目的に、「第３次枚方市
食育推進計画」に基づき、関係機関・団体と連携を図りなが
ら、食育の推進に取り組む。

食育に関する意識を高めることを目的とし、食育推進ネット
ワーク会議の意見を踏まえ作成した食育リーフレットを活用
し、事業等において啓発を行った。

★ ★ ★ ★ 継続推進

令和６年３月策定の第４次枚方市食育推進
計画の方針に基づき、食育推進ネットワー
ク会議において、関係機関・団体と連携を
図りながら食育啓発媒体の活用について検
討を行う。

健康づくり課

Ⅱ-3-(5) 104
ひらかた食育カーニバル
の開催

食育を推進する関係機関・団体が連携し、食育について広く
啓発を行うことにより、市民の食育への関心を高めることを
目的に開催。

【参加型イベント及びオンラインのハイブリッド開催】
令和７年２月１日～２月28日
（令和７年１月19日より特設サイトプレオープン）
期間限定の特設サイトを設け、各団体が作成したコンテンツ
を掲載する他、市内各所にて様々な参加型イベントを実施。

参加型イベント参加者　　 2,823人
サイト閲覧者数（実人数） 1,036人
サイト閲覧数　　　       4,303回

★ ★ ★ ★ 継続推進

食育の推進を目的に、引き続き、市民が楽
しく体験しながら学べるよう、ひらかた食
育カーニバル実行委員会において開催内容
を検討し、関係団体と連携し、開催する。
令和７年度より、通年実施予定。

健康づくり課
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Ⅱ-3-(5) 105
健康づくり推進事業（再
掲）

健康づくりボランティア(健康リーダーおよびヘルスメイ
ト）を中心に、生涯学習市民センターなどを活動場所とし、
健康料理教室や健康講座を実施する。

地区組織活動　実施回数 25回　参加者数 907人
自主活動　実施回数　60回　参加者数　1,299人

★ ★ ★ ★ 継続推進 引き続き取り組みを行う。 健康づくり課

Ⅱ-3-(5) 106
母子健康教育事業（再
掲）

妊娠・出産・育児に関する正しい知識を普及することによる
母性父性の育成や保護者同士の仲間づくり、乳幼児の健康の
保持増進を目的に、妊産婦及び乳幼児の保護者やその家族を
対象に保健師・栄養士・歯科衛生士・助産師が健康教育を実
施する。

マタニティスクールは対面式（ぱぱままクラス開催８回参加
延人数306人）とオンデマンド配信の２種類で実施。オンデ
マンド配信型マタニティスクールはYouTubeにて限定配信。
離乳食講習会は、試食は中止とし、簡単な調理体験のみを実
施（36回　延べ380人）。子育て講演会は、「産後の育児と
防災」のテーマ（年２回　延べ16人）と「卒乳」をテーマに
した講演会を開催（年１回　延べ20人）。

★ ★
　

継続推進
子育て世帯が参加しやすいよう、実施方法
について対面式、オンライン、オンデマン
ド配信などの活用を推進する。

まるっとこどもセンター

Ⅱ-3-(5) 107
母子健康相談事業（再
掲）

妊産婦及び乳幼児の保護者を対象に、子育てや子どもの発育
発達に関する不安や悩みを相談できるよう、保健師、栄養士
などが健康相談を実施する。乳幼児健康相談では、生涯学習
市民センター等身近な地域において身体計測や保健師・栄養
士による保健指導を行う。また、自宅からでも相談ができる
よう妊婦オンライン相談やオンライン栄養相談を実施する。
個別相談において心理相談員が予約制で個別の発達相談を実
施する。

母子電話来所相談744件。
乳幼児健康相談はまるっとこどもセンターと生涯学習市民セ
ンター等６か所で開催（年44回　延べ1,014人）。まるっと
こどもセンターの移転に伴い、北部支所内で予約制育児相談
を開始。相談人数　107人。
妊婦オンライン相談10件、個別相談件数1,300件、母乳相談
人数371人,予約制オンライン栄養相談７件、子どものお口と
食事の相談会65件。

★ ★
　

拡充

乳幼児健康相談について、栄養相談も予約
制を撤廃し、気軽に利用いただけるよう、
体制の充実を図る。また、令和６年度より
試行実施していたオンライン栄養相談につ
いて本格的に実施する。

まるっとこどもセンター

Ⅱ-3-(5) 108

母子訪問指導事業（乳児
家庭全戸訪問、養育支援
訪問事業に含む）（再
掲）

家庭訪問により、妊産婦及び乳幼児の保護者の子育てに関す
る相談に応じ、子どもに対する理解を深め、疾病の予防や母
と子どもの健康の保持増進に努める。また、地域で孤立して
いる母親の育児不安の解消などに対して、生活の場である家
庭でよりていねいな個別支援を行うことで、安心して健全な
子育てができるよう支援する。周産期からのハイリスク母子
を確実に把握し、早期より予防的に支援を開始する対策を充
実させるために、医療機関等関係機関との連携を図る。

委託契約をしている助産師が訪問した件数と保健師等が訪問
した延べ件数7,737件、うち乳児家庭全戸訪問実施件数2,428
件。市立ひらかた病院産科との連携により、産婦の入院中に
病棟で保健師が面接を実施（20件）。

★ ★
　

継続推進

引き続き、伴走型相談支援の中で、産婦・
新生児・乳児訪問を実施し、適宜、関係機
関と連携を図りながら、ていねいな個別支
援を行っていく。

まるっとこどもセンター

Ⅱ-3-(5) 109
公私立保育所（園）等・
幼稚園における食育の推
進

公私立保育所(園)における食育の推進を図り、入所児童や保
護者、保育士等の「食」に対する意識を高める。

公立保育所・幼稚園については、各施設の菜園の収穫物を用
いたクッキング等に取り組んだ。食育カーニバルへは、各施
設の食育の取組みの展示や、公立保育所の給食の人気メ
ニューの作り方を紹介する動画の掲載オンラインで参加をし
た。また、保護者向けに給食の展示やお便り・壁新聞等工夫
して啓発活動に取り組んだ。

★
　

継続推進

食育カーニバルへの参加と各施設での菜園
活動を通じた食育への取組みを継続すると
ともに、保護者向けには、給食の展示やお
便り・壁新聞等の啓発活動に引き続き取り
組む。

公立保育幼稚園課

Ⅱ-3-(5) 110 学校給食充実事業
老朽化が進む小学校給食調理場の計画的な更新整備と全員給
食による中学給食の充実に向け取り組む。

小学校給食調理場の更新整備である樟葉西小学校給食調理場
の改修工事については、計画どおり改修工事を完了し、令和
６年２学期から運用を開始した。また、２学期から市立小学
校の給食費無償化を実施した。
中学校の全員給食に向けては、令和５年12月に決定した施設
整備手法等の方針に基づき、新給食センターの整備をPFI方
式で実施するにあたり、アドバイザリー委託において、事業
者の公募を実施した。

★ ★ 拡充

「学校給食施設整備に関する方針」に基づ
き、関係部署と調整を図りながら、計画的
に調理場の更新・整備等を実施していく。
中学校給食については、ＰＦＩ方式におけ
る新たな給食センター整備に向けた事業者
の公募・選定を行い、本市が目指す中学校
全員給食に向け、取り組みを進めていく。

おいしい給食課
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Ⅱ-3-(6) 111
障害児等関係機関連絡会
議

障害児及び健診等でフォローが必要とされた児童等並びにそ
の家族が抱えるさまざまな問題の早期解決と、障害児等が地
域でいきいきと生活できる環境づくりの推進のため、関係機
関それぞれが効果的な施策の推進を目的として、「枚方市障
害児等関係機関連絡会議」を定期的に開催する。

代表者会議を１回、実務者会議を５回、事務局会議を６回、
支援機関向け研修を１回実施した。

★ ★ ★ 継続推進

引き続き、障害児及びその家族が抱える
様々な問題に対し、福祉・保健・教育を担
当する機関が連携し、家庭生活、社会生活
の安定のため、各支援機関につなげてい
く。

ひらかた子ども発達支援センター

Ⅱ-3-(6) 112
医療的ケア児等支援連絡
会議

枚方市における人工呼吸器を装着している障害児や、その他
の日常生活を営むため医療依存度の高い状態にある障害児等
とその家族（医療的ケア児等）を地域で支えられるようにす
るため、医療・保健・教育・保育・福祉を担当する各機関
が、地域の課題や対策について意見交換や情報共有を図り、
効果的に施策の推進を図る。

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の
施行及び取組状況を議題として、令和７年１月に会議を開催
し、関係機関との意見交換、情報共有を行った。なお、個別
のケース対応については、適宜各機関と連携しながら、支援
を実施した。

★ ★ ★ 継続推進
各機関が地域の課題や対策について意見交
換や情報共有を図り、効果的に施策の推進
を図る。

障害支援課

Ⅱ-3-(6) 113 障害児保育
公私立保育所（園）等において、障害児と健常児の統合保育
を実施する。

障害児保育調整会議を年３回開催し、障害児保育制度の継続
の可否について２人、特例加配制度の対象について59人の審
査を行い対象者の決定を行った。公私立保育所（園）等で
220人(令和７年３月末)の障害児の受け入れがあり、統合保
育を推進した。

★
　

継続推進
引き続き、障害児の受け入れを実施すると
ともに、公私立保育所(園)等における統合
保育を推進していく。

ひらかた子ども発達支援センター

Ⅱ-3-(6) 114
障害児保育にかかる保育
所巡回相談・保育相談・
保育所等訪問支援

障害のある子ども等に対する保育の充実を図るため、公私立
保育所(園)に出向いて巡回相談、保育相談を行い、保育士や
保護者への支援を行う。

公立保育所・幼稚園を対象とした巡回相談を延べ304件（内
幼稚園100件）、私立保育所・幼稚園及び認定こども園を対
象とした保育相談を延べ1,104件（内幼稚園65件）実施し
た。また、ひらかた子ども発達支援センターの在籍児童等の
発達相談を延べ192件実施した。さらに、保育所等訪問支援
を延べ６回実施した。

★
　

継続推進
引き続き、障害のある子どもや配慮の必要
な子どものより良い発達等の支援を行って
いく。

ひらかた子ども発達支援センター

Ⅱ-3-(6) 115
支援教育学校園支援事業
（幼稚園巡回相談等）

発達障害等に関する専門的な知識・技能を持つ専門家を学校
に派遣し、教育的な支援を必要とする児童生徒への指導につ
いて、教職員に直接指導・助言する。また、幼稚園に専門家
を派遣する巡回相談を実施し、教職員へ指導・助言を行い支
援教育の充実を図るとともに、保護者からの相談に応じ、幼
稚園と家庭との連携を図る。

専門家の派遣回数
  幼稚園　　         375回
　小中学校専門家派遣　20回
　理学療法士        　88回
　リーディングチーム　11回

★ ★ ★ 継続推進

巡回相談員の専門性を活かし、就学の際に
幼児の育ちがスムーズに引き継がれるよ
う、小学校との連携等について園や保護者
がアドバイスを受ける機会を引き続き提供
する。また、私立幼稚園、認定こども園か
らの派遣依頼にも応えられるよう今後も回
数の増加を検討していく。
発達障害等に関する専門家を学校園に派遣
し、専門的な知識や技能について助言・支
援を行う。

公立保育幼稚園課
支援教育課
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Ⅱ-3-(6) 116
幼・小・中学校における
支援教育

教職員が障害のある幼児・児童・生徒への理解を深めるとと
もに、保護者の意向を受け止め、十分な配慮のもとに、支援
教育コーディネーター教員を中心とした全校的な支援体制を
確立する。また、教職員の専門的知識や指導力の向上に努
め、個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成して、個
に応じた指導を充実させる。

支援教育コーディネーターを中心とした校内委員会を設置
し、個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成して、個
に応じた指導を実施した。
幼稚園においては、令和2年度より新たに配置された支援教
育担当（任期付講師）がコーディネーターとしての役割を担
い、個別の教育支援計画の作成等を行った。また小集団活動
を行い、一人ひとりの発達に応じた活動、興味・関心に寄り
添った活動を取り入れていくことで、個別最適な学びへとつ
なげていった。

★ ★ ★ 継続推進

継続して、個に応じた支援教育を推進す
る。
幼稚園においては、支援教育コーディネー
ターが中心となり、支援を必要とする幼児
の個別の教育支援計画を作成するととも
に、家庭との連携や職員間の情報共有に努
め、園全体で幼児のより良い育ちを目指
す。また、公立幼稚園の支援コーディネー
ター情報交換会を定期的に行うことで、新
たな取組や手立て等の情報共有を図る。

公立保育幼稚園課
支援教育課

Ⅱ-3-(6) 117 障害児の地域療育
市立ひらかた子ども発達支援センターが持っている施設機能
を生かし、障害のある子どもと親の不安や悩みを軽減するた
めの療育相談や機能訓練などを行う。

通所支援を利用していない障害児や発達上支援が必要な子ど
もたちが、遊びや集団の場を通じて経験を広げ、成長を促す
地域支援（すくすく）を実施した。［利用者61人］
この他、障害や発達に関わる相談に幅広く応じ、成長段階に
合わせた支援のコーディネイトを行う相談支援［延べ相談件
数：1,471件］や、子どもの成長等に係る療育相談（16
件）、医師の指示の下、理学療法・作業療法・言語聴覚療法
を用いたリハビリテーション［延べ利用件数：4,678件］を
実施した。

★
　

継続推進
引き続き、ひらかた子ども発達支援セン
ターの施設機能を生かし、療育相談や機能
向上に向けた支援等を行う。

ひらかた子ども発達支援センター

Ⅱ-3-(6) 118 居宅介護
障害児の身体状況、家族状況等を聴き取り、介護の必要性を
勘案の上、身体介護、家事援助等のサービスを提供する。

実利用人数：48人
延べサービス利用時間：10,481.5時間
延べ請求金額：70,317,297円

★ ★ ★ 継続推進
引き続き障害児の身体状況、家族状況等を
聴き取り、介護の必要性を勘案の上、身体
介護、家事援助等のサービスを提供する。

障害支援課

Ⅱ-3-(6) 119 短期入所
障害児の身体状況、家族状況等を聴き取り、介護者が一時的
に介護できなくなった場合に施設に短期的に滞在するサービ
スを提供する。

実利用人数：71人
延べサービス利用日数：2,704回
延べ請求金額：39,615,650円

★ ★ ★ 継続推進
引き続き障害児の身体状況、家族状況等を
聴き取り、短期入所の必要性を勘案の上、
サービスを提供する。

障害支援課

Ⅱ-3-(6) 120 放課後等デイサービス
学校通学中の障害児の身体状況、家族状況等を聴き取り、放
課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のため
の訓練等を継続的に提供する。

実利用人数：1,390人
延べサービス利用日数：169,311回
延べ請求金額：2,077,651,546円

★ ★ 継続推進
引き続き障害児の身体状況、家族状況等を
聴き取り、放課後等デイサービスの必要性
を勘案の上、サービスを提供する。

障害支援課

Ⅱ-3-(6) 121 日中一時支援事業
障害児を日中において一時的に預かることにより、日中活動
の場を提供し、排泄、食事の介護を行い、放課後の見守り等
の支援を行う。

実利用人数：728人
延べサービス利用回数：23,357回
延べ請求金額：133,253,412円

　
★ ★ 継続推進

利用者数・利用回数共に令和4年度より増加
している。
今後も日中一時支援事業者と連携し、継続
して実施していく。

障害企画課
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Ⅱ-3-(6) 122 地域子育て支援事業

私立保育所(園)・認定こども園が保育を通じて蓄積している
子どもの育ちや子育てに関する知識、技術等を生かし、地域
の子育て家庭等に対し各種事業の実施を通じて必要な相談、
指導、助言や気になる子どもへの支援等を行い、地域に密着
した園として保育・子育て支援機能の一層の充実を図る。

私立保育所（園）・認定こども園において、園庭開放等の地
域開放の取り組みを実施することで、地域の子育て親子同士
や園児との交流の機会を提供するとともに、参加者に対する
相談、助言や気になる子どもへの支援等を行った。

★
　

継続推進

地域の子育て家庭等に対し各種事業の実施
を通じて必要な相談、指導、助言や気にな
る子どもへの支援等を行っており、これま
での取り組みを継続する。

私立保育幼稚園課

Ⅱ-3-(6) 123
児童発達支援、居宅訪問
型児童発達支援

市立ひらかた子ども発達支援センターでは、日常生活での基
本的な動作や知識・技術を学習し、集団生活に適応できるよ
う、専門的な保育・療育を提供する通所支援を行う。
また、重度の障害児で、通所支援を受けるために外出するこ
とが困難な児童に対して、居宅を訪問し、生活向上のために
必要な訓練等を行う居宅訪問型児童発達支援を行う。

就学前の障害児や発達上支援が必要な子どもたちが、日常生
活での基本的な動作や知識・技術を学習し、集団生活に適応
できるよう専門的な保育・療育を提供する通所支援（なのは
な・すぎの木）を実施した。［利用者数：104人］
居宅訪問型児童発達支援については、利用希望がなかった。

★
　

継続推進

引き続き、障害のある子どもや配慮が必要
な子どもが、日常生活での基本的な動作や
知識・技術を学習し、集団生活に適応でき
るよう、専門的な保育・療育を提供してい
く。また、ニーズを踏まえ、居宅訪問型児
童発達支援を実施していく。

ひらかた子ども発達支援センター

Ⅱ-3-(6) 124
身体障害児及び長期療養
児等療育指導事業

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を実施する。身体障害
児及び長期療養児に対し、医師など専門職による健康診査及
び相談を行う。また、在宅指導が必要な児に対して、保健師
等が訪問指導を行い、相談に応じる。実態把握を行い、必要
な事業の検討を行い実施する。

専門相談実施回数33回。利用延人数48人（内訳）小児整形＋
作業療法２人、歯科１人、理学療法２人、言語聴覚７人、保
育３人、心理31人、小児慢性特定疾病児童等を対象に医療費
助成の申請時に全数アンケートを開始。アンケート回答人数
106人

★ ★ ★ 継続推進
感染・安全対策を実施しつつ、継続して事
業を推進していく。

まるっとこどもセンター

Ⅱ-3-(6) 125 障害児福祉手当
重度の障害のために、日常生活において常時の介護を要する
在宅の20歳未満の人を対象に手当を支給する。(所得制限等
あり)

件数：3,378件
延支給額：52,728,550円

★ ★ ★ 継続推進
支給件数・支給額共に令和４年度より増加
している。

障害企画課

Ⅱ-3-(6) 126 特別児童扶養手当
20歳未満で、政令で規定する障害のある児童を養育している
父、母、又は養育者に対して手当を支給する。(所得制限あ
り)

令和６年度の所得状況届の提出率は98.50％（発送件数1,536
件、受理件数1,513件）。
なお令和７年３月末現在の所得状況届受理者数1,513人のう
ち受給者1,383人、所得超過で支給停止となっている者130人
（大阪府資料による）。

★ ★ ★ 継続推進
期日までに所得状況届を提出し、受給者が
適正に特別児童扶養手当を受給できるよ
う、広報・LINE等で周知徹底していく。

医療助成・児童手当課

Ⅱ-3-(6) 127
重度障害者医療費助成事
業

身体・知的・精神障害や重度の難病等、重度障害と認定を受
けている者に対し、入通院、訪問看護等の保険診療に係る自
己負担分の一部を助成する。（所得制限あり）

助成件数：200,170件
助成金額：958,784,716円

★ ★ ★ ★ 継続推進 現行制度を維持する。 医療助成・児童手当課

Ⅱ-3-(6) 128
障害児通所支援事業(児童
福祉法に基づく児童通所
支援給付)

障害児の身体状況、家族状況等を聴き取りし、必要な療育及
び運動機能等の低下防止とともに家族の療育技術習得等の
サービスを提供する。学校通学中の障害児を対象に、放課後
や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓
練等を継続的に提供する。保育所や学校等に支援員が訪問
し、当該施設に通う障害児に対し、集団生活適応のための専
門的な支援等を行う。

障害児の身体状況、家族状況等を聴き取りし、必要な療育及
び運動機能等の低下防止とともに、家族の療育技術習得、生
活能力向上のための支援等のサービスを継続的に提供した。

★ ★ ★ 継続推進

引き続き障害児の身体状況、家族状況等を
聴き取りし、必要な療育及び運動機能等の
低下防止とともに家族の療育技術習得等の
サービスを提供する。

障害支援課
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Ⅱ-3-(6) 129
放課後児童健全育成事業
（留守家庭児童会室事
業）

保護者の就労等により保育を必要とする小学生児童の放課後
の遊び、生活の場を提供し、その健全育成を図ることを目的
に、全44小学校で実施する。また、平成30年度からは全学年
の児童を受入れており、障害のある子どもへの支援の充実に
も引き続き努めていく。

すべての児童の居場所づくりとして、令和５年度から利用
ニーズに応じた放課後の居場所の選択を可能とする「留守家
庭児童会室」と「放課後オープンスクエア」を一体的に運営
する総合型放課後事業を全校（直営22校、委託22校）で引き
続き実施した。児童の居場所の選択肢が増えたことにより留
守家庭児童会室の待機児童数は減少し、令和６年４月１日現
在では12人で、５月には待機児童が解消となった。
これまで保護者から要望の高かった三季休業期の昼食サービ
スについて、事業の実施方法や継続の可能性の検証のため、
公民連携プラットフォームの仕組みを活用して夏季休業期
（11校）と冬季休業期（24校）に試行実施を行った。
また、令和７年３月には、「子ども・若者総合計画」に掲げ
る児童の放課後対策の行動計画として、今後の総合型放課後
事業の改善に向けた「児童の放課後を豊かにする行動計画」
（計画期間：令和７年度から令和11年度）を策定した。

★
　

拡充

「児童の放課後を豊かにする行動計画」に
基づく、保護者ニーズに合った事業の充実
として、三季休業期の昼食サービスの全校
実施に向けた取組や留守家庭児童会室利用
者の希望に応じて、土曜日の留守家庭児童
会室を開室する取組を試行的に実施する。
また、児童の生活の場である留守家庭児童
会の環境整備として、和式トイレの洋式化
などのトイレ環境の改善を進めるととも
に、耐用年数を超えた留守家庭児童会室に
ついては、学校施設を最大限に活用するこ
とを基本とし、今後の児童数等の推移を見
極め、専用棟の建て替えも含めた検討を進
め、個別の老朽化対策を策定する。

放課後子ども課

Ⅱ-3-(6) 130 乳幼児健康診査（再掲）

乳幼児に対して、各時期に健康診査を行うほか、新生児聴覚
検査については費用助成を行い、疾病や障害の早期発見・早
期対応を図り、その保護者に対して子育てに関する相談・保
健指導を行う。また、児童虐待の予防と早期発見に努め、必
要に応じ関係機関との連携を図る。まるっとこどもセンター
での集団健診と府内医療機関での個別健診を実施。健診の未
受診児に対して、再通知や家庭訪問等を実施し、受診率の向
上や未受診児の把握に努める。経過観察の必要な場合は、小
児神経科医や児童精神科医等による二次健診を行う。

①個別健診（新生児聴覚検査、乳児一般健康診査、乳児後期
健康診査）受診者数6,201人②集団健診（４か月児健康診
査、１歳６か月児健康診査、２歳６か月児歯科健康診査、３
歳６か月児健康診査）受診者数9,636人③二次健康診査（健
康診査A、健康診査B）390人

★
　

継続推進

引き続き乳幼児に対して、各時期に健康診
査を実施し、疾病や障害の早期発見・早期
対応を図るとともに、保護者に対し、子育
てに関する相談・保健指導を行う。

まるっとこどもセンター

Ⅱ-3-(6) 131
乳幼児健康診査事後指導
等事業（親子教室事業）

乳幼児健診や母子健康相談などから把握され、個別発達相談
を通して継続して支援が必要と思われる子どもと保護者を対
象に実施する。子どもの年齢や発達的な特徴からグループ分
けを行い、週に１回親子で通室する。各グループの特徴に応
じて、設定保育やグループワーク、学習会を行う。

乳幼児健康診査事後指導事業（親子教室）通室児数のべ223
人。前期５グループ（１歳児２、２歳児３）後期７グループ
（１歳児４、２歳児３）で運営。そのほか「にこにこグルー
プ（１歳６か月児健康診査後フォロー児）」７回コースを６
クール実施。また乳児後期健康診査フォロー児対象の「とこ
とこグループ」７回コースを６クール実施。

★
　

継続推進
子どもの発達状況に合わせた保育、保護者
支援を設定、継続して実施していく。 まるっとこどもセンター

Ⅱ-3-(6) 132
母子健康相談事業（再
掲）

妊産婦及び乳幼児の保護者を対象に、子育てや子どもの発育
発達に関する不安や悩みを相談できるよう、保健師、栄養士
などが健康相談を実施する。乳幼児健康相談では、生涯学習
市民センター等身近な地域において身体計測や保健師・栄養
士による保健指導を行う。また、自宅からでも相談ができる
よう妊婦オンライン相談やオンライン栄養相談を実施する。
個別相談において心理相談員が予約制で個別の発達相談を実
施する。

母子電話来所相談744件。
乳幼児健康相談はまるっとこどもセンターと生涯学習市民セ
ンター等6か所で開催（年44回　延べ1,014人）。まるっとこ
どもセンターの移転に伴い、北部支所内で予約制育児相談を
開始。相談人数　107人。
妊婦オンライン相談10件、個別相談件数1,300件、母乳相談
人数371人,予約制オンライン栄養相談７件、子どものお口と
食事の相談会65件。

★ ★
　

拡充

乳幼児健康相談について、栄養相談も予約
制を撤廃し、気軽に利用いただけるよう、
体制の充実を図る。また、令和６年度より
試行実施していたオンライン栄養相談につ
いて本格的に実施する。

まるっとこどもセンター
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Ⅱ-3-(6)
追加
R2-8

障害児歯科健康診査

重症心身障害児・肢体不自由児・医療的ケア児は、感染予防
等の問題により集団で実施している乳幼児健康診査の受診が
難しい状況にあることから、個別で歯科健康診査を受ける機
会を設けることにより、個々に応じた適切な診察、保健指導
を行い、歯科疾患の早期発見、早期治療を促進するととも
に、歯科疾患の予防を図ることで、口腔機能の維持向上を図
る。
健診後も定期的に歯科健診や歯科相談が受けられるよう、か
かりつけ医をもつきっかけづくりとする。

障害児歯科健康診査利用者数　４人 ★ 継続推進

概ね１歳６か月・２歳６か月・３歳６か月
の身体障害児及び長期療養を必要とする児
で、集団乳幼児健康診査の受診が難しい児
を対象に、感染・安全対策を実施しつつ、
継続して事業を推進していく。

まるっとこどもセンター

Ⅱ-3-(6)
追加
R3-13

医療的ケア児等通所支援
事業

人工呼吸器の装着等により、日常的に医療的ケアが必要な状
態にある医療的ケア児等の利用可能な通いの場である児童発
達支援及び放課後等デイサービスの利用については、受け入
れに看護師の配置が必要であることから、事業所での看護師
配置に係る費用への助成を通じて受入れ体制の整備を促進
し、既存事業所での受け入れ児童数の増加と新規の受け入れ
事業所の確保を図ることで、医療的ケア児等とその家族への
支援を行う。

医療的ケア児等の通所先である市内1事業所に費用助成を行
い、計７名の医療的ケア児の受け入れにつながった。

★ ★ ★ 継続推進

引き続き児童発達支援及び放課後等デイ
サービス事業所への費用助成を通じて、医
療的ケア児等の受け入れ事業所の確保を図
り、医療的ケア児等とその家族への支援を
実施する。

障害支援課

Ⅱ-4-(1) 134
公園等の整備（遊具設置
等）

誰もが生き生きのびのびと楽しく過ごすことができる安全・
安心な公園へ整備を進めていくとともに安全面に配慮した遊
具や時計の設置を行う。

公園施設長寿命化計画に基づき、あんご公園、渚栄公園、宮
之阪東公園、宮之阪公園、伊加賀西町東公園、わさ谷公園、
上島北公園、菊が丘南公園、池之宮西公園、香陽公園、長尾
元町公園、藤阪北町公園、釜ヶ谷公園、あかね丘公園、古城
公園について遊具等の更新工事を実施した。

★ ★ ★ ★ 継続推進

公園施設長寿命化計画に基づき、安心安全
な公園へ整備を進め、安全面に配慮した遊
具等の公園施設の更新、改善、設置を行い
取り組みを継続する。

公園みどり課

Ⅱ-4-(1) 135
放課後オープンスクエア
事業

・児童の自主性や社会性等を育成するため、安全・安心な学
校で、すべての児童が仲間とともに自由に遊べる環境（「３
間」［時間・空間・仲間］）を整備する。
・個別に実施してきた放課後事業の運営について、効果的・
効率的な運営を図るため、可能な範囲の融合を図り「総合型
放課後事業」として、民間活力を活用しながら取り組みを進
める。

児童が自分で考え、自由に過ごせる居場所として学校施設の
一部を開放する「放課後オープンスクエア」を平日、土曜日
及び三季休業期に全校(直営22校、委託22校）で実施した。
放課後オープンスクエアの参加登録児童数：7,910人、延べ
304,194人

★
　

拡充

「留守家庭児童会室」と「放課後オープン
スクエア」を一体的に運営する「総合型放
課後事業」を継続実施するとともに、「児
童の放課後を豊かにする行動計画」に基づ
く保護者ニーズに合った事業の充実とし
て、三季休業期の昼食サービスの全校実施
に向けた取組を実施する。

放課後子ども課

Ⅱ-4-(1) 136
各生涯学習市民センター
における子どもの居場所
づくり

子どもたちが気軽に利用できるように、子どもコーナーやロ
ビーの開放を行う。また、児童室等部屋の貸し出しについて
も、子どもの自主的なグループ活動の育成を図るため、利用
しやすい体制を整える。

６か所の生涯学習市民センターにおいて、諸室の一部を開放
したり、ロビーの一部に子どもの居場所づくりのためのス
ペースを設けている。子どもの自主的なグループ活動につい
ては、子どものみで構成される団体の使用についても利用可
能としており、使用料減免も行っている。生涯学習市民セン
ター  子どもＩＤ付与団体数：51

★ ★ 継続推進

６か所の生涯学習市民センターにおいて、
諸室の一部を開放したり、ロビーの一部に
子どもの居場所づくりのためのスペースを
設ける。子どもの自主的なグループ活動に
ついては、子どものみで構成される団体の
使用についても利用可能としており、使用
料減免も行う。

文化生涯学習課
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Ⅱ-4-(1) 138
枚方公園青少年センター
における異年齢交流事業

体験、ものづくり、囲碁教室、料理教室やユーススクエア
（サンサン人形劇場）における舞台・芸術鑑賞等の行事を通
じて、仲間づくりをする機会や異年齢集団とのふれあいの場
を提供する。

子ども囲碁教室…登録人数15名（49回）
【学習事業】夏休み教室（各種の工作教室・体験事業など）
ボランティア支援。青少年教室を16回実施し参加人数432
人。
【文化事業】枚方市少年少女合唱団は土曜・日曜に定期練習
を実施。定期発表会は枚方市総合文化芸術センター関西医大
大ホールにて開催。
枚方公園ユーススクエアのサンサン人形劇の参加人数102
人。舞台照明実技講習会・音響講習会は台風のため中止。

青年祭は、出演者７団体、参加人数305人
１Ｄａｙフェスティバルは、参加15団体、参加人数588人

★ ★ ★ 継続推進

工作教室、囲碁教室、料理教室、フリーゼ
ミナール、ユーススクエアにおける舞台・
芸術鑑賞等の行事を通じて、仲間づくりを
する機会や異年齢集団とのふれあいの場を
提供する。

子ども青少年政策課

Ⅱ-4-(1) 139 こども会活動への支援

こども会の安全な活動のために、全国子ども会安全共済（賠
償責任保険）、大阪府こども会安全共済（賠償責任保険）の
取りまとめを行うとともに、加入こども会に対して、全国や
大阪府こども会育成連合会等の活動について、情報提供を行
う。

全国子ども会安全共済（賠償責任保険）、大阪府こども会安
全共済（賠償責任保険）の取りまとめを行い、86団体が加入
した。また、加入こども会に対して、全国や大阪府こども会
育成連合会の活動について情報提供を行った。

　
★ ★ 継続推進

引き続き、共済会受付事務を行うととも
に、積極的な情報提供を行う。

子ども青少年政策課

Ⅱ-4-(1) 140
枚方子どもいきいき広場
事業

これからの時代を担う子どもの「生きる力」を育んでいくこ
とを目的として、土曜日の学校休業日に各小学校で実施団体
が取り組む児童健全育成事業に対して、市が支援・助成を行
う。

令和６年度の活動については、1,302回の開催となった。
また、枚方子どもいきいき広場事業の活動団体代表者会議
は、７月、11月及び３月の３回行った。同会議では、活動報
告や取組みについて情報交換を行った。

★
　

見直し

地域の状況により、後継者の育成や担い手
不足、提供するプログラムの固定化が課題
となっているため、引き続き、全校で継続
して実施できるよう地域の実情に応じた支
援を実施する。

放課後子ども課

Ⅱ-4-(1) 141
子どもの居場所づくり
（子ども食堂）推進事業
（再掲）

家で一人で食事をとる等の環境にある子どもに対し「食事の
提供」を通じて居場所づくりに取り組む団体（NPO団体、地
域団体等）に対し、その取り組みに必要な初期経費及び運営
経費について補助金を交付する。

制度拡充の取り組みとして1回につき10,000円の新たな補助
区分を追加し、27団体（30か所）に補助金を交付した。令和
６年度の開催回数は食堂形式による食事の提供や手作り弁当
の配布により522回、１回の開催当たりの子どもの平均参加
人数は約45人となった。また、年に１回の開催でも補助金を
交付する子どもの居場所づくり推進事業（トライアル）補助
金を１団体（１か所）に交付した。
【開催実績】
開催回数：522回（１回の開催当たりの子どもの平均参加人
数約45人）

★ ★ ★ 継続推進

子ども食堂が未実施の小学校校区で新たに
開設されるよう、制度の周知などを働きか
ける。また、各実施団体と地域や小学校等
の関係機関などとの連携のほか、食材の寄
付やボランティアなどの支援について、
コーディネート支援に取り組む。

子ども青少年政策課

Ⅱ-4-(1)
追加
R6-4

児童育成支援拠点

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童
等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とそ
の家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習
のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うととも
に、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつ
なぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提
供する。

令和６年10月にラポールひらかたに児童育成支援拠点「こど
もスペースふらっと」を開設した。開設日は月・水・金曜日
（三季休業期も開設）。
開設日数：78日
登録者数：13人（５世帯）
延べ利用者数：166人

★ ★ 拡充

令和７年度から、児童育成支援拠点「こど
もスペースふらっと」の開設日を週５日
（月～金曜日）に拡充するとともに、遠方
の子どもも利用できるようにするため、送
迎支援を実施する。
また、市内４エリアでの実施に向け取り組
みを進める。

まるっとこどもセンター
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Ⅱ-4-(1)
追加
R6-9

子どもの居場所サポート
（メタバース含む）（再
掲）

不登校児童・生徒に対し、子どもたちの社会的自立をめざす
ため、それぞれの要因や背景、状態に応じた多様な支援を
行っている。

民間施設との連携を踏まえた「枚方市子ども居場所サポート
ガイド～不登校支援ガイド～」「不登校児童・生徒を支援す
る民間施設に関するガイドライン」を発信し、多様な不登校
支援について周知した。
公民連携プラットフォームによる居場所づくりやメタバース
空間を活用した不登校支援の試行実施を行った。

★ ★ 拡充

「枚方市子ども居場所サポートガイド～不
登校支援ガイド～」「不登校児童・生徒を
支援する民間施設に関するガイドライン」
を基に民間施設との連携を図り、不登校の
子どもたちの学習機会の保障に努める。ま
た、教育委員会だけではなく、市全体とし
て多様な居場所づくりを行い、「枚方市子
ども居場所サポートガイド～不登校支援ガ
イド～」の記載内容拡充及び周知を行う。
メタバース空間を活用した取組を充実させ
ることで、多様な支援を展開する。

児童生徒課

Ⅱ-4-(2) 142
スポーツ少年団活動助成
事業

枚方市スポーツ少年団本部に対して補助金を交付し各種大会
の実施を支援する(種目：野球・バレーボール・サッカー・
少林寺拳法・空手道)。また、府・国主催大会等への選手の
派遣を支援する。

青少年がスポーツを通じて心身両面で健全な育成が図れるよ
う、スポーツ少年団40団体(指導者106人・団員873人)による
スポーツ活動を支援した。

★ ★ ★ 継続推進
市は団体と協働して、少年スポーツ活動が
より活発になるよう、改善や見直しも含め
た取り組みを進めていく。

スポーツ振興課

Ⅱ-4-(2) 144 スポーツ推進委員活動

市内45小学校区や体育団体等から選出した委員を、スポーツ
推進委員として委嘱する。校区体育祭を始めとする地域ス
ポーツ活動の中心的な役割を担いさまざまな事業を実施する
とともに、スポーツ推進委員協議会事業として子どもを対象
にした各種事業を実施する。

市内各小学校区から推薦いただき、スポーツ推進委員を委
嘱。地域住民のスポーツに関して指導助言を行うとともに、
子どもを対象にした事業としてウォーキングやグラウンドゴ
ルフのイベントを実施し、生涯スポーツの普及振興を図っ
た。

★ ★ ★ 継続推進

校区のスポーツイベントに他校区のスポー
ツ推進委員が応援指導に入るなど、スポー
ツ推進委員活動の活性化を図る。
また、地域での体力測定など、スポーツ推
進委員活動を充実させていく。

スポーツ振興課

Ⅱ-4-(2) 145
枚方子どもいきいき広場
事業（再掲）

これからの時代を担う子どもの「生きる力」を育んでいくこ
とを目的として、土曜日の学校休業日に各小学校で実施団体
が取り組む児童健全育成事業に対して、市が支援・助成を行
う。

令和６年度の活動については、1,302回の開催となった。
また、枚方子どもいきいき広場事業の活動団体代表者会議
は、７月、11月及び３月の３回行った。同会議では、活動報
告や取組みについて情報交換を行った。

★
　

見直し

地域の状況により、後継者の育成や担い手
不足、提供するプログラムの固定化が課題
となっているため、引き続き、全校で継続
して実施できるよう地域の実情に応じた支
援を実施する。

放課後子ども課

Ⅱ-4-(2) 146
スポーツ指導者の育成及
び研修

スポーツ指導者及びボランティアの指導技術向上のため、講
習会を開催する。

講習会及び研修会を合計５回開催し、88人（うちオンライン
参加９人）が参加した。

★ ★ ★ 継続推進

指導者およびボランティアの育成と発掘を
目的とした講座であり、スポーツサポー
ターズバンクへの登録者が活動すること
で、多くの市民がスポーツの機会に触れる
ことができるため、今後も引き続き実施し
ていく。

スポーツ振興課
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Ⅱ-4-(2) 147
スポーツ教室・大会等の
開催

総合スポーツセンター・渚市民体育館・伊加賀スポーツセン
ターで各種スポーツ教室を実施し、スポーツ活動の啓発を実
施する。その他枚方市総合体育大会等も開催。

各指定管理者によるスポーツ教室のほか、総合体育大会など
の事業を実施し、32,965人が参加した。

★ ★ ★ 継続推進

各施設において、子どもや親子など様々な
対象者向けのスポーツ教室を実施してい
く。スポーツの日に行う事業については、
幅広い世代の方がスポーツに触れる機会と
なるような各施設の取り組みについて、発
信・周知していく。

スポーツ振興課

Ⅱ-4-(2) 148

Ⅱ-4-(2) 149

Ⅱ-4-(2) 150 学校園施設の提供

地域の身近な施設である市立小学校・中学校・幼稚園の施設
（運動場、体育館、特別教室、園庭、遊戯室）を学校園運営
に支障のない範囲において、地域住民等の身近な文化・地域
活動の場として、市民の体力向上及び青少年の健全育成や明
るい市民社会づくり等社会体育の普及振興に寄与することを
目的として提供している。

学校園施設（運動場・体育館・特別教室等）において使用許
可申請があり、令和６年度は、合計約32,296件の許可をし
た。

★ ★ 見直し

利用者が固定化傾向にあることや、学校の
負担軽減などの課題解決に向けて取り組み
を進める。
また、施設利用における受益者負担の徴収
についても併せて検討を進めていく。

新しい学校推進課

Ⅱ-4-(2) 151
トップアスリートとの交
流の機会づくり

枚方市と連携協定を結ぶ大阪ブルテオンやFCティアモ枚方に
よる体験教室等を開催。

ラグビーチームの花園近鉄ライナーズと新たに連携協定を締
結（12月）。各スポーツチームとの連携事業として、公式戦
での市民応援デーを９回、幼稚園・保育所(園)・小学校・中
学校での交流事業などを合計38ヶ所で実施した。

★ ★ 継続推進

市民がトップアスリートを身近に感じ、ス
ポーツ活動へのインセンティブや観るス
ポーツの拡充につながるよう、さらなる連
携事業を推進していく。

スポーツ振興課

Ⅱ-4-(3) 152
鑑賞機会の提供、創作発
表機会の提供

子どもの主体性を生かした文化活動支援として「鑑賞機会」
と「創作発表機会」の提供を一体的に捉える事業活動を展開
し、枚方市少年少女合唱団や枚方公園青少年センター利用団
体の発表の場を提供する。高校生バンドの発表の機会を提供
する青年祭や照明・音響の講習会を開催する。

・サンサン人形劇場は12月８日に開催（参加人数102人）
・音響講習会は台風のため中止
・舞台照明実技講習会は台風のため中止
・枚方市少年少女合唱団…土曜・日曜に定期練習を実施。団
員53名。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・枚
方市少年少女合唱団定期発表会は８月17日枚方市総合文化芸
術センター関西医大大ホールにて開催（参加人数601人）
・青年祭は、9月29日に開催し、出演者７団体（参加人数305
人）
・１Ｄａｙフェスティバルは、11月24日に開催し、参加15団
体（参加人数588人）

★ ★ ★ 継続推進

子どもの主体性を生かした文化活動支援と
して「鑑賞機会」と「創作発表機会」の提
供を一体的に捉える事業活動を展開し、枚
方市少年少女合唱団や枚方公園青少年セン
ター利用団体の発表の場を提供する。高校
生バンドの発表の機会を提供する青年祭や
照明・音響の講習会を開催する。

子ども青少年政策課

Ⅱ-4-(3) 153 小学校合同音楽会
小学校合同音楽会を実施し、日頃の音楽科における教育活動
の一端を発表することにより、保護者や市民の理解を深める
機会とする。

枚方市総合文化芸術センターにおいて、令和６年６月17日
（月）～６月20日（木）の４日間開催し、児童3,536名の参
加があった。

★
　

継続推進 継続開催に向けて諸準備を進めていく。 教育指導課

継続推進
多くの児童が様々なスポーツに触れ合える
よう開催形式を工夫する。

枚方市小学生スポーツ
Carnival

市内公・私立小学校の児童が競技を通して交流を図り、ス
ポーツをする喜びを感じてもらうとともに、児童の体力の向
上を図るため、枚方市小学生スポーツCarnivalを実施する。

教育指導課
令和６年９月21日に「枚方市小学生スポーツCarnival」を開
催し、各種目体験ではのべ379名、スポーツ体験会ではのべ
919人の参加があった。

★
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Ⅱ-4-(3) 154
小・中学生絵画コンクー
ル

市民ギャラリーにおいて、枚方市内在住・在学の小・中学生
を対象に自由に描いた作品を公募し、コンクールを開催す
る。

『第22回 とびだせ！ひらかた大図鑑　小・中学生絵画コン
クール』を８月７日から８月12日まで開催。公募した作品
157点を展示した。入場者数は535人。

★ ★ 継続推進

市民ギャラリーにおいて、枚方市内在住・
在学の小・中学生を対象に自由に描いた作
品を公募し、コンクールを開催していた
が、市民ギャラリーは令和３年９月末を以
て廃止となり、10月以降は総合文化芸術セ
ンター本館のひらしん美術ギャラリーへ移
管したため、今後は同ギャラリーにて同様
の取り組みを実施してゆく。

文化生涯学習課

Ⅱ-4-(3) 155
枚方子どもいきいき広場
事業（再掲）

これからの時代を担う子どもの「生きる力」を育んでいくこ
とを目的として、土曜日の学校休業日に各小学校で実施団体
が取り組む児童健全育成事業に対して、市が支援・助成を行
う。

令和６年度の活動については、1,302回の開催となった。
また、枚方子どもいきいき広場事業の活動団体代表者会議
は、７月、11月及び３月の３回行った。同会議では、活動報
告や取組みについて情報交換を行った。

★
　

見直し

地域の状況により、後継者の育成や担い手
不足、提供するプログラムの固定化が課題
となっているため、引き続き、全校で継続
して実施できるよう地域の実情に応じた支
援を実施する。

放課後子ども課

Ⅱ-4-(3) 156 子ども読書活動推進事業
子ども向けに定期的なおはなし会や各種行事を開催するとと
もに、読書ボランティアの養成講座の開催等、子どもの読書
に関わる大人に対する支援を行う。

・子ども読書活動推進ボランティア対象研修会及び交流会
　参加延べ人数　63人
・ひらかた絵本まつり
　参加延べ人数　4,130人
・定例おはなし会、季節行事他
　参加延べ人数　40,949人
・ボランティアによるおはなし会
　参加延べ人数　2,208人
合計参加人数　47,350人

★ ★ ★ 継続推進

乳幼児向けの事業を継続するとともに、ヤ
ングアダルトを対象とした事業を推進す
る。
また、令和４年３月策定の「第4次枚方市子
ども読書活動推進計画」で示している具体
的な取り組みについて、実施・推進してい
く。

中央図書館

Ⅱ-4-(3) 157 学校図書館教育の充実
市立図書館と連携しながら、司書教諭・学校司書を中心に
「読書センター」と「学習・情報センター」としての学校図
書館の充実を図る。

中学校19校に加え、小学校20校に学校司書(合計25名)を配置
し、市立図書館と連携しながら、調べ学習や授業における学
校図書館の活用に向けて、取り組みを精選しながら学校図書
館の環境整備に取り組んだ。

★ ★ 拡充

令和７年度については、中学校区を中心と
した配置から、小学校を中心とした配置に
移行をした。今後は小学校への学校司書配
置を維持しつつ全校配置をめざし、児童生
徒に対する読書活動の充実を図っていく。

教育指導課

Ⅱ-4-(3) 158
保育所（園）ふれあい体
験＆枚方版ブックスター
ト事業

生後５～８ヶ月頃と１歳の誕生月の計２回、親子で住所地近
くの保育所(園)等を訪問してもらい、保育所(園)等では、入
所児童・他の親子・地域の人々との交流、保育士による育児
のアドバイス・育児相談などを通じて、親子の育ちを支援す
る。あわせて、１歳の誕生月には、絵本の読み聞かせと絵本
をプレゼント(枚方版ブックスタート事業)をする。

公私立保育所（園）等55園で実施し、生後５～８ヶ月児の参
加は463人、１歳の誕生会の参加は957人であった。

★
　

継続推進

入所児童・他の親子・地域の人々との交
流、保育士による育児のアドバイス・育児
相談などを通じて、親子の育ちを支援して
おり、これまでの取り組みを継続する。

私立保育幼稚園課

Ⅱ-4-(3) 159 ふれあいルーム事業
市立図書館の集会室等において、親子の交流の場であり、本
とのふれあいの場でもある「ふれあいルーム」を市民グルー
プの運営により実施する。

図書館及び生涯学習市民センターなど８施設において、11団
体が開設した。ふれあいルームを利用した延べ人数4,810
人。

★
　

継続推進

地域子育て支援拠点等にふれあいルームの
紹介チラシを設置するほか、保育所（園）
等利用申し込みの窓口に各ふれあいルーム
をＰＲするポスターを設置する。

私立保育幼稚園課
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Ⅱ-4-(3) 160 学校図書館支援事業
教育指導課と連携しながら学校司書への人的・技術的支援を
行うとともに、市内小・中学校へ市立図書館資料を提供して
学校図書館の機能充実を支援する。

中学校19校に加え、小学校20校に学校司書の配置を継続した
（うち、小中学校２校兼務８人、小学校２校兼務６人）。調
べ学習等団体貸出の利用件数は510件､貸出冊数は8,816冊
だった。
市立全小中学校の学校図書館用端末の入替を行った。
ひらかた電子図書館へログインしやすくするため、児童生徒
用タブレットの端末のホーム画面にリンクアイコンを追加し
たところ、児童生徒の電子書籍閲覧数は令和５年度と比較し
て3.62倍増となった。

★ ★ 継続推進

学校司書への支援、学校図書館システムの
管理・技術的支援、団体貸出等により、学
校図書館の機能充実、児童生徒の読書活動
の推進と学習活動の充実を支援する。

中央図書館

Ⅱ-4-(3) 161 子どもに本を届ける事業

本との出会いを通して子どもたちの夢や未来への希望を育む
ために「枚方子どもに本を届ける基金」を活用して子どもの
本を購入し、学校や保育所（園）・幼稚園・地域の子育て団
体等に届ける。

指定寄附金などでこれまで積み立ててきた基金を活用し、購
入した1,421冊の児童書を学校などへ届けた他、電子書籍の
児童書562点を導入し、子どもたちの利用に供した。また、
指定寄附金　12,153,271円、古書・古紙の売却収入等
113,982円、利子3,308円の合計　12,270,561円を子どもに本
を届ける基金に積み立てた。

★ ★ ★ 継続推進

紙媒体だけではなく、電子書籍の児童書の
購入にも基金の活用を図ることで、さらに
子どもが読書に親しみ､学習に役立てられる
よう取り組んでいく。

中央図書館

Ⅱ-4-(4) 162
友好都市間での子どもた
ちの交流事業

別海町と夏休み期間中に双方の中学生を隔年で派遣(受入)し
て、宿泊を通じて交流を図る「少年少女ふれあいの翼」を実
施。

８月６・７日に別海町の中学生16名が枚方市を訪れ、関西外
大でのワークショップ、野外活動センターでのカレー作り、
旧田中家鋳物民俗資料館での勾玉作り体験などを通して枚方
市の中学生12名と交流を深めた。

★ 継続推進

枚方市での受け入れの場合、熱中症対策が
課題となることから、今後も安全面に配慮
したスケジュールや実施方法を検討しなが
ら、引き続き交流を続けていく。

観光交流課

Ⅱ-4-(4) 163
学校園日中等交流推進事
業

上海市長寧区との友好都市締結後、相互の理解と信頼を深め
るため児童書画展の相互開催に取り組んでいる。枚方市立学
校園で組織される国際交流推進協議会を通して交流を深め
る。

枚方市立中央図書館にて上海市長寧区児童書画展を開催し、
1,286人が来場した。

★ ★ ★ 継続推進
上海市長寧区児童書画展を実施し、交流を
深める。

教育指導課

Ⅱ-4-(4) 164 英語教育指導助手の配置
英語を使った体験的な学習を通し、英語で積極的にコミュニ
ケーションを図る資質や能力を育成するため、全小学校に
JTE及びNETを全中学校にNETを配置する。

全小学校にJTE、全中学校にNETを継続して配置し、英語を
使った体験的な学習を実施した。また、小学校を専門に巡回
するNET-Eを配置し、児童が異文化を直接体験する機会を増
やした。

★ ★ 継続推進
JTE及びNETを継続配置するとともに、小学
校へのNETの配置に向けた人材確保に努めて
いく。

教育指導課

Ⅱ-4-(4) 165
英語4技能学習アプリの活
用

全市立中学校第２・第３学年の全生徒を対象に英語4技能
（「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」）を
バランスよく育成するため、英語4技能学習アプリを活用
し、生徒の英語力向上を図る。

英語４技能学習アプリを活用し、生徒の英語４技能における
現状把握と、生徒の英語４技能の英語力向上に取り組んだ。

★ 継続推進
学習アプリの活用に向けた教員研修の実施
に加えて、好事例を研修等を通じて直接教
員へ展開し、効果的な活用を推進する。

教育指導課
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Ⅱ-4-(5) 166
枚方子どもいきいき広場
事業（再掲）

これからの時代を担う子どもの「生きる力」を育んでいくこ
とを目的として、土曜日の学校休業日に各小学校で実施団体
が取り組む児童健全育成事業に対して、市が支援・助成を行
う。

令和６年度の活動については、1,302回の開催となった。
また、枚方子どもいきいき広場事業の活動団体代表者会議
は、７月、11月及び３月の３回行った。同会議では、活動報
告や取組みについて情報交換を行った。

★
　

見直し

地域の状況により、後継者の育成や担い手
不足、提供するプログラムの固定化が課題
となっているため、引き続き、全校で継続
して実施できるよう地域の実情に応じた支
援を実施する。

放課後子ども課

Ⅱ-4-(5) 167
保育所（園）・幼稚園に
おける世代間交流事業

園児が地域の老人ホームなどを訪問したり、地域のお年寄り
を園行事に招待するなど、高齢者との交流を図る。

公立保育所・幼稚園において、地域の老人クラブへの参加を
通じて一緒にふれあい遊びを楽しむことや、夏祭り、敬老の
集い、運動会や劇遊び等に高齢者を招待し、高齢者との世代
間交流を図ることを趣旨として例年実施している。

★
　

継続推進

コミュニティ協議会等と連携し、地域の高
齢者と園児が触れ合う場を園内外で設定
し、園児の歌や踊りの披露、伝承遊びを共
に楽しむ場など、世代間交流を実施する取
り組みを継続する。

公立保育幼稚園課

Ⅱ-4-(5) 168
小学生ボランティア体験
学習

各学校の教育課程の中で、総合的な学習の時間、特別活動等
を活用しながら、高齢者福祉施設の訪問・交流、手話の交流
学習会等ボランティア教育の機会を確保する。

地域の福祉団体や地域の方の協力のもと、世代間交流や福祉
教育等を実施した。

★
　

継続推進
各校の特性を活かし、学校教育活動全体を
通して、児童・生徒のボランティア精神を
育てていく。

教育指導課

Ⅱ-4-(5) 169 枚方市こども夢基金
子どもたちの夢を育む教育や子育てにかかる事業を支援する
ために、「枚方市こども夢基金」を活用する。

各分野のプロとの交流をはじめ下記事業に枚方市こども夢基
金を充当することで、子どもたちの夢や希望を育み、プロ
フェッショナルが育成される事業を支援した。

・コミュニケーション授業
・アウトリーチ事業
・オーケストラ鑑賞事業
・ひらかたジュニアブラスバンド事業
・「みんなで創ろう！この街の未来」プロジェクト
・万博への子どもたちの無料招待事業
・スポーツチャレンジフェスタ2024
・こどものあそび場整備事業
・介護職の魅力発信事業
・バスバックヤードツアー
・図書館でサイエンス体験事業

★ ★ ★ ★ 拡充

令和７年度は、プロの劇作家による演劇手
法を用いたコミュニケーション授業や、公
募のジュニアブラスバンドの育成とプロと
の共演機会の創出、オリンピック選手やプ
ロスポーツ選手などのトップアスリートと
の交流、子どもたちにいろいろな職業を
知ってもらう“未来発見！ひらかたチャレ
ンジランド”に加え、子どもの遊び場の充
実に向けた取り組みや、2025大阪・関西万
博で展示される「未来の枚方のまち」を作
成するワークショップなどに活用。
今後も、子どもたちの夢が育まれ、プロ
フェッショナルが育成される事業に活用し
ていく。
また、より効果的な基金の活用を検討する
ため、市立小中学校の児童・生徒から活用
事業の提案を募集する。

企画課

Ⅱ-4-(5) 170
青少年健全育成市民啓発
事業

枚方市青少年育成指導員連絡協議会との共催で、青少年の健
全育成に寄与することを目的とした講演会などを行う。

お笑い芸人のゴルゴ松本氏を講師に招き、「命の授業～心を
変える言葉の力～」をテーマに講演会を開催した。（参加
者：1,041人）

★ ★ 継続推進
子ども達が将来に希望を見出し、自らの可
能性を広げるきっかけを提供できるよう、
引き続き講演会などを実施する。

子ども青少年政策課
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Ⅱ-4-(5) 171 子ども大学探検隊
市内5大学と連携して、市内の小学生を対象に大学の施設見
学や講義体験をする。

関西外国語大学、大阪歯科大学、関西医科大学、摂南大学に
て開催。関西外国語大学では、大学見学、英語活動体験学習
を実施。参加者数は30人。大阪歯科大学では、歯に関する講
義、模型作りを実施。参加者数は18人。関西医科大学では、
現代の医療にふれて大学の設備・器具を使って実験・講義を
実施。参加人数は19人。摂南大学では、農業用機械の見学や
実験室での実験を実施。参加人数は16人。大阪工業大学につ
いては、学園祭に参加し、多くのブースで体験を実施。参加
人数は134人。

★
　

継続推進

学園都市ひらかた推進協議会事業の一環と
して、市内大学の施設・設備やクラブ活動
等への参加体験をする事業として、小学生
の高学年を対象に市内5大学のうち毎年希望
する大学において実施していく。

文化生涯学習課

Ⅱ-4-(5)
追加
R2-10

租税教育の推進
次代を担う子どもたちに税金について知ってもらうために、
「税に関する小学生の習字展」の開催や、「中学生の税に対
する作文」の優秀作品の掲載を行う。

「税に関する小学生の習字展」を開催。（11月11日～11月15
日）
「中学生の税に関する作文」をＨＰに掲載。

★ ★ 継続推進
租税教育推進協議会の一員として、引き続
き習字展の開催等の取り組みを行ってい
く。

市民税課

Ⅱ-4-(5)
追加
R2-11

政治や選挙への関心を高
めてもらうための啓発事
業の実施

特に若年層の投票率が低い状況にあることから、これから有
権者となる中学生や高校生を対象とした模擬投票も取り入れ
た出前授業や、小・中学校の児童、生徒に明るい選挙啓発ポ
スターコンクールの作品を募集するなど、教育委員会をはじ
め関係機関と連携して啓発事業を実施するとともに、新たに
有権者となった満18歳の方に対し、選挙啓発のはがきを発送
し投票を促すなど、若年層を中心とした啓発事業を進める。

①出前授業を実施。
＜市内小中学校：９校、参加者：701人＞
②明るい選挙啓発ポスターコンクールの作品募集及び展示会
等を実施。
＜応募：214点、入選：11点、展示会：市役所別館（1階待合
スペース）にて９日間開催＞
③選挙啓発はがきを発送。
＜対象者：3,803人＞

★ 継続推進

出前授業、明るい選挙啓発ポスターコン
クール、新有権者(18歳)への選挙啓発はが
きの発送などで、若年層への選挙啓発を行
う。

選挙管理委員会事務局

Ⅱ-4-(5)
追加
R2-9

市内の中学校、高校等と
連携した防災訓練の実施

防災・減災をはじめとする公共的課題に係る中学校、高校、
大学、ＮＰＯ等との連携を進めるため、中学生、高校生の校
区防災訓練への参画を推進するとともに、避難所運営等に関
する課題について、市内大学、ＮＰＯ等との協働により解決
を図ります。

令和６年度においても防災訓練を行う校区への支援を継続的
に行い、43回の訓練を校区主体で実施した。また高等学校１
校、中学校１校、小学校１校において防災講座を危機管理対
策推進課として実施し、防災における啓発を行った。11月に
は枚方市総合防災訓練（ひこ防'z）を行い、大阪工業大学と
連携し、災害のVR体験ができるブースを準備した。他にも地
震車や浸水歩行など、子どもも大人も体験しながら防災を学
べるイベントになるよう企画した。

★ ★ 継続推進

中学校、高校、大学、NPO等との連携を進め
るため、リモート会議等の活用を含めて、
中学生、高校生等とも積極的につながりを
持ち、訓練へ参画を推進していく。

危機管理対策推進課

Ⅱ-4-(5)
追加
R5-3

介護職の魅力発信事業
（介護人材確保推進事
業）

慢性的な人手不足に陥っている介護人材の確保のため、子ど
も世代が介護職について理解を深めるきっかけを作ることを
目的に、駅近くに市立のデイサービスセンターが入った福祉
会館がある枚方市ならではの強みを生かし、ラポールひらか
たを介護の魅力発信拠点ととらえ、デイサービスセンター指
定管理者とも連携し、子ども世代の職業体験などを行うも
の。

介護の仕事に触れ、高齢者の介助などへ理解を深める場とし
て、「こども介護体験」を実施。
開催回数：６回
参加者数：102人

★ ★ 継続推進 引き続き「こども介護体験」を実施する。 健康福祉政策課

Ⅱ-4-(6) 172 自然観察会
環境教育の一環として市内在住の小学生以下の児童を対象
に、専門講師を迎え、自然観察会(昆虫・魚・植物)を実施す
る。

【自然観察会の開催】
・「水辺の楽校」を天野川で開催（参加者57人）
・「ビオトープ観察と自然工作」をサプリ村野で開催（参加
者32人）
・「葉っぱの観察と工作」をサプリ村野で開催（参加者32
人）
・「秋の穂谷昆虫教室」を野外活動センターで開催（参加者
36人）
・「冬の天の川自然観察会」をサプリ村野で開催（参加者22
人）

★ ★
　

継続推進

自然環境に触れ合う機会を増やし、子ども
たちの自然環境を大切にする心をはぐくむ
ため、今後も引き続き、自然観察会を実施
していく。

環境政策課
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Ⅱ-4-(6) 173 緑のカーテン事業
市内学校園及び保育所において、緑のカーテン事業を支援・
推進する。

・市内学校園及び保育所にゴーヤの苗を配布し、緑のカーテ
ンの普及・啓発を図った。
・緑のカーテンコンテストを実施し、優れた取り組みについ
て、表彰を行った。

★ ★ ★ 継続推進
今後も、市内学校園及び保育所において、
緑のカーテン事業を支援・推進する。

環境政策課

Ⅱ-4-(6) 174 エコライフ推進事業
年間を通じ、より多くの市民に環境保全や地球温暖化防止等
の啓発を実施する。

・夏季と冬季に「エコライフキャンペーン」を実施。
・「ひらかたライトダウン2024」の実施や、環境保全や地球
温暖化防止等の啓発を実施。

★ ★ ★ 継続推進
今後も、地球温暖化防止を中心とする環境
啓発活動を実施する。

環境政策課

Ⅱ-4-(6) 176
学校版環境マネジメント
システム（S-EMS）

枚方市S-EMS環境方針に基づき、幼稚園・小学校・中学校に
おいて、教職員が率先して環境保全に取り組み、環境教育を
推進し、環境に配慮した行動がとれる幼児・児童・生徒を育
てる。

省エネルギー、光熱水の使用量の削減等、環境保全の取り組
みを推進するため、市立全小中学校・幼稚園において、ＰＤ
ＣＡサイクルを活用した枚方市学校版環境マネジメントシス
テムに基づき、小・中学校合わせて260の学校園独自の取り
組みを行った。

★ ★ ★ 継続推進

学校版環境マネジメントシステムを効果的
に運用し、学校園における省エネルギー、
電気・ガス・水道の使用量の削減等の推進
に取り組む。
枚方市SーEMS環境方針に基づき、環境保全
に関する取り組みを推進するとともに、環
境教育の充実を通して、SDGｓの達成をめざ
す。

環境政策課
教育指導課

Ⅱ-4-(6) 177 子ども版環境家計簿

環境保全都市の実現を目指し、一人ひとりの環境に対する意
識を高めるため、地球温暖化防止に役立つ環境家計簿の普及
を目指す。平成19年度からは子ども版の環境家計簿「ひらか
たみんなのエコライフつうしんぼ」を作成し、応募のあった
市内の小学校高学年を中心に配布している。

市内小学４年～６年生の968人が取り組んだ。 ★
　

継続推進
今後も、環境家計簿「ひらかたみんなのエ
コライフつうしんぼ」を作成し、応募の
あった市内の小学校高学年に配布を行う。

環境政策課

Ⅱ-4-(6) 178 環境学習
幼・保・小・中・高校をはじめ市民グループ、自治会などの
集まりで説明を行い、本市のごみの現状やごみ減量に関する
認識を深めてもらう。

ごみ減量に関する環境学習の実施
・幼/保育園等34園3,657人・小学校34校4,356人

★ ★ ★ 継続推進
本事業を通じて、ごみ問題についての関心
や理解を深める。

循環型社会推進課

Ⅱ-4-(6) 179 環境ポスターコンクール

小・中学生を対象に環境に関するメッセージが入ったポス
ターを募集することで、環境についての関心と理解を深めて
もらい、各家庭でも積極的に取り組むきっかけとしてもら
う。優秀作品は11月に開催するごみ減量フェアで展示・表彰
する予定。

これまで実施したきた環境ポスターコンクールに代わるもの
として「ごみ減量化啓発事業」として取り組みを進める。

★ ★ 終了 循環型社会推進課

Ⅱ-4-(6)
追加
R6-6

ごみ減量化啓発事業

これまで実施したきた環境ポスターコンクールに代わるもの
として、個人・団体・年齢を問わず参加できる取り組み。市
は、市民が廃棄物のないまちの実現について考えるきっかけ
となる３種のメニューを提示する。市民は希望するメニュー
に参加し、期間内に出来栄えを写真、報告書等でエント
リー、協賛企業等が審査したうえ受賞者を決定。併せて市で
は公表、展示を行う。

小学生の夏休みの課題を兼ねたものを３種類実施。７月19日
～９月30日まで募集、応募件数は以下のとおり。
１,リユース自由工作　２件
２,リサイクル自由工作　94件
３,ごみ減量チャレンジ動画　１件

★ ★ 終了
令和６年度実施した、ごみ減量化啓発事業
に代わるものとして「枚方市４R自由研究コ
ンテスト」として取り組む。

循環型社会推進課
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Ⅲ-5-(1) 180
妊産婦健康診査事業、妊
産婦歯科健康診査事業

妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心
して妊娠・出産・育児ができる体制を確保するため、妊婦健
診・産婦健診・妊産婦歯科健診の費用助成を行う。

妊娠届出数2,188件、妊婦健康診査受診延べ人数27,480人、
産婦健康診査受診延べ人数3,770人、妊産婦歯科健康診査受
診者数772人。

★
　

拡充

交付する妊婦健康診査受診券の枚数を14枚
（総額116,840円）から３枚（5,040円×３
枚、15,120円）追加し、出産予定日を超過
した妊娠42週頃までに必要な妊婦健康診査
に対応できるようにする。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1) 181

母子訪問指導事業（乳児
家庭全戸訪問、養育支援
訪問事業に含む）（再
掲）

家庭訪問により、妊産婦及び乳幼児の保護者の子育てに関す
る相談に応じ、子どもに対する理解を深め、疾病の予防や母
と子どもの健康の保持増進に努める。また、地域で孤立して
いる母親の育児不安の解消などに対して、生活の場である家
庭でよりていねいな個別支援を行うことで、安心して健全な
子育てができるよう支援する。周産期からのハイリスク母子
を確実に把握し、早期より予防的に支援を開始する対策を充
実させるために、医療機関等関係機関との連携を図る。

委託契約をしている助産師が訪問した件数と保健師等が訪問
した延べ件数7,737件、うち乳児家庭全戸訪問実施件数2,428
件。市立ひらかた病院産科との連携により、産婦の入院中に
病棟で保健師が面接を実施（20件）。

★ ★
　

継続推進

引き続き、伴走型相談支援の中で、産婦・
新生児・乳児訪問を実施し、適宜、関係機
関と連携を図りながら、ていねいな個別支
援を行っていく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1) 182 助産制度（再掲）
経済的な理由により産院などでの分娩が難しい場合、指定病
院での分娩費用を助成する。

利用世帯数：37世帯
【内訳】
生活保護世帯：18世帯
非課税世帯：19世帯

★
　

継続推進

制度を必要とする世帯に行き届くよう、保
健センター等関係機関と連携を取りなが
ら、国の要綱に基づき、取り組みを継続し
ていく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1) 183
母子健康教育事業（再
掲）

妊娠・出産・育児に関する正しい知識を普及することによる
母性父性の育成や保護者同士の仲間づくり、乳幼児の健康の
保持増進を目的に、妊産婦及び乳幼児の保護者やその家族を
対象に保健師・栄養士・歯科衛生士・助産師が健康教育を実
施する。

マタニティスクールは対面式（ぱぱままクラス開催８回参加
延人数306人）とオンデマンド配信の２種類で実施。オンデ
マンド配信型マタニティスクールはYouTubeにて限定配信。
離乳食講習会は、試食は中止とし、簡単な調理体験のみを実
施（36回　延べ380人）。子育て講演会は、「産後の育児と
防災」のテーマ（年２回　延べ16人）と「卒乳」をテーマに
した講演会を開催（年１回　延べ20人）。

★ ★
　

継続推進
子育て世帯が参加しやすいよう、実施方法
について対面式、オンライン、オンデマン
ド配信などの活用を推進する。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1) 184
産後ケア事業（産後ママ
安心ケアサービス）

産後の心身ともに不安定な時期に、家族からの支援が受けら
れない等で支援が必要な母子を対象に、市内産科医療機関と
助産所でショートステイ（宿泊型）、デイサービス（日帰り
型）を実施し、助産師等による心身のケア・休養や育児に関
する相談を行う。利用に際しては、まるっとこどもセンター
に配置した母子保健コーディネーターが妊産婦等の相談を行
い、産後ケア事業やその他の必要な支援につなげる。

利用実人数：292人
（ショートステイ456泊、デイサービス289日）

母子保健コーディネーター（助産師分）による訪問件数161
件、オンライン面談22件

★
　

継続推進
引き続き、サービスを希望する産婦がより
利用につながりやすくなるよう利用料の減
免を行い、事業を推進していく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1) 186
不育症治療費助成金交付
事業

妊娠はしても流産や死産を２回以上繰り返す、または、医療
機関で不育症と診断された人に対して、不育症の原因検索の
ために受けた検査費用や不育症の治療及びその治療に係る検
査に要した費用を助成する。（限度額あり）

令和６年度申請件数は検査費28件・治療費11件で、全件を承
認し補助金を交付した。また、広報ひらかた掲載を２回、
SNS発信を２回行い、制度の周知に努めた。

★
　

継続推進

引き続き、広報やホームページ、SNS等によ
り、不育症治療費助成制度を必要な方が給
付を受けることができるよう、事業内容の
周知に努める。

保健予防課
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Ⅲ-5-(1) 187 予防接種事業

予防接種法に基づき、B型肝炎、ヒブ・小児用肺炎球菌・Ｂ
ＣＧ・ポリオ・麻疹・風しん・ＭＲ・３種混合・４種混合・
水痘・２種混合・日本脳炎・ロタ（令和２年10月から）・子
宮頸がん予防接種を実施。また19歳以上の妊娠を予定してい
る女性、妊娠を希望する女性の配偶者、妊婦の配偶者を対象
に「風しん対策」として風しん抗体検査費用の全額と予防接
種費用の一部を助成する。また「風しん５期追加的対策」と
して昭和37年４月２日～昭和54年４月１日の間に生まれた男
性に対し、風しん抗体検査・予防接種を公費で行っていた。
（2019年４月～2025年３月まで。2025年度以降も特例措置に
より一部継続）
さまざまな機会を捉えて、予防接種の普及・啓発と接種率向
上に向けた取り組みを行う。また、既に受けた定期予防接種
で得た免疫を、治療により失った子どもへの再接種費用助成
を行う。

予防接種実施数：ロタウイルス5,267人、B型肝炎6,760人、
ヒブ2,776人、肺炎球菌9,116人、ＢＣＧ2,320人、麻疹風し
ん混合（ＭＲ）4,979人、5種混合6,216人、4種混合3,273
人、水痘4,662人、2種混合2,800人、日本脳炎10,492人、子
宮頸がん予防14,670人、風しん対策事業：抗体検査267人／
予防接種307人（内風しん97人・麻疹風しん混合210人）、風
しん5期：抗体検査2,040人／麻疹風しん混合320人

★ ★ ★ ★ 継続推進

子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ
が2026年度末まで延長となり、個別通知
（リマインド含む）を行うなど、接種率向
上に向け、周知を図る。

保健予防課

Ⅲ-5-(1) 188
子育て応援アプリ「スマ
イル☆ひらかたっ子」を
活用した情報発信

子育て世代が気軽にかつ必要なときに情報が入手できるよ
う、スマートフォンの機能を活用したアプリにより、子ども
の年齢や居住地域に応じた子育てイベントや健診などの情報
をきめ細やかに発信する。また、アプリの予防接種スケ
ジュールの自動管理機能を活用することで、予防接種の受け
忘れの防止や、スケジュール管理の負担軽減につなげる。

枚方市子育て応援アプリ「スマイル☆ひらかたっ子」で子育
てイベント、予防接種、及び健康診断等の子育て支援情報を
発信した。令和６年度末登録数13,538人。

★
　

継続推進
アプリの機能を活用したより効果的な情報
発信に取り組む。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-5-(1) 189
ひらかた健康ほっとライ
ン２４

子育てや出産、健康、医療に関する電話相談窓口を設置。医
師、看護師等が相談に応じる。24時間・365日対応。

相談件数は主に、気になる身体の症状に関する相談が7,824
件、治療中に関する相談が4,893件、ストレス･メンタルヘル
スに関する相談が3,646件。

★ ★ ★ ★ 継続推進
医療の安全と信頼を高め、市内の医療機関
における患者サービス及び医療の質の向上
のため迅速に対応する。

保健医療課

Ⅲ-5-(1) 190 乳幼児健康診査（再掲）

乳幼児に対して、各時期に健康診査を行うほか、新生児聴覚
検査については費用助成を行い、疾病や障害の早期発見・早
期対応を図り、その保護者に対して子育てに関する相談・保
健指導を行う。また、児童虐待の予防と早期発見に努め、必
要に応じ関係機関との連携を図る。まるっとこどもセンター
での集団健診と府内医療機関での個別健診を実施。健診の未
受診児に対して、再通知や家庭訪問等を実施し、受診率の向
上や未受診児の把握に努める。経過観察の必要な場合は、小
児神経科医や児童精神科医等による二次健診を行う。

①個別健診（新生児聴覚検査、乳児一般健康診査、乳児後期
健康診査）受診者数6,201人②集団健診（４か月児健康診
査、１歳６か月児健康診査、２歳６か月児歯科健康診査、３
歳６か月児健康診査）受診者数9,636人③二次健康診査（健
康診査A、健康診査B）390人

★
　

継続推進

引き続き乳幼児に対して、各時期に健康診
査を実施し、疾病や障害の早期発見・早期
対応を図るとともに、保護者に対し、子育
てに関する相談・保健指導を行う。

まるっとこどもセンター
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Ⅲ-5-(1) 191
成人歯科保健事業（1 歳6
か月児健康診査・2 歳6
か月児歯科健康診査時）

まるっとこどもセンターにおける１歳６か月児健康診査及び
２歳６か月児歯科健康診査の際、その保護者を対象に歯科医
師による歯科健診及び歯科衛生士による歯科保健指導を行
い、子どもを含めた家族全体の歯科保健の知識の普及・啓発
を図る。必要に応じて、歯科衛生士が電話にてフォローを実
施する。

受診者数　1,737人 ★ ★
　

継続推進

１歳６か月児健康診査及び２歳６か月児歯
科健康診査の際、保護者を対象に歯科医師
による歯科健診及び歯科衛生士による歯科
保健指導を行い、保護者の意識向上を通し
て子どもの歯科口腔に係る健康への意識向
上を図る。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1) 192
母子保健推進連絡会運営
事務

母子保健施策の充実・強化及びこれらの施策の総合的かつ効
果的な推進を目的とし、関係機関・団体との意見交換や重要
事項の連絡又は関係団体間との連絡調整を図るために実施す
る。

母子保健推進連絡会、産前産後サポート部会を各1回ずつ開
催した。

★ ★
　

継続推進 継続して実施していく。 まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1) 193
乳幼児健康診査事後指導
等事業（親子教室事業）
（再掲）

乳幼児健診や母子健康相談などから把握され、個別発達相談
を通して継続して支援が必要と思われる子どもと保護者を対
象に実施する。子どもの年齢や発達的な特徴からグループ分
けを行い、週に１回親子で通室する。各グループの特徴に応
じて、設定保育やグループワーク、学習会を行う。

乳幼児健康診査事後指導事業（親子教室）通室児数のべ223
人。前期５グループ（１歳児２、２歳児３）後期７グループ
（１歳児４、２歳児３）で運営。そのほか「にこにこグルー
プ（１歳６か月児健康診査後フォロー児）」７回コースを６
クール実施。また乳児後期健康診査フォロー児対象の「とこ
とこグループ」７回コースを６クール実施。

★
　

継続推進
子どもの発達状況に合わせた保育、保護者
支援を設定、継続して実施していく。 まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1)
追加
R5-4

低所得の妊婦に対する初
回産科受診料支援事業

低所得の妊婦等に対し、経済的負担を図ると共に必要な支援
につなげることを目的に、妊娠判定に係る初回の産科受診料
について、受診１回につき上限10,000円（年度内２回まで）
を補助する。

初回産科受診料補助実績９件。 ★ 継続推進

引き続き、低所得の妊婦等に対し、初回産
科受診料の補助を行うことにより、経済的
負担の軽減を図ると共に、早期に必要な支
援につなげていく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(1)
追加
R6-3

不妊治療ペア検査費用助
成事業

将来的に子どもを授かることを希望する夫婦を対象に、夫婦
そろって早期に不妊症の検査を受け、必要に応じて適切な治
療を始められるよう、不妊症の検査費用を助成する。

令和６年度申請件数は134件で、全件を承認し補助金を交付
した。また、広報ひらかた掲載を２回行い、制度の周知に努
めた。

★ 継続推進

引き続き、広報やホームページ、SNS等によ
り、不妊症検査費助成制度を必要な方が給
付を受けることができるよう、事業内容の
周知に努める。

保健予防課

Ⅲ-5-(2) 194
枚方休日急病診療所運営
事業

休日の急病に対応するため、休日（土曜夜間、日曜、祝日、
年末年始）の小児科・内科診療を行う。

地域の初期救急医療の確保を図るため、枚方市医師会に委託
し、枚方休日急病診療所で土曜の夜間・休日に診療を実施し
た。（令和６年度診療患者6,012人）

★ ★ ★ ★ 継続推進
引き続き地域の初期救急医療の確保を図る
ため、実施していく。

健康福祉政策課

Ⅲ-5-(2) 195
北河内こども夜間救急セ
ンター運営事業

子どもの夜間の急病に対応するため、365日夜間（診療時
間：午後９時～翌午前７時）の小児科(対象：中学３年生ま
で)診療を行う。

関係大学や医師会の協力のもと、夜間の小児救急を365日実
施できるよう、北河内７市が連携して運営費を負担し、北河
内こども夜間救急センターを運営した。小児救急医療体制の
さらなる充実を目指して、令和６年９月１日より、診療時間
を１時間延長し、午後９時～翌午前７時まで診療を行った。
（令和６年度診療患者5,223人）

　
★ ★ ★ 継続推進

北河内７市や医師会など関係機関が連携
し、引き続き適正な運営を行っていく。

健康福祉政策課
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Ⅲ-5-(2) 196
小児科救急診療(市立ひら
かた病院)

１年365日、24時間体制で小児救急搬送と二次後送の受け入
れを行う。

小児科救急患者数　2,774人
小児二次救急医療に専念し、初期救急医療機関において入院
治療が必要と判断された小児科患者の受け入れを行った。

★ ★ ★ 継続推進 継続して事業を推進していく。 市立ひらかた病院

Ⅲ-5-(2) 197
子ども医療費助成事業
（再掲）

子どもの医療費の一部について助成を行う。15歳年度末まで
の子が対象だったが、令和５年８月受診分より対象年齢を18
歳年度末までに拡大した。

助成件数：777,440件
助成金額：1,779,237,538円

★ ★ ★ 継続推進 現行制度を維持する。 医療助成・児童手当課

Ⅲ-5-(2) 198
ひとり親家庭医療費助成
事業（再掲）

ひとり親家庭等の父又は母や養育者とその養育する児童に対
して、その児童が18歳に達した日以後における最初の３月31
日までの間、その児童とその親等に関する入通院、訪問看護
等の保険診療に係る自己負担分の一部を助成する。（所得制
限あり）

助成件数：91,955件
助成金額：267,056,978円

★ ★ ★ 継続推進 現行制度を維持する。 医療助成・児童手当課

Ⅲ-5-(2) 199
未熟児養育医療給付事業
（再掲）

入院治療を必要とする未熟児に対し、入院費の一部を助成す
る。

助成件数：160件
助成金額：18,701,316円

★
　

継続推進 現行制度を維持する。 医療助成・児童手当課

Ⅲ-5-(2) 200
小児慢性特定疾病医療費
助成制度（再掲）

小児慢性特定疾病で治療が必要な子どもに対し、医療費の一
部を助成する。

令和６年度の申請等受理件数は410件、うち403件について審
査会で認定の可否を審査し、400件を承認した。また、指定
医、指定医療機関の指定申請を受付、指定医７名、指定医療
機関33件を指定した。

助成件数：7,056件
助成金額：145,845,248円

★ ★ ★ 継続推進

引き続き、申請受付から受給者証交付及び
指定までの手続きについて、適正かつ円滑
に進める。また、重症児等支援が必要な
ケースについては、まるっとこどもセン
ターと連携を図り支援につなげていく。

医療助成・児童手当課
保健予防課

Ⅲ-5-(2)
追加
R2-12

障害児歯科健康診査（再
掲）

重症心身障害児・肢体不自由児・医療的ケア児は、感染予防
等の問題により集団で実施している乳幼児健康診査の受診が
難しい状況にあることから、個別で歯科健康診査を受ける機
会を設けることにより、個々に応じた適切な診察、保健指導
を行い、歯科疾患の早期発見、早期治療を促進するととも
に、歯科疾患の予防を図ることで、口腔機能の維持向上を図
る。
健診後も定期的に歯科健診や歯科相談が受けられるよう、か
かりつけ医をもつきっかけづくりとする。

障害児歯科健康診査利用者数　４人 ★ 継続推進

概ね１歳６か月・２歳６か月・３歳６か月
の身体障害児及び長期療養を必要とする児
で、集団乳幼児健康診査の受診が難しい児
を対象に、感染・安全対策を実施しつつ、
継続して事業を推進していく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(2)
追加
R3-14

医療的ケア児等通所支援
事業(再掲)

人工呼吸器の装着等により、日常的に医療的ケアが必要な状
態にある医療的ケア児等の利用可能な通いの場である児童発
達支援及び放課後等デイサービスの利用については、受け入
れに看護師の配置が必要であることから、事業所での看護師
配置に係る費用への助成を通じて受入れ体制の整備を促進
し、既存事業所での受け入れ児童数の増加と新規の受け入れ
事業所の確保を図ることで、医療的ケア児等とその家族への
支援を行う。

医療的ケア児等の通所先である市内1事業所に費用助成を行
い、計７名の医療的ケア児の受け入れにつながった。

★ ★ ★ 継続推進

引き続き児童発達支援及び放課後等デイ
サービス事業所への費用助成を通じて、医
療的ケア児等の受け入れ事業所の確保を図
り、医療的ケア児等とその家族への支援を
実施する。

障害支援課
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Ⅲ-5-(2)
追加
R3-15

医療的ケア児保育支援事
業

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」
（令和３年９月18日施行）により、保育所（園）の設置者等
の責務として、在籍又は利用している医療的ケア児に対し、
適切な支援を行うこととされていることから、保育所（園）
等に在籍する園児が医療的ケアを受けられるよう、看護師も
しくは認定特定行為業務従事者である保育士等を配置するな
ど、受け入れ体制を整える。

看護師等を配置して医療的ケア児を受け入れ、適切な支援を
行った。
受け入れ施設数　３施設（公立１施設、私立２施設）
対象児童数　３人（公立１人、私立２人）

★ 継続推進

翌年度の保育所（園）等への利用調整につ
いて、医療的ケア児を先行して実施し、受
け入れ体制の確保に取り組む。
また引き続き、医療的ケア児の受け入れに
関するガイドラインの策定及び検討会に
て、受け入れに係る検討や連絡体制の構
築、施設等との調整等の体制整備を行う。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課
保育幼稚園入園課

Ⅲ-5-(3) 201
ひとり親家庭相談支援セ
ンターにおける相談支援
事業（再掲）

令和３年度から「ひとり親家庭相談支援センター」を開設。
ひとり親家庭等の自立を支援するため、母子・父子自立支援
員を配置し、生活の安定や自立のための各種相談、貸付事務
等を行い、必要に応じて他の支援機関につなげることによ
り、ひとり親家庭等の総合的・包括的な支援を行う。

相談件数：1,512件（69件）
【内訳】
生活一般701件（25件）
経済的支援・生活援護件331件（21件）
母子生活支援施設入所関係217件（７件）
LINE相談183件（16件）
　　　　※（　）内は父子家庭相談

★
　

継続推進
引き続き母子家庭の母、父子家庭の父の自
立に向けて、支援制度の案内や他機関への
つなぎを行う。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(3) 202
ひとり親家庭自立支援教
育訓練給付金（再掲）

ひとり親家庭の母又は父の就業・自立に向けて、自立支援教
育訓練給付金制度を実施し、就業面における支援を行う。

雇用保険制度などで指定した講座を受講し、修了した後に受
講料の６割（上限20万円）を給付した。
支給件数：10件

★
　

継続推進
国の要綱に基づき、取り組みを継続してい
く。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(3) 203
ひとり親家庭高等職業訓
練促進給付金（再掲）

ひとり親家庭の母又は父の就業・自立に向けて、高等職業訓
練促進給付金制度を実施し、就業面における支援を行う。

看護師等の資格を取得するため養成機関で修業した期間（上
限４年）について、給付金を支給し、修了後就職した場合、
修了支援金を給付した。
支給件数：訓練促進給付金　28件
　　　　　修了支援金　　　９件

★
　

継続推進
引き続き、国の要綱に基づき、取り組みを
継続していく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(3) 204
ひとり親家庭ファミリー
サポートセンター利用支
援事業

ひとり親家庭に対して、ファミリーサポートセンターの利用
料金を助成することで利用を促し、保護者の精神的、身体
的、経済的負担を軽減する。

子どもが中学校に入学するまで、１年度につき10時間分を助
成した。
登録世帯数　43件

★ ★ ★
　

継続推進
引き続き、国の要綱に基づき、取り組みを
継続していく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(3) 205 母子生活支援施設入所

18歳未満の子どもを養育している母が、配偶者からの暴力等
さまざまな事情により、養育が困難な場合、母子ともに安全
で安定した生活を送れるよう保護し、その自立促進のため生
活を支援することで、母子の福祉を図る。

入所世帯数：10世帯
入所児童数：16人

★ ★ ★ ★ 継続推進

施設入所を必要とする母子や入所世帯が安
定した生活を送れるよう、人権政策課や母
子生活支援施設等関係機関と連携してい
く。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(3) 206
市営住宅におけるひとり
親世帯等への入居募集の
実施と府営住宅の案内

市営住宅に空き家が生じた場合はその都度、高齢者・障害
者・ひとり親等の福祉世帯向けとして募集する。また、府営
住宅の募集に係る案内を行う。

市営住宅について、令和６年度は７月に住居５戸の入居者募
集を行った。

府営住宅について、年６回ある総合募集や随時募集等、募集
に係る案内を行った。総合募集の際には、市内14か所にて申
込書の配布を行った。

★ ★ ★ ★ 継続推進

市営住宅について、今後もひとり親家庭を
含む、福祉世帯向け住戸として、継続した
募集を行う。
府営住宅について、年６回ある総合募集や
随時募集等、募集に係る案内を行う。

財産活用課
健康福祉政策課
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Ⅲ-5-(3) 207
ひとり親家庭等日常生活
支援事業

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦が、疾病、冠婚葬祭、
出張等の理由により日常生活を営むのに支障が生じている場
合に、家庭生活支援員を派遣し生活援助や子育て支援を行
う。

委託している介護事業所から家庭生活支援員（ヘルパー）を
派遣して、家事や育児のサポートを行った。
登録世帯：母子54世帯・父子８世帯
派遣回数：母子571回、父子186回

★ ★ ★
　

継続推進
引き続き、国の要綱に基づき、取り組みを
継続していく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(3) 208 法律相談の実施

離婚や養育費に関することなど、日常生活での困りごとにつ
いて、弁護士、認定司法書士による法律相談を実施する。ま
た、ひとり親家庭の生活の安定を図るために養育費の確保や
面会交流等、女性を対象とした弁護士による法律相談を実施
する。

・法律相談件数  　弁護士　　　　 792件
　　  　　　　　　認定司法書士　 513件
・法律相談稼働率　弁護士稼働率       約90.8％
　　　　　　　　　認定司法書士稼働率 約91.9％
【１年度に弁護士相談は１回、認定司法書士相談は２回】

（男女共生フロア・ウィル）女性弁護士による法律相談
　相談件数：95件

★ ★ ★ ★ 継続推進

令和３年度より、面談に加え、電話での法
律相談を開始。今後も継続していく予定で
ある。また、生活相談と交通事故相談を対
象にオンライン相談を試行的に実施。令和
４年度より法律相談にも拡大。

広聴相談課
人権政策課

Ⅲ-5-(3) 209 児童扶養手当（再掲）

ひとり親家庭の児童の健全な育成を図り、生活の安定と自立
の促進を図るため、離婚等によるひとり親家庭等で18歳に達
する日以後の最初の３月31日までの間にある者又は20歳未満
で政令で定める程度の障害にある者を監護する母、父又は養
育者に対して支給する。(所得制限あり)

１月・３月・５月・７月・９月・11月に児童扶養手当を給
付。
令和６年度の児童扶養手当現況届受理件数に対する支給率は
87.56％（令和７年３月末現在における現況届受理者3,135人
のうち支給対象者2,745人、所得超過などで全額支給停止と
なっている者390人）。

★ ★ ★ 継続推進
期日までに現況届を提出し、受給者が適正
に児童扶養手当を受給できるよう、広報・
LINE等で周知徹底していく。

医療助成・児童手当課

Ⅲ-5-(3) 210
ひとり親家庭医療費助成
事業（再掲）

ひとり親家庭等の父又は母や養育者とその養育する児童に対
して、その児童が18歳に達した日以後における最初の３月31
日までの間、その児童とその親等に関する入通院、訪問看護
等の保険診療に係る自己負担分の一部を助成する。（所得制
限あり）

助成件数：91,955件
助成金額：267,056,978円

★ ★ ★ 継続推進 現行制度を維持する。 医療助成・児童手当課

Ⅲ-5-(3) 211
母子父子寡婦福祉資金貸
付事業

母子家庭、父子家庭及び寡婦に対し、その生活の安定と向上
のために必要な貸付を行うことにより経済的自立の助成・生
活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童等の福
祉の増進を図る。

ひとり親家庭の子どもの大学等の学費や入学金等について福
祉資金の貸付を行った。
貸付件数　27件
【内訳】
修学資金：26件（新規４件　継続22件）
就学支度資金：１件

★
　 　

★ 継続推進
引き続き、国の要綱に基づき、取り組みを
継続していく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(3)
追加
R3-18

ひとり親家庭養育費確保
サポート事業

子どもの健やかな成長に必要な養育費を確保するために、相
談や手続きのサポート、費用の補助などを行う「ひとり親家
庭養育費確保サポート事業」として、「取り決め支援」と
「受け取り支援」を実施。

取り決め支援　弁護士相談　47件
　　　　　　　公正証書等作成補助　34件

★ ★ ★ ★ 継続推進

当事者の合意のもと養育費の取り決めが行
われているが、もしも養育費の受け取りが
滞った場合における「受け取り支援」も含
め、引き続き、子どもの健やかな成長に必
要な養育費を確保するための取り組みを進
める。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(4) 212
公共施設などのバリアフ
リー化等の推進

民間事業者によって不特定多数の人が利用する施設を新築、
増築する際に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律」や「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき事
前協議を行い、整備の拡充に向けて指導、啓発を行う。ま
た、公共施設の整備を進めるにあたっては、「大阪府福祉の
まちづくり条例」に基づく設計・施工等を行う。

「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき、10件の事前協議
を行った。また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律」に基づく認定件数は０件であった。
また、教育環境の整備について、市立小学校１校にエレベー
ターを設置した。

★ ★ ★ ★ 継続推進

事前協議や申請時に指導・啓発を行う。
今後も「大阪府福祉のまちづくり条例」に
基づく設計・施工等を実施していく。ま
た、市立小中学校のエレベーター設置に向
けて取り組む。

施設整備課
審査指導課
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Ⅲ-5-(4) 213
交通安全施設整備・生活
ゾーン交通安全対策事業

通学路や未就学児の移動経路に関わる交通安全面の向上を図
るため、歩道柵、車止め、区画線等の交通安全施設の整備を
推進する。また、信号交差点の歩道への車両乗り上げ防止な
どの安全対策に取り組む。

枚方市子ども交通安全プログラム及び地元要望等に基づき、
通学路や未就学児の移動経路などの交通安全対策として、区
画線、道路反射鏡、横断防止柵などの交通安全施設の整備を
行った。

★ ★ ★ 継続推進

引き続き、枚方市子ども交通安全プログラ
ム及び地元要望等に基づき、通学路や未就
学児の移動経路等における交通安全施設の
整備を促進する。

交通対策課

Ⅲ-5-(4) 214 防犯カメラの設置と管理
通学路など市内各所において防犯カメラを設置・運用するこ
とにより、街頭犯罪の未然防止及び犯罪発生時の迅速な対応
等を行う。

1,034台の防犯カメラ及び告知板の設置による抑止効果によ
り街頭犯罪の未然防止へ繋げた。
また、令和６年度中の捜査機関等からの防犯カメラ画像利用
申請は740件あり、犯罪発生時に迅速な対応が行われた。
更に、令和７年４月の既設防犯カメラ一部更新にあわせて14
台の増設を決定した。

★ ★ ★ ★ 継続推進

通学路における危険箇所や地域からの要望
に基づき防犯カメラの増設を行い、枚方市
における街頭犯罪等の未然防止及び発生時
の迅速な対応をより強固なものとする。あ
わせて、犯罪捜査・犯罪抑止・市民の体感
治安の向上の観点と市民全体の将来の費用
負担などを考慮し、警察との協議の上で、
現在の基準の見直しを図り、新設・移設な
ど、より効果的かつ適正な運用を図る。

危機管理政策課

Ⅲ-5-(4) 215
公園等の整備（遊具設置
等）（再掲）

誰もが生き生きのびのびと楽しく過ごすことができる安全・
安心な公園へ整備を進めていくとともに安全面に配慮した遊
具や時計の設置を行う。

公園施設長寿命化計画に基づき、あんご公園、渚栄公園、宮
之阪東公園、宮之阪公園、伊加賀西町東公園、わさ谷公園、
上島北公園、菊が丘南公園、池之宮西公園、香陽公園、長尾
元町公園、藤阪北町公園、釜ヶ谷公園、あかね丘公園、古城
公園について遊具等の更新工事を実施した。

★ ★ ★ ★ 継続推進

公園施設長寿命化計画に基づき、安心安全
な公園へ整備を進め、安全面に配慮した遊
具等の公園施設の更新、改善、設置を行い
取り組みを継続する。

公園みどり課

Ⅲ-5-(4) 216
保育所、幼稚園、小学校
における交通安全教育

交通安全の実技指導や交通安全映画等を通じて、交通安全意
識の向上及び交通事故の減少を目的として、保育所(園)、認
定こども園、幼稚園には交通安全啓発DVDの貸出を、小学校
には交通安全教室を実施する。

交通安全意識の向上及び交通事故の減少のため、保育所
（園）、認定こども園、幼稚園に交通安全啓発DVD、紙芝
居、絵本を貸し出し、小学校で交通安全教室（歩行・自転
車）を実施した。交通対策課で作成した子ども向け交通安全
啓発動画を配信中。

★ ★ ★ 継続推進

保育所(園)、認定こども園、幼稚園に交通
安全啓発DVD、紙芝居、絵本等の貸し出し
を、小学校には交通安全教室（歩行・自転
車）を実施する。

交通対策課

Ⅲ-5-(4) 217
地域安全・安心情報ネッ
トワーク事業

地域の安全・安心を確保するため、登録された市民のパソコ
ンや携帯電話に不審者情報や災害情報等の緊急情報をリアル
タイムに市公式LINEで配信し、地域における安全・安心情報
の共有化を図る。

教育委員会より情報提供のあった不審者情報等について、市
公式LINEにおいて配信した。

★ ★ ★ ★ 継続推進 これまでの取組を継続する。 危機管理政策課

Ⅲ-5-(4) 218
こども110 番の家設置促
進事業

児童を対象とした事件が多発する中で、安心して暮らせる環
境を確保するため、子どもたちが下校途中などに危険な目に
遭遇した時に助けを求めて飛び込める「こども110番の家」
の設置を青少年育成指導員連絡協議会等を通じて推進する。
また、大阪府や事業者と連携し、自動車等による「動くこど
も110番」や「こども110番の店」などの拡大に対して協力し
ていく。

青少年育成指導員連絡協議会等を通じて設置促進に取り組
み、4,243件の世帯・事業者に協力をいただいた。

★ ★ 継続推進
引き続き、大阪府と連携を図りながら、
「こども110番の家」の設置を推進し、地域
における見守り活動への支援に取り組む。

子ども青少年政策課
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Ⅲ-5-(4) 219 青色防犯パトロール事業

多発する子どもや学校を狙った犯罪をはじめ、ひったくり等
の街頭犯罪を未然に抑止するため、職員が青色回転灯を装備
した公用車(青色防犯パトロールカー)で巡回パトロールを行
う。また、校区コミュニティ協議会等における青色防犯パト
ロールを推進する。

青色防犯パトロールカーを使用した職員による、市内の巡回
パトロールは264回実施された。
また、地域においては、コミュニティ協議会等12団体が、各
校区を中心にパトロールを実施された。

★ ★ ★ ★ 継続推進

職員による巡回パトロールについてはこれ
までの取り組みを継続するが、校区コミュ
ニティ協議会等に対する青色防犯パトロー
ルを導入初年度を対象とした「青色防犯パ
トロール補助金」については、平成25年度
を最後に活用がない状況であるため、補助
金のあり方について検討が必要であること
から、校区コミュニティ協議会に対して補
助制度周知も兼ねたアンケート調査を実施
し、人員不足・担い手の高齢化やランニン
グコストが課題であることが判明した。導
入経費を対象とした当該補助金については
一定役目を終えたとの認識から、サンセッ
ト時に廃止も含め改めて検討を行う。

危機管理政策課

Ⅲ-5-(4) 220
青少年の健全育成事業
（再掲）

青少年育成指導員が地域での青少年問題に関する相談活動、
街頭における青少年の指導、啓発・広報活動を行う。

青少年育成指導員を対象に校区代表者会議を10回開催すると
ともに、統一パトロールを３回、少年非行・被害防止街頭啓
発キャンペーンを実施し、それらを通じて相互の情報交換及
び非行防止等の啓発を行った。

★ ★ 継続推進
今後も、各校区の青少年育成指導員と連携
を図り、青少年育成活動を推進する。

子ども青少年政策課

Ⅲ-5-(4) 221
不慮の事故防止に関する
情報提供及び教育

妊娠届出時に配付する母子健康手帳副読本や乳幼児健診で配
布するパンフレットを活用し、事故予防に関する情報を提供
する。また、乳幼児健診や地域で実施する健康教育において
事故予防の啓発を行うなど、まるっとこどもセンターの各種
事業を通じて事故予防に関する情報提供と啓発に努める。

４か月児健診・２歳６か月児健診において事故予防啓発パン
フレットを配付（配付数4,689人）。また、親子教室だより
(年１回配付　46人）やファミリーサポートセンター提供会
員養成講座等にて、事故予防の健康教育を実施。（年３回
受講参加人数41人）
子どもだけを置いて外出するなどの危険を防止するための啓
発媒体を乳幼児健診にて配付（配付数9,636人）
また、子育てサロン等で事故予防の周知を行った。

★ ★
　

継続推進

乳幼児健康診査を通じて、子どもの事故予
防や、子どもだけを置いて外出する危険性
を周知するとともに、デジタルサイネージ
等の活用など新たな方法で周知をする。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-5-(4) 222
ＡＥＤ（自動体外式除細
動器）管理運営事業

学校において、AED(自動体外式除細動器)を必要な時に活用
できるよう適切な管理及び教職員の救命講習の実施を推進す
る。

教職員への救命講習及び中学校の保健体育の授業でも訓練用
AEDを活用した。
教職員へ応急手当普及員再講習会の受講を促し、29名の参加
があった。
「胸骨圧迫とAEDの取り扱いに特化した救命講習」“ＰＵＳ
Ｈ～いのちの授業”を小中学校で実施した。

　
★ ★ 継続推進

学校でのAEDを適切に活用できるよう、教職
員の救命講習及び小中学校での“救命入門
コース”“救命入門コースジュニア”の実
施を継続する。

学校支援課
支援教育課

Ⅲ-5-(4)
追加
R2-17

キッズ・ゾーンの設置

保育施設における児童の園外活動時の安全を確保するため、
関係課と連携を図りながら、散歩コース箇所等にキッズ・
ゾーン等の文字を塗装する路面標示や視線誘導標の設置によ
り、自動車等の運転手等に注意喚起を図るとともに、当該地
域におけるキッズ・ゾーン設定についての周知に取り組む。

令和４年度に光の峰保育園・第二光の峰保育園周辺地域を
キッズゾーンに設定し、令和５年度に効果検証のためアン
ケート調査を実施した。又、キッズ・ゾーンの周知拡大のた
め、市民対象にスマホアンケートを実施した。令和６年度は
市ホームページや市公式SNSで周知を行った。

★ 継続推進
アンケートの結果をもとにキッズ・ゾーン
の周知を行い、児童の安全確保を図る。

私立保育幼稚園課
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Ⅲ-5-(4)
追加
R2-18

「新しい生活様式」に対
応した教育、保育及び療
育の実施

市立幼稚園、保育所等及びひらかた子ども発達支援センター
において、感染防止に努める。
また、民間の幼稚園や保育所（園）と各施設で取り組んでい
る感染防止対策や課題について、情報共有や意見交換を行
い、市内の公私立の幼稚園や保育所等の子どもが通う施設
が、より安全かつ安心な環境で教育、保育及び療育が受けら
れるよう、取り組む。

市立幼稚園、保育所（園）等において、必要に応じて施設・
備品等の消毒を行い、感染防止対策に努めた。重症化リスク
が高い基礎疾患を有する子どもが通所するひらかた子ども発
達支援センターにおいては、新型コロナウイルス感染症が5
類に位置付けられた令和５年５月８日以降も、保護者等にマ
スク着用や手指消毒等の協力を呼びかけるなど、感染予防対
策を実施した。

★ ★
　

継続推進

今後も市立幼稚園、保育所（園）等につい
て、感染防止対策に努める。
また、重症化リスクが高い基礎疾患を有す
る子どもが通所するひらかた子ども発達支
援センターにおいても、マスク着用は任意
となるが、手指消毒等を呼びかけるなど、
引き続き、感染防止対策を行っていく。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課

ひらかた子ども発達支援センター

Ⅲ-5-(4)
追加
R2-19

市立保育所への防犯カメ
ラの設置

防犯カメラの設置について、近年子どもをめぐる事件、事故
が続いていることから、防犯対策を強化する観点で公立保育
所・小規模保育施設に令和2年度に設置する。

設置した防犯カメラを適正に運用した。 ★ ★ 継続推進 今後も引き続き防犯対策の強化に努める。 公立保育幼稚園課

Ⅲ-5-(4)
追加
R2-20

児童・生徒の安全対策

①杉中学校に通学する生徒のうち、通学の距離及び安全面か
らバス通学が必要と認められる生徒の保護者に対して遠距離
生徒通学費補助金を交付する。
②ホイッスル型の見守り端末を児童・生徒が携行し、民間事
業者が提供する広域見守りサービスを活用した事業を実施す
る。。

①令和６年度は、申請のあった生徒の保護者に対して、補助
金を交付した。
②通学路の安全見守りサービス「オッタデ！」の、導入校に
あたっては、希望する児童を対象に見守り端末を配付した。

★ ★ 継続推進

①引き続き、杉中学校の対象の保護者に対
して同補助金を交付していく。
②引き続き、通学路上の安全・安心を高め
る取り組みとして、同サービスを運用して
いく。

新しい学校推進課

Ⅲ-5-(5) 223
帰国児童等に対する教育
指導員派遣事業

小・中学校においては、日本語及び教科の学習支援や学校生
活における相談を行う教育指導員を派遣し、一人ひとりの状
況に応じた支援を行う。

21人の児童・生徒に対し、13人の教育指導員を派遣した。 ★ ★ 継続推進
継続して日本語及び教科の学習支援や学校
生活における相談を行う。

支援教育課

Ⅲ-5-(5) 224 多文化共生教育研究事業
市立学校園における人権教育の推進を図るため、多文化共生
教育推進研究事業を実施する。

学校園における在日外国人教育・国際理解教育において、講
演会・学習会等を通して、様々な研究推進活動が実施でき
た。

★ ★ 継続推進 継続して、多文化共生教育を推進する。 支援教育課

Ⅲ-5-(5) 225 日本語・多文化共生教室

日常生活において、日本語の読み書きや会話に困っている方
を対象に、学習の場を提供することを目的として、６カ所の
生涯学習市民センターにて「枚方市日本語・多文化共生教
室」を開催する。

生涯学習市民センター６カ所にて実施した令和６年度「枚方
市日本語・多文化共生教室『よみかき』」は、延べ実施回数
564回、延べ参加人数2,166人。

★ ★ ★ ★ 継続推進
日常生活において、日本語の読み書きや会
話に困っている方に必要な情報が的確に届
くよう広報に努め、学習者の増加を図る。

教育政策課

Ⅲ-6-(1) 226
母子健康相談事業（再
掲）

妊産婦及び乳幼児の保護者を対象に、子育てや子どもの発育
発達に関する不安や悩みを相談できるよう、保健師、栄養士
などが健康相談を実施する。乳幼児健康相談では、生涯学習
市民センター等身近な地域において身体計測や保健師・栄養
士による保健指導を行う。また、自宅からでも相談ができる
よう妊婦オンライン相談やオンライン栄養相談を実施する。
個別相談において心理相談員が予約制で個別の発達相談を実
施する。

母子電話来所相談744件。
乳幼児健康相談はまるっとこどもセンターと生涯学習市民セ
ンター等６か所で開催（年44回　延べ1,014人）。まるっと
こどもセンターの移転に伴い、北部支所内で予約制育児相談
を開始。相談人数　107人。
妊婦オンライン相談10件、個別相談件数1,300件、母乳相談
人数371人,予約制オンライン栄養相談７件、子どものお口と
食事の相談会65件。

★ ★
　

拡充

乳幼児健康相談について、栄養相談も予約
制を撤廃し、気軽に利用いただけるよう、
体制の充実を図る。また、令和６年度より
試行実施していたオンライン栄養相談につ
いて本格的に実施する。

まるっとこどもセンター
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Ⅲ-6-(1) 228
ひらかた健康ほっとライ
ン２４（再掲）

子育てや出産、健康、医療に関する電話相談窓口を設置。医
師、看護師等が相談に応じる。24時間・365日対応。

相談件数は主に、気になる身体の症状に関する相談が7,824
件、治療中に関する相談が4,893件、ストレス･メンタルヘル
スに関する相談が3,646件。

★ ★ ★ ★ 継続推進
医療の安全と信頼を高め、市内の医療機関
における患者サービス及び医療の質の向上
のため迅速に対応する。

保健医療課

Ⅲ-6-(1) 229 育児相談事業（再掲）
保育所(園)や幼稚園、認定こども園において、地域の子育て
中の保護者からの育児に関する相談に対し、各施設の職員が
相談に応じる。

各施設で育児相談に応じた。相談内容は、しつけ・食事・遊
び等。（公立保育所で419件。私立保育所（園）、認定こど
も園計4,251件）

★
　

継続推進

各保育所（園）や幼稚園、認定こども園に
おいて、地域の子育て中の保護者からの離
乳食相談や遊び方等、育児に関する相談に
対し、各施設の職員が相談に応じており、
これまでの取り組みを継続する。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(1) 231

母子訪問指導事業（乳児
家庭全戸訪問、養育支援
訪問事業に含む）（再
掲）

家庭訪問により、妊産婦及び乳幼児の保護者の子育てに関す
る相談に応じ、子どもに対する理解を深め、疾病の予防や母
と子どもの健康の保持増進に努める。また、地域で孤立して
いる母親の育児不安の解消などに対して、生活の場である家
庭でよりていねいな個別支援を行うことで、安心して健全な
子育てができるよう支援する。周産期からのハイリスク母子
を確実に把握し、早期より予防的に支援を開始する対策を充
実させるために、医療機関等関係機関との連携を図る。

委託契約をしている助産師が訪問した件数と保健師等が訪問
した延べ件数7,737件、うち乳児家庭全戸訪問実施件数2,428
件。市立ひらかた病院産科との連携により、産婦の入院中に
病棟で保健師が面接を実施（20件）。

★ ★
　

継続推進

引き続き、伴走型相談支援の中で、産婦・
新生児・乳児訪問を実施し、適宜、関係機
関と連携を図りながら、ていねいな個別支
援を行っていく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(1) 232
育児支援家事援助事業
（養育支援訪問事業に含
む）（再掲）

育児支援が必要な家庭や育児困難な家庭に対し、訪問によっ
て育児や家事援助を実施することによって家庭での安定した
養育環境を目指す。

13世帯（延べ130回） ★
　

継続推進
本事業による支援が必要な家庭を的確に把
握し、本事業につなげるよう努める。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(1) 233 未熟児等の保健事業

出生体重2,500g未満の児に対して訪問指導等を実施する。ま
た、未熟児を養育する保護者が有する育児不安の解消などの
ために「未熟児教室」を開催する。あわせて、未熟児養育医
療給付事業[再掲]を実施する。

未熟児訪問件数　388件
講演会と交流会を合わせた教室の開催１回（参加人数４組10
人）

★
　

継続推進
感染・安全対策を実施しつつ、継続して事
業を推進していく。

医療助成・児童手当課
まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(1) 234
家庭児童相談事業（再
掲）

18歳までの子どもと家族のさまざまな相談に、専門相談員が
対応し、カウンセリングやプレイセラピーなどを行う。児童
虐待等子どもに関する問題の増加や複雑化等から、体制の充
実及び専門的技術の向上を図る。

相談対応延べ件数　6,833件 ★ ★ ★ 継続推進
引き続き、子どもと家族のさまざまな相談
対応できるよう、専門的技術の向上を図
る。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(1) 235
ひとり親家庭相談支援事
業

特にひとり親などが24時間365日いつでも気軽に子育て等に
関する相談ができ適切なアドバイスを得られるように電話に
よる相談事業を委託実施する。

相談件数：210件 ★ ★ ★ 継続推進
引き続き、継続して電話相談事業を実施す
る。

まるっとこどもセンター
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Ⅲ-6-(1) 236
心の教室相談員配置事業
（小学校）（再掲）

小学校の相談体制の充実を図るため、「心の教室相談員」を
配置し、児童や保護者の悩みや課題の解決に資する。

年間総派遣回数：1,626回、　　全相談件数　14,474件 ★
　

継続推進
小学校の相談体制の充実を図るため、「心
の教室相談員」を配置し、児童や保護者の
悩みや課題の解決をめざす。

児童生徒課

Ⅲ-6-(1) 237
スクールカウンセラー配
置事業（小中学校）（再
掲）

小中学校における相談体制の充実を図るため、スクールカウ
ンセラーを配置し、児童生徒や保護者、教職員の悩みや課題
の解決に資する。

全19中学校と６小学校に配置されていたスクールカウンセ
ラーを、全19中学校と全44小学校に拡大配置し、スクールカ
ウンセラーが、児童・生徒、保護者及び教職員からの相談を
積極的に受けた。
相談件数：9,997件

★ ★ 継続推進
中学校における相談体制の充実を図るた
め、スクールカウンセラーを配置し、生徒
や保護者の悩みや課題の解決をめざす。

児童生徒課

Ⅲ-6-(1) 238
子どもの笑顔守るコール
事業（一般教育相談、い
じめ専用）（再掲）

幼児・児童・生徒が抱える諸問題の解決や早期発見、早期対
応を図るため、総合電話窓口「子どもの笑顔守るコール」
（「いじめ専用ホットライン」と「教育安心ホットライ
ン」）を設置し、電話による教育相談を実施する。

相談対応延べ件数：214件
電話相談実施日数：236日

★ ★ ★ 継続推進
子どもが抱える諸問題の解決や早期発見、
早期対応を図るため、総合電話窓口を設置
し、電話による教育相談を実施する。

児童生徒課

Ⅲ-6-(1) 239
教育相談事業（支援、一
般、不登校）（再掲）

教育相談員を配置し、保護者や幼児・児童・生徒からの教育
や学校生活上の問題に関する相談を受け、適切なアドバイス
を行う。また、必要に応じて、面談による継続的なカウンセ
リングを実施する。

相談対応延べ件数：1,475件 ★ ★ ★ 継続推進

継続して、教育相談員を配置し、保護者や
幼児・児童・生徒からの教育や学校生活上
の問題に関する相談を受け、適切なアドバ
イスを行う。

児童生徒課

Ⅲ-6-(1) 240
ひきこもり等子ども・若
者相談支援事業（再掲）

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターにおいて、おお
むね15歳から39歳までのひきこもり・ニート・不登校等の子
ども・若者やその家族等の相談に応じ、継続して対応方法や
社会的自立に向けた支援を進めるとともに、必要に応じて、
枚方市子ども・若者支援地域協議会と連携し、適切な支援機
関につなげるよう支援を行う。

相談支援延べ件数　3,800件
（うち来所相談：1,759件、電話相談：1,097件
居場所支援：524件、家族の会：69件　訪問：42件
機関連携：254件　　その他　55件）
枚方市子ども・若者支援地域協議会
実務者会議：６回
代表者会議：１回

★ 継続推進

引き続き、ひきこもり等の子ども・若者と
その家族への相談支援を行うとともに、
「枚方市子ども・若者支援地域協議会」の
ネットワークを活用し、適切な支援が届け
られるよう事業を進める。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(1) 241
青少年サポート事業（再
掲）

悩み(いじめ、不登校、人間関係等）を抱える、あるいは、
引きこもりの状態であるなど、青少年のさまざまな問題の早
期解決に資するため、青少年や保護者が気軽に相談に行ける
「青少年相談」やサポート講座を実施する。

相談件数58件（面接相談36件　電話相談22件）
サポート講座…「思春期世代の成長課題を一緒に考えようー
不登校、ネットやゲームー～自立に向けて自律を支えるには
～」（参加人数８人)

★ ★ 継続推進

悩み(いじめ、不登校、人間関係等）を抱え
る、あるいは、引きこもりの状態であるな
ど、青少年のさまざまな問題の早期解決に
資するため、青少年や保護者が気軽に相談
に行ける「青少年相談」やサポート講座を
実施する。

子ども青少年政策課

Ⅲ-6-(1) 242 障害者相談支援事業
市内8か所の事業所で、障害児に対する福祉サービスや社会
資源の利用に関する相談、情報提供を行う。

障害者相談支援センターの相談件数は14,858件、地域活動支
援センターの延べ利用者数は36,010人。

★ ★ ★ 継続推進
相談支援、地域活動支援センターともに継
続して実施する。

障害企画課
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Ⅲ-6-(1) 243
身体障害児及び長期療養
児等療育指導事業（再
掲）

身体障害児及び長期療養児に対し、医師など専門職による健
康診査及び相談を行う。また、在宅指導が必要な児に対し
て、保健師等が訪問指導を行い、相談に応じる。

専門相談実施回数35回。利用延人数43人（小児整形外科３
人、歯科２人、理学療法４人、作業療法３人、言語聴覚４
人、心理27人）。

★ ★ ★ 継続推進
感染・安全対策を実施しつつ、継続して事
業を推進していく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(1) 244
医療的ケア児等コーディ
ネーターの配置

医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期入院した後、
退院後も引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たん吸引
や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児等（医療的ケア
児等）が地域において必要な支援を受けながら安心して生活
し続けることができるよう、多様化する医療的ケア児等の
ニーズを的確に把握し、関係機関との連携調整を行うための
体制を整備し、きめ細やかで適切な支援につなぐため、それ
らをコーディネートする役割を果たす医療的ケア児等コー
ディネーターを配置する。

（活動実績）
サービス利用相談対応のほか、退院調整、病状把握、通学支
援、進路相談、関係機関との調整・カンファレンスなどを実
施。

実利用者数 13名
利用回数 延べ 54回

★ ★ ★ 継続推進

医療的ケアが必要な障害児等の支援ニーズ
や家族からの相談を受け止めるとともに、
医療、保健、教育、保育、福祉等の支援や
サービス等の利用について、総合的にコー
ディネートする体制を継続する。

障害支援課

Ⅲ-6-(1)
追加
R4-5

出産・子育て応援事業
（再掲）

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・育児ができること
を目的とし、国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活
用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる
「伴走型相談支援」と経済的支援として「出産・子育て応援
ギフト」の支給を一体的に実施する。

出産応援ギフト（妊婦１人につき５万円）：2,176件
子育て応援ギフト（子ども１人つき５万円）：2,154件 ★ ★ 終了

「出産・子育て応援事業」は令和７年度よ
り「伴走型相談支援」が「妊婦等包括相談
支援事業（伴走型相談支援）」として児童
福祉法に、「出産・子育て応援ギフト」が
「妊婦のための支援給付」として子ども・
子育て支援法に位置付けられたことにより
終了となった。引き続き、妊娠届出時面談
や妊娠期アンケート、妊婦オンライン面
談、産後の新生児・乳児訪問等の伴走型相
談支援と経済的支援を効果的に組み合わせ
て実施していく。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(1)
追加
R6-5

児童相談所設置に向けた
取組

虐待はもとより、子どもやその保護者への緊急かつより専門
的な対応を本市で一貫して行えるよう、本市独自の児童相談
所の設置に向けた準備を進める。

令和12年度設置までのスケジュールを明記したロードマップ
を作成した。

★ ★ ★ 拡充
令和７年度に基本計画を策定するととも
に、児童相談所及び一時保護施設の運営に
必要な職員の確保・育成に取り組む。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(2) 245
ふれあいルーム事業（再
掲）

市立図書館の集会室等において、親子の交流の場であり、本
とのふれあいの場でもある「ふれあいルーム」を市民グルー
プの運営により実施する。

図書館及び生涯学習市民センターなど８施設において、11団
体が開設した。ふれあいルームを利用した延べ人数4,810
人。

★
　

継続推進

地域子育て支援拠点等にふれあいルームの
紹介チラシを設置するほか、保育所（園）
等利用申し込みの窓口に各ふれあいルーム
をＰＲするポスターを設置する。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(2) 246 地域子育て支援拠点事業
公私立保育所（園）、サプリ村野、教育文化センター、ファ
ミリーポートひらかたで実施している地域子育て支援拠点事
業を、地域バランスを考慮しながら拡充する。

私立保育所（園）４か所、私立認定こども園３か所、公立保
育所３か所、ファミリーポートひらかた、すこやか広場きょ
うぶん、広場さぷりの計13か所において、子育て親子の交流
の場の提供、相談、援助の実施、地域の子育て関連情報の提
供、講習等を実施した。

★
　

拡充

中部と東部に１か所ずつ新たに地域子育て
支援拠点を開設し、合計15か所でこれまで
の取り組みを継続する。
また、南部エリアにおいて拠点の整備を検
討する。

私立保育幼稚園課
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Ⅲ-6-(2) 247
私立幼稚園における預か
り保育等の特色ある子育
て支援

私立幼稚園において、預かり保育や未就園児親子登園、教育
相談、カウンセリング等を実施し、特色ある子育て支援の充
実を図る。

私立幼稚園（私学助成園）の預かり保育は５園で、毎日２時
間以上実施した。また、夏季休業期間にも実施した園も多
かった。
未就園児の親子教室や定期的な子育て相談、教育相談、園庭
の開放、カウンセリング等の行事も実施した。

★
　

継続推進 引き続き、預かり保育等を実施する。 私立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(2) 248
幼稚園等幼児教育充実事
業

配慮を要する幼児のために職員を加配する市内の私立幼稚園
等の設置者に対し交付することにより、私立幼稚園等に通う
幼児の健やかな成長を支援するとともに、幼児教育の充実を
図ることを目的とし、私立幼稚園及び認定こども園に対し、
幼児教育充実事業として支援を行う。また、市立幼稚園にお
いて、地域の幼児教育センターとしての役割が果たせるよ
う、幼児に豊かな心を育む多様な体験の提供など取り組みの
充実を図る。

市内全６幼稚園にて見学会を実施し、市立幼稚園の施設や保
育内容について広く周知できる機会をつくった。また、園開
放や幼児教育教室に参加する保護者からの育児相談に応じ、
発達や親子関係の悩み、また幼稚園選びの相談などにも応じ
た。
枚方市私立幼稚園等幼児教育充実事業補助金として、配慮を
要する幼児のために職員を加配する私立幼稚園等15園に対
し、補助金を交付した。

★
　

継続推進

幼児教育の充実を図ることを目的とし、小
学校へのなめらかな接続をめざした幼小連
携の推進や、幼児に豊かな心を育む多様な
体験の機会の提供、また、地域の幼児教育
のコーディネーター的な役割が果たせるよ
う、小学校・私立幼稚園・認定こども園・
公私立保育所（園）等と連携を図るととも
に、未就園児親子が参加できるイベントや
子育て講座の開催、育児相談等に取り組
む。(公立幼稚園)
引き続き、私立幼稚園等において、「支援
教育学校園支援事業（幼稚園巡回相談）」
を活用等しながら配慮を要する幼児に職員
を加配することで、幼児の健やかな成長と
学びを支援するとともに幼児教育全般の充
実を図る。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(2) 249
一時預かり事業（一般
型・幼稚園型）

保護者の傷病や就労等に伴う緊急・一時的な保育需要及び育
児疲れの解消等を目的とした利用や短時間就労により、保育
が困難な児童の受け入れを実施し、保育所(園)等への入所を
待つ待機児童の解消の一助とする。また、公私立幼稚園、認
定こども園(１号)において、保護者の就労や傷病等により保
育が困難な幼児の一時預かりを教育時間外に実施する。

子どもを保育所（園）で預かる一時預かり日単位(保護者の
非定型就労・緊急・育児疲れなどのリフレッシュの場合：延
べ13,540人)や一時預かり月単位（保護者のパート就労など
の場合：延べ6,651人）、就労応援型預かり保育（延べ2,991
人）を私立保育所（園）16か所で実施した。
公立幼稚園６か所、私立幼稚園４か所、認定こども園（１
号）14か所で、在園児の預かり保育（延べ209,976人）を実
施した。

★
　

継続推進

引き続き、リフレッシュ目的で一時預かり
を利用する際に２日分無料で使える券（リ
フレッシュ券）を配付し、在宅で子育てさ
れている家庭の負担軽減を図るとともに、
利用促進につなげる。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(2) 250
子育て短期支援事業
（ショートステイ・トワ
イライトステイ）

保護者の病気、出産、夜間勤務など家庭での子どもの養育が
一時的に困難な場合や育児不安や育児疲れ等のリフレッシュ
のために一時的に子どもを児童養護施設等において預かり養
育・保護を行う。平成16年度から市内に「ファミリーポート
ひらかた」が開設され、その他市外に利用可能な施設が10か
所ある。

利用延べ日数：852日 ★ ★
　

継続推進 引き続き、利用希望に添えるよう努める。 まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(2) 251 保護者の交流の場の設定
サプリ村野及び教育文化センターの子育て支援広場におい
て、子育てサークルの紹介や、サークル活動の場を提供する
ことにより、保護者の主体的な活動を支援する。

各子育て支援広場において、子育てサークルの紹介や、サー
クル活動の場を提供することにより、保護者の主体的な活動
を支援した。
サークル活動利用延べ人数は124人

★
　

継続推進
引き続き、各子育て支援広場において、保
護者の主体的な活動を支援していく。

私立保育幼稚園課
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Ⅲ-6-(2) 252
地域子育て支援会議運営
事業

地域子育て支援拠点を中心として「地域子育て支援会議」を
運営し、保育所、保健センター、子ども家庭サポーター、主
任児童委員等との連携を図り、子育て支援のネットワークの
拡大を図る。

全13地域子育て支援拠点で、地域連携を図るための「地域子
育て支援会議」を延べ36回開催した。

★
　

継続推進
地域の実情に合った支援を行うため、各関
係機関との連携をより一層深める会議の運
営を図る。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(2) 253 総合的教育力活性化事業

中学校区を単位として地域教育協議会(すこやかネット)を設
置し、学校・家庭・地域の協力により、フェスティバル、講
演会、スポーツ大会、夜間パトロールを実施するなど、子ど
もの健全育成に努める。

地域協議会での実施できる取組が令和５年度と比べて増え
た。地域の実情に合わせて工夫を凝らしながら実施する地域
協議会が増えた。大人のネットワークを拡大する取組や子ど
も(中学生)が参画する取組に関しては増加傾向にあり、子ど
もの様々な体験活動の機会や場を提供し、「子どもの生きる
力」と「地域力」を育むための事業を推進している。その一
方で、地域における地域教育協議会委員のなりて不足等によ
る影響で、令和７年度について活動の実施予定がない地域教
育協議会もある。

★ 継続推進
中学校区を単位とした地域教育協議会で、
子どもの健全育成のための各種事業を進め
る。

支援教育課

Ⅲ-6-(2) 254
多胎児家庭育児支援の拡
充

多胎児を養育している世帯に対し、多胎児が３歳に達する日
の前日まで、ホームヘルパーの派遣やファミリーサポートセ
ンターの利用料助成を行う。

①ホームヘルパー派遣
利用回数：111回　登録人数：62世帯
②ファミリーサポートセンター利用料補助
利用回数：144回　登録人数：59世帯

★
　

継続推進

登録者増加に向けて、地域子育て支援拠点
や図書館等で実施しているふれあいルー
ム、保育所（園）等利用申し込みの窓口等
で、本事業の対象となる多胎児親子へ個別
に事業を紹介する。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(2)
追加
R5-5

点数優先方式による利用
調整の導入

令和４年度以前は「希望園優先方式」により利用調整を行っ
ていたが、令和５年度より利用調整の大幅な見直しを行い、
「点数優先方式」による利用調整を導入する。点数の高い児
童＝保育の必要性の高い児童とみなし、より保育の必要性の
高い児童が優先的に保育所へ入所できるよう利用調整を行
う。

令和６年度４月入所の利用調整より、きょうだいが在園する
園を希望する場合、利用調整において加点を行うように見直
しを行い、きょうだいが別園に通うことによる保護者の負担
軽減を図った。
なお、令和６年４月入所における１次利用調整で、きょうだ
いが在園している園を希望する児童のうち内定となった児童
の割合は83％であった。

★ 継続推進

きょうだいが在園している園への転園を希
望する場合に、転園申請の際に設けられて
いる基礎指数の上限を撤廃する等、より
きょうだいが同じ施設に通いやすくなるよ
う利用調整方法の見直しを行い、保護者の
負担軽減に努める

保育幼稚園入園課

Ⅲ-6-(2)
追加
R6-7

サポートプランの作成
妊産婦や子ども、子育て世帯のニーズを的確に把握し、現状
や必要な支援を整理・可視化する「サポートプラン」を作成
し、本人の主体的な生活の後押しを図ります。

妊産婦や子ども、子育て世帯のサポートプランを137件作成
した。

★ ★ ★ ★ 拡充

目標作成数1,000件の達成に向け、ツールの
活用や職員の役割明確化を図り、プランに
基づいた支援がより多くの家庭に確実に届
く体制づくりを進めていきます。

まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(3) 255

子育て応援アプリ「スマ
イル☆ひらかたっ子」を
活用した情報発信（再
掲）

子育て世代が気軽にかつ必要なときに情報が入手できるよ
う、スマートフォンの機能を活用したアプリにより、子ども
の年齢や居住地域に応じた子育てイベントや健診などの情報
をきめ細やかに発信する。また、アプリの予防接種スケ
ジュールの自動管理機能を活用することで、予防接種の受け
忘れの防止や、スケジュール管理の負担軽減につなげる。

枚方市子育て応援アプリ「スマイル☆ひらかたっ子」で子育
てイベント、予防接種、及び健康診断等の子育て支援情報を
発信した。令和６年度末登録数13,538人。

★
　

継続推進
アプリの機能を活用したより効果的な情報
発信に取り組む。

私立保育幼稚園課
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Ⅲ-6-(3) 256 母子健康手帳等交付事業

妊娠届出時に、妊娠・出産・子どもの成長、健康診査や予防
接種の記録ができる母子健康手帳を交付する。また、支援が
必要な妊婦を早期に把握できるよう、保健師・助産師が全妊
婦への面接相談等を行う。併せて、自分の住んでいる住所地
を担当する保健師の名前や、妊娠や出産、子育てに関する相
談先の情報が一目でわかるマグネットを配付する。

妊娠届出数2,188件、マグネット配付数2,399枚。
妊娠届出の受付については、基本的にLogoフォームによる予
約制で実施。また、ぴったりサービスによる妊娠届出も導入
している。母子健康手帳等の交付については、保健師・助産
師による対面形式で実施。低所得の妊婦を対象に産科初回受
診料の助成事業を開始(助成件数９件）。

★
　

継続推進 継続して実施していく。 まるっとこどもセンター

Ⅲ-6-(3) 257 子育て情報発信事業
印刷物の配布や、市ホームページにおいて子育てイベントに
関する情報を提供するイベントカレンダーの活用により、子
どもの成長段階に応じた子育て情報を提供する。

出生直後から就学までの子育て支援情報を掲載する「ひらか
た子育て応援ナビ」について、新生児家庭及び就学前の転入
家庭に配布した。地域子育て支援拠点のイベントをホーム
ページのイベントカレンダーに随時掲載した。

★
　

継続推進
子育て家庭に情報が届きやすいよう、ホー
ムページの充実を図る。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(4) 258
一時預かり事業（一般
型・幼稚園型）（再掲）

保護者の傷病や就労等に伴う緊急・一時的な保育需要及び育
児疲れの解消等を目的とした利用や短時間就労により、保育
が困難な児童の受け入れを実施し、保育所(園)等への入所を
待つ待機児童の解消の一助とする。また、公私立幼稚園、認
定こども園(１号)において、保護者の就労や傷病等により保
育が困難な幼児の一時預かりを教育時間外に実施する。

子どもを保育所（園）で預かる一時預かり日単位(保護者の
非定型就労・緊急・育児疲れなどのリフレッシュの場合：延
べ13,540人)や一時預かり月単位（保護者のパート就労など
の場合：延べ6,651人）、就労応援型預かり保育（延べ2,991
人）を私立保育所（園）16か所で実施した。
公立幼稚園６か所、私立幼稚園４か所、認定こども園（１
号）14か所で、在園児の預かり保育（延べ209,976人）を実
施した。

★
　

継続推進

引き続き、リフレッシュ目的で一時預かり
を利用する際に２日分無料で使える券（リ
フレッシュ券）を配付し、在宅で子育てさ
れている家庭の負担軽減を図るとともに、
利用促進につなげる。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-6-(4) 259
ファミリーサポートセン
ター事業

育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者が相互援
助活動を行うファミリーサポートセンター事業において、会
員組織の活動をより一層推進するため、会員増に努めるとと
もに、フォローアップ講座の実施などにより活動しやすい体
制を作る。

依頼会員数3,249人、提供会員数386人、両方会員数84人が登
録し、延べ6,736件の相互援助活動を行った。また、２歳未
満の乳幼児の保護者を対象としたファミリーサポートセン
ターの無料体験も行った。
さらに、校区コミュニティ協議会に依頼し、提供会員養成講
座のポスターを地域の掲示板に掲示してもらい、提供会員増
加につなげた。

★ ★
　

継続推進
無料体験事業の積極的な周知を通じて、会
員数の増加に取り組む。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1) 260 通常保育事業

平成31年４月１日現在、認可保育所53か所、定員数6,355
人、認定こども園10か所、定員735人である。すべての子ど
もが安心して質の高い保育を受けることができるよう、保育
の質の向上のための取り組みなど子育て環境の充実を図る。

令和６年４月１日現在、受入児童数7,897人(定員数7,421
人)。国の定義に基づく待機児童数は０人、希望する施設を
利用できていない児童数は218人となった。

★
　

継続推進
待機児童の状況や今後の保育ニーズに対応
し、通年の待機児童ゼロの早期実現に向け
て取り組む。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1) 261 待機児童対策の推進

通年での待機児童解消に向け、私立保育所（園）の増改築等
や、私立幼稚園から認定こども園への移行などにより、保育
所等の入所枠の拡大を図るとともに、臨時保育室の整備など
の取り組みを進める。

令和４年４月１日は北部エリアで国の定義に基づく待機児童
数が９人、希望する施設を利用できていない児童数は265人
であったが、令和５年４月にくずは光の子臨時保育室を開設
するなど、様々な待機児童対策を行うことで、令和６年４月
１日現在の国の定義に基づく待機児童数は北部エリア含めて
市全域で０人、希望する施設を利用できていない児童数は
218人と令和４年４月１日時点より大幅に減少させることが
できた。

★
　

継続推進
待機児童の状況や今後の保育ニーズに対応
し、通年の待機児童ゼロの早期実現に向け
て取り組む。

私立保育幼稚園課
保育幼稚園入園課
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Ⅲ-7-(1) 262 小規模保育事業

平成31年４月１日現在、小規模保育事業16か所、定員数256
人で、待機児童の大部分を占める３歳未満児の入所枠を確保
するため、小規模保育事業を実施している。すべての子ども
が安心して質の高い保育を受けることができるよう、保育の
質の向上のための取り組みなど子育て環境の充実を図る。

令和６年４月１日現在、小規模保育事業は14か所で実施し、
236人の受け入れを実施した（定員数234人）。

★
　

継続推進
待機児童の大部分を占める３歳児未満児の
入所枠を確保するため、引き続き実施す
る。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1) 263
延長保育事業（時間外保
育事業）

全保育所(園)において、午後７時までの延長保育を実施し、
一部の私立保育所(園)では、午後７時を超える延長保育にも
対応している。今後も、勤務形態の多様化による延長保育の
需要に対応するため、幼保連携型認定こども園、小規模保育
事業実施施設を加え実施する。

延長保育を必要とする児童が在籍する保育所（園）・認定こ
ども園・小規模保育事業実施施設で実施した。延長保育の開
所時間は、午後７時までが63か所、午後７時30分までが４か
所、午後８時までが７か所、夜間保育所（午前７時から11時
実施）が１か所であり、延長保育を利用した延べ児童数は、
209,830人（公立25,096人、私立184,734人）であった。
※夜間保育所については、開所時間が午前11時から午後10時
のため、午前７時から11時まで延長保育を実施。

★
　

継続推進
引き続き、全施設での実施の取組を進め
る。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1) 264 夜間保育事業
勤務形態の多様化に対応するため、保護者の就労などにより
夜間の保育を必要とする児童に対する夜間保育を行う。(現
在の１園を継続)

勤務形態の多様化に対応するため、保護者の就労などにより
夜間の保育を必要とする児童に対する夜間保育を行い、年間
延べ355人が利用した。

★
　

継続推進
引き続き、勤務形態の多様化に対応するた
め、保護者の就労などにより夜間の保育を
必要とする児童に対する夜間保育を行う。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1) 265 休日保育事業
日曜、祝日など休日の保育ニーズに対応するため、休日保育
を行う。（現在の１園を継続）

日曜、祝日など休日の保育ニーズに対応するため、休日保育
を行った。（現在の１園を継続）
延べ利用人数：372人

★
　

継続推進 引き続き、休日保育の取組を進める。 私立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1) 266 病児・病後児保育事業

保育所(園)や認定こども園等に通所中の児童等が病気やケガ
の回復期に、集団保育の困難な期間、小児科のある医療機関
で保育と看護を行う。市立ひらかた病院及び民間医療機関３
か所の計４か所で、定員は23人。また、保育所(園)や幼保連
携型認定こども園において、体調が悪くなった児童に対する
保育体制の充実を図る。

市立のみの利用人数は前年度に比べて減少が見られた。（枚
方市病児保育室706人）

★
　

継続推進

引き続き、各病児保育室が作成する感染症
流行情報を各保育所（園）等に周知し、季
節ごとや地域で流行する感染症についての
情報提供を行うことで、各園や保護者の
方々に感染症対策に取り組んでもらうとと
もに、近隣の病児保育室を知っていただき
利用者数の増加に繋げる。また保育所(園)
や幼保連携型認定こども園において、体調
不良児の保育を行う。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1) 267
一時預かり事業（一般
型・幼稚園型）（再掲）

保護者の傷病や就労等に伴う緊急・一時的な保育需要及び育
児疲れの解消等を目的とした利用や短時間就労により、保育
が困難な児童の受け入れを実施し、保育所(園)等への入所を
待つ待機児童の解消の一助とする。また、公私立幼稚園、認
定こども園(１号)において、保護者の就労や傷病等により保
育が困難な幼児の一時預かりを教育時間外に実施する。

子どもを保育所（園）で預かる一時預かり日単位(保護者の
非定型就労・緊急・育児疲れなどのリフレッシュの場合：延
べ13,540人)や一時預かり月単位（保護者のパート就労など
の場合：延べ6,651人）、就労応援型預かり保育（延べ2,991
人）を私立保育所（園）16か所で実施した。
公立幼稚園６か所、私立幼稚園４か所、認定こども園（１
号）14か所で、在園児の預かり保育（延べ209,976人）を実
施した。

★
　

継続推進

引き続き、リフレッシュ目的で一時預かり
を利用する際に２日分無料で使える券（リ
フレッシュ券）を配付し、在宅で子育てさ
れている家庭の負担軽減を図るとともに、
利用促進につなげる。

私立保育幼稚園課
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Ⅲ-7-(1) 268
保育士等就職支援セン
ター事業

保育士資格を持ちながら、保育所等で就労していない潜在保
育士の掘り起こしや、各保育所等からの求人とのマッチング
などを行う保育士等就職支援センター事業を実施し、安定的
な保育士確保と待機児童対策の円滑な実施を図る。

各施設からの求人や、保育士・幼稚園教諭としての仕事を考
えている方からの相談や、求職情報の登録を行った。
・求人登録件数　 93件
・求職登録件数　 47件
・マッチング件数 18件
また、公民連携事業として、保育士の実態調査に取り組ん
だ。

★
　

継続推進

継続して公民連携事業に取り組むととも
に、保育専門職の保育士等再就職支援コー
ディネーターによる相談や登録の受付を随
時行うほか、出張相談会や、就職支援のた
めのセミナー等を開催し、センター事業の
周知と登録数やマッチング件数増加を図
る。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1) 269 利用者支援事業
個々の保育ニーズへのきめ細かな対応をめざし、保育コン
シェルジュを配置するなど、相談体制を充実する。

令和２年４月から保育コンシェルジュ（週４日）を配置。令
和５年度からは５人態勢とし、相談体制を充実した。

★
　

継続推進
窓口での相談体制だけでなく、ビデオ相談
も実施し引き続き相談体制の充実を図る。

保育幼稚園入園課

Ⅲ-7-(1) 270

第2子以降の保育料の無償
化及び保育所（園）・幼
稚園等における給食費
（副食費）の補助（再
掲）

平成30年９月から本市独自の第３子以降の保育料無償化を実
施し、令和元年10月からは国における幼児教育・保育の無償
化が実施され、加えて令和２年４月からさらなる子育て世帯
への負担軽減を図るため、第２子以降の保育料無償化を実施
する。それに伴い枚方市独自で無料化する対象児童について
も国の無償化の対象者と同様に副食費を枚方市独自に徴収免
除するため、施設へ副食費相当分を市独自の給付費として支
払う。

平成30年９月から市独自の第３子以降の保育料無償化を実施
し、令和元年10月からは国における幼児教育・保育の無償化
が実施されてきたが、加えて令和２年４月からさらなる子育
て世帯への負担軽減を図るため、市独自基準での第２子以降
の保育料無償化を実施した。これに伴い市独自で無償化する
対象児童についても国の無償化の対象者と同様に副食費を市
独自に徴収免除した。
また、枚方市独自で副食費を無料化する対象児童が在籍する
私立保育所（園）・認定こども園・幼稚園に対し、副食費相
当分を市独自の給付費として支払った。

★
　

継続推進

市独自基準での第２子以降の保育料無償化
を引き続き実施していく。これに伴い市独
自で無償化する対象児童についても国の無
償化の対象者と同様に副食費を市独自に徴
収免除していく。
また、引き続き、市独自の副食費免除分を
適切に支払う。

私立保育幼稚園課
保育幼稚園入園課

Ⅲ-7-(1)
追加
R2-21

保育士等確保・定着支援
事業

待機児童対策を推進する上で課題となる保育士不足に対応す
るため、市内の私立保育所（園）等の保育士等に対し、雇用
促進と離職防止につながる市独自の処遇改善を実施するも
の。

私立保育所（園）等に在籍する984人の職員に対し、市独自
の処遇改善を実施した。

★
　

継続推進
引き続き、市独自の処遇改善を適切に支払
う。

私立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1)
追加
R2-22

市立保育所における主食
の提供

市立保育所において、令和２年４月から３歳児以上へ主食提
供を行い、完全給食を行う。また、幼児期の食育推進は今後
の食生活に大きく関わることから、お米に加え、パンや季節
の食材を使ったご飯、麺類などバリエーションのあるメ
ニューに努めるとともに、安全性を考慮して低農薬や食品添
加物の少ないものを使用する。

令和２年４月から３歳児以上へ主食提供を行い、完全給食を
開始した。

★ ★ 継続推進
今後も引き続き３歳児以上への主食提供を
行い、完全給食を継続する。 公立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1)
追加
R3-19

医療的ケア児保育支援事
業(再掲)

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」
（令和３年９月18日施行）により、保育所（園）の設置者等
の責務として、在籍又は利用している医療的ケア児に対し、
適切な支援を行うこととされていることから、保育所（園）
等に在籍する園児が医療的ケアを受けられるよう、看護師も
しくは認定特定行為業務従事者である保育士等を配置するな
ど、受け入れ体制を整える。

看護師等を配置して医療的ケア児を受け入れ、適切な支援を
行った。
受け入れ施設数　３施設（公立１施設、私立２施設）
対象児童数　３人（公立１人、私立２人）

★ 継続推進

翌年度の保育所（園）等への利用調整につ
いて、医療的ケア児を先行して実施し、受
け入れ体制の確保に取り組む。
また引き続き、医療的ケア児の受け入れに
関するガイドラインの策定及び検討会に
て、受け入れに係る検討や連絡体制の構
築、施設等との調整等の体制整備を行う。

私立保育幼稚園課
公立保育幼稚園課
保育幼稚園入園課
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Ⅲ-7-(1)
追加
R4-6

幼稚園給食実施事業
保護者の負担軽減を図るため、公立幼稚園において選択制の
幼稚園給食を実施する。

令和５年10月から全ての公立幼稚園において開始した35食を
上限として選択制の幼稚園給食について、さらなる保護者負
担の軽減のため、令和６年11月から枚方幼稚園において試行
的に上限を45食に拡充した。
給食延べ利用人数：1,962人

★ 継続推進
引き続き試行実施を行い、その結果を踏ま
えて希望者全てに提供する形での全員給食
の実施について方向性の検証を行う。

公立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(1)
追加
R4-7

市立保育所におけるおむ
つ回収・手ぶら登園

保護者の負担軽減を図るため、市立保育所等にダストボック
スを設置し、使用済み紙おむつを各施設にて廃棄するととも
に、紙おむつやおしり拭きが使い放題になる定額サービス
「おむつのサブスク」を実施する。あわせて午睡用ふとんに
ついても定額で利用できる「ふとんのサブスク」を実施す
る。

使用済み紙おむつを各施設で廃棄することで、保護者の負担
軽減につなげた。
令和4年度に全市立保育所等（16園）のほか、私立保育所
（園）、認定こども園、小規模保育事業実施施設のうち希望
のあった園において、「おむつのサブスク」を無償でサービ
スが利用できる実証実験を実施した。実証実験終了後もサー
ビスの利用継続を希望する保護者の方には、有償で引き続き
同サービスを利用していただいている。また、R6.11月から
一部園において、ふとんのサブスクを試行実施し、R7.4月か
ら全市立保育所等で本格実施する。

★ 継続推進 継続して取り組みを推進していく。 公立保育幼稚園課

Ⅲ-7-(2) 271
放課後児童健全育成事業
（留守家庭児童会室事
業）（再掲）

保護者の就労等により保育を必要とする小学生児童の放課後
の遊び、生活の場を提供し、その健全育成を図ることを目的
に、全44小学校で実施する。また、平成30年度からは全学年
の児童を受入れており、障害のある子どもへの支援の充実に
も引き続き努めていく。

すべての児童の居場所づくりとして、令和５年度から利用
ニーズに応じた放課後の居場所の選択を可能とする「留守家
庭児童会室」と「放課後オープンスクエア」を一体的に運営
する総合型放課後事業を全校（直営22校、委託22校）で実施
した。児童の居場所の選択肢が増えたことにより留守家庭児
童会室の待機児童数は減少し、令和６年４月１日現在では12
人で、５月には待機児童が解消となった。
これまで保護者から要望の高かった三季休業期の昼食サービ
スについて、事業の実施方法や継続の可能性の検証のため、
公民連携プラットフォームの仕組みを活用して夏季休業期
（11校）と冬季休業期（24校）に試行実施を行った。
また、令和７年３月には、「子ども・若者総合計画」に掲げ
る児童の放課後対策の行動計画として、「児童の放課後を豊
かにする行動計画」（計画期間：令和７年度から令和11年
度）を策定した。

★
　

拡充

「児童の放課後を豊かにする行動計画」に
基づく、保護者ニーズに合った事業の充実
として、三季休業期の昼食サービスの全校
実施に向けた取組や留守家庭児童会室利用
者の希望に応じて、土曜日の留守家庭児童
会室を開室する取組を試行的に実施する。
また、児童の生活の場である留守家庭児童
会の環境整備として、和式トイレの洋式化
などのトイレ環境の改善を進めるととも
に、耐用年数を超えた留守家庭児童会室に
ついては、学校施設を最大限に活用するこ
とを基本とし、今後の児童数等の推移を見
極め、専用棟の建て替えも含めた検討を進
め、個別の老朽化対策を策定する。

放課後子ども課

Ⅲ-7-(2) 272
留守家庭児童会室の保育
料軽減・施設の有効活用

留守家庭児童会室の保育料は、平成26年４月より月額9,200
円を7,200円に軽減しており、当分の間、継続していく。
留守家庭児童会室運営に必要な施設については、学校施設の
活用による効果的・効率的な整備に取り組んでいく。

留守家庭児童会室の保育料については、引き続き軽減を実施
した。また、留守家庭児童会室の運営に必要な施設について
は、学校の余裕教室の活用を図るとともに、必要な補修を
行った。

★
　

拡充

留守家庭児童会室保育料の軽減は引き続き
継続していく。
留守家庭児童会の運営に必要な施設につい
ては、子どもの要望等も踏まえ図書室や体
育館等の学校施設の有効活用を進めるとと
もに、専用棟については、トイレの環境整
備等必要な補修を行う。また、耐用年数を
超えた専用棟については、学校施設を最大
限に活用することを基本とし、今後の児童
数等の推移を見極め、専用棟の建て替えも
含めた検討を進め、個別の老朽化対策を策
定する。

放課後子ども課
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Ⅲ-7-(2) 273
放課後自習教室事業
（再掲）

生徒の学習意欲を高め、学力の向上を図るため、中学校では
全学年を対象とした放課後学習教室を開室する。また、夏季
休業中には夏季集中学習教室を開室する。

生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育むとともに、基礎学
力の向上を図るため、学習機会の確保に向けて、放課後学習
教室ひらスタ（各校27回）及び夏季集中学習教室（各校４
回）を開室した。（登録者数：366人）

★ ★ 継続推進
中学生対象の放課後学習教室ひらスタ及び
夏季集中学習教室を引き続き開室し、生徒
の学習機会等の確保を図っていく。

教育指導課

Ⅲ-7-(2) 274
放課後オープンスクエア
事業（再掲）

・児童の自主性や社会性等を育成するため、安全・安心な学
校で、すべての児童が仲間とともに自由に遊べる環境（「３
間」［時間・空間・仲間］）を整備する。
・個別に実施してきた放課後事業の運営について、効果的・
効率的な運営を図るため、可能な範囲の融合を図り「総合型
放課後事業」として、民間活力を活用しながら取り組みを進
める。

児童が自分で考え、自由に過ごせる居場所として学校施設の
一部を開放する「放課後オープンスクエア」を平日、土曜日
及び三季休業期に全校(直営22校、委託22校）で実施した。
放課後オープンスクエアの参加登録児童数：7,910人、延べ
304,194人

★
　

拡充

「留守家庭児童会室」と「放課後オープン
スクエア」を一体的に運営する「総合型放
課後事業」を継続実施するとともに、「児
童の放課後を豊かにする行動計画」に基づ
く保護者ニーズに合った事業の充実とし
て、三季休業期の昼食サービスの全校実施
に向けた取組を実施する。

放課後子ども課

Ⅲ-7-(2) 275

総合型放課後事業（留守
家庭児童会室・放課後
オープンスクエア・枚方
子どもいきいき広場の連
携・協働）

・児童の自主性や社会性等を育成するため、安全・安心な学
校で、すべての児童が仲間とともに自由に遊べる環境（「３
間」［時間・空間・仲間］）を整備する。
・個別に実施してきた放課後事業の運営について、効果的・
効率的な運営を図るため、可能な範囲の融合を図り「総合型
放課後事業」として、民間活力を活用しながら取り組みを進
める。
・地域の特色や多様性を活かした体験活動を提供する枚方子
どもいきいき広場事業を一体的かつ連携して実施する。

「留守家庭児童会室」と「放課後オープンスクエア」を一体
的に運営し、就学後も保護者が安心して就労できる環境と、
子どもたちが学校で楽しく安全に過ごせる環境の整備を目的
とした総合型放課後事業と地域の特色や多様性を活かした体
験活動を提供する枚方子どもいきいき広場事業を一体的かつ
連携して全校で実施した。

★
　

継続推進

「留守家庭児童会室」と「放課後オープン
スクエア」を一体的に運営する「総合型放
課後事業」を継続実施するとともに、枚方
子どもいきいき広場の実施団体と情報共有
等を行い連携を図っていく。

放課後子ども課

Ⅲ-7-(3) 276 男女共同参画推進事業

枚方市男女共同参画計画に基づき、市民意識の啓発･向上を
図るための講座の開催や情報提供、相談事業を実施する。ま
た、市民自らが企画、運営し、主体的に男女共同参画を発信
する「市民参画型啓発事業」を実施するなど、子どもから大
人まで、性別・年齢を問わず男女共同参画意識を醸成する取
り組みを進める。

・男女共同参画週間事業として、講座「ジェンダー知らな
きゃヤバい時代がやってきた～男も女も生きやすい社会を目
指して～」を開催（69人）
・その他、啓発講座を実施（585人）。
・「男女共生フロア・ウィル」において、下記相談事業を定
期的に実施。
女性のための面接相談：300件
女性のための電話相談：483件
法律相談：95件
男性のための電話相談：37件

★ ★ ★ 継続推進
事業実施の趣旨と集客力の双方に視点を置
くとともに、関係部局とも連携を図ること
で、より効果的な啓発事業を実施する。

人権政策課

Ⅲ-7-(3) 277
ワーク・ライフ・バラン
ス推進のための啓発活動

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、さまざま
な活動について、「ワーク・ライフ・バランス」を推進する
ため、ホームページへの掲載やリーフレットの配布などによ
り啓発を行う。

講演会「ジェンダー知らなきゃヤバい時代がやってきた～男
も女も生きやすい社会を目指して～」を開催（69人）。また
男女共生フロア・ウィル図書情報コーナーにおいて就労支援
に関する資料を配架し、情報提供を行った。

★
　

継続推進
内閣府、大阪府等が発行するリーフレット
などを活用し、市民や事業所への啓発を実
施する。

人権政策課


